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平成１７年第２回定例会（第１日） 会議録 

招集年月日       平成１７年６月６日 

招 集 場 所       砥部町議会議事堂 
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13 番 中 島 博 志  14 番 田 室 博 志         15 番 平 岡 文 男       

16 番 山 本 典 男       17 番 玉 井 啓 補  18 番 三 谷 喜 好      

不応招議員       なし 

出 席 議 員       出席議員は、応招議員の１８名 

欠 席 議 員       なし 

地方自治法       
第１２１条の 
規定により       
説明のため       
会議に出席       
した者の職、 
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町  長 中 村 剛 志          助  役 柳 田  穫       
収 入 役 佐 川 秀 紀     教 育 長 佐 野 弘 明 
総務課長 明 賀  徹     企画課長 藤 田 正 純 
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住民サービス課長 丸 本 正 和  民生こども課長 正 岡 修 平 
生きがい推進課長 松 村 曻 二 健康づくり課長 佐 野 恵 美 
学校教育課長 大 西  潤   生涯学習課長 大 野 哲 郎 
広田支所長 上 岡 洋 一    環境保全課長 日 浦 昭 二 
商工観光課長 西 﨑  悟   農林課長 大 内 久 利 
建設課長 萬 代 喜 正     下水道課長 東 岡 秀 樹 
水道課長 辻  充 則 

本会議に職務のため出席した者の職氏名                      議会事務局長 原 田 公 夫 

会議録署名       
 
議員の指名       

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 
 
５番 中 村   茂   ６番 西 村 良 彰 
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平成１７年第 2 回砥部町議会定例会 
平成１７年６月６日（月） 

午前９時００分開会 
 
○議長（田室博志） ただいまから、平成１７年第 2 回砥部町議会定例会を開会します。 
本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第 1 行政報告 

○議長（田室博志） 町長挨拶及び日程第１､行政報告を行ないます｡中村町長｡ 
○町長 （挨拶、別紙のとおり）  
○議長（田室博志） これで行政報告を終わります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（田室博志） 日程第２､会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１８条の規定により、５番中村茂君、６番西村良彰君を指名します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３ 会期の決定 

○議長（田室博志） 日程第３､会期の決定についてを議題とします。おはかりします。

本定例会の会期は、去る５月３１日開催の議会運営委員会において、本日から１０日ま

での５日間とすることに決定しました。これに異議ありませんか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって会期は、本日から６月１０日までの

５日間と決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４ 諸般の報告 

○議長（田室博志） 日程第４ 諸般の報告を行います。 
まず、地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求めましたので、

ご報告します。 
次に監査委員より、第１回定例会での報告以降、４月末日までの例月出納検査及び議

会事務局、総務課の定例監査の結果について、良好であった旨の報告がありました。こ

れで、諸般の報告を終わります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第５ 一般質問 

○議長（田室博志） 日程第５、ただいまから一般質問を行います。質問回数・質問時

間は従来通り制限しておりますので、質問要点を簡潔に要領よくまとめて質問されるよ

うお願いします。議員各位のご協力をお願いします。それでは、議席順に質問を許しま

す。４番、土居美智子君。 
○４番（土居美智子） おはようございます。４番、土居美智子でございます。以前か

らずっと続けております公共下水道事業について町長にお尋ねしたいと思います。平成

１６年７月、下水道政策研究委員会が検討しました、下水道を取り巻く社会情勢という

報告がなされております。下水道財政・経営の今後の方向を示した内容ですが、私なり

に読んでみました。下水道政策研究委員会は３つの小委員会が設置されそれぞれの課題

が検討されています。その中の一つ、下水道財政・経営論・小委員会でのレポートです

が、そのメンバーは、大学教授をはじめ、大都市の部長、局長クラスに総務省、国土交

通省の関係課長という顔ぶれです。メンバーを見るだけでもいかに下水道事業が逼迫し

ているかがうかがい知る事ができます。内容から、すでに私たちが質問を繰り返してき

た財政の苦悩がありありと見えます。借入金残高の推移をみましてもけして減少する様

子はみられません。また、下水道管理費のうち、起債元利償還費は、こちらも増加の一

途です。その中のアンケートの結果を見ますと、下水道事業に対する国の補助が縮小し

た場合、事業継続のため、地方単独費を投入しても完了を目指すと答えた自治体はわず

か３％です。また９割の自治体は国庫補助金が削減あるいは廃止された場合、必要な財

源を確保できないと回答しています。国は三位一体改革により国庫補助金、地方交付税

交付金の削減等をうちだし、これによりますます苦しい状況となることは必至です。つ

い先日の新聞報道にもあったように、公共事業費の縮小が提案されています。当然、下

水道予算額も大幅に削減され、１８年度の予算は１５年度と比較すると６割ほどになる

と予測されています。この報告書には大変重要な箇所があります。それは、下水道管理

者は、下水道使用者、住民、議会に対して、事業計画、下水道使用料算定根拠等を理解

しやすい形で分析、開示することが不可欠であり、十分な説明を行なうことを抜きにし

て事業の円滑な運営はできないということを再確認すべきであると警告しています。 

未着手の自治体は、事業着手の判断にあたり、維持管理費、起債元利償還費の規模、確

保すべき下水道使用料の収入、下水道事業に対する一般会計負担規模等の収支予測をし

っかりと見通さなければならない。また、下水道事業は、地方財政法で地方公営企業と

して位置づけられており、独立した企業としての自覚をもって経営に取り組まなければ

ならないと述べています。これらの報告書は町長の手元にも届いているのではないでし

ょうか。もう一度読み返され、再考されるべきではないかと考えます。なぜ、住民を抜

きにして、急いで実行されるのでしょうか。また、企業会計の導入はどう考えておられ

ますか。町長のご答弁をお願いいたします。 
 次に原町の老人憩いの家の改修やシルバー人材センター事務所の解体計画に関して、

シルバー人材センター事業に対してお伺いいたします。先日の行財政改革推進会の席で
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ある委員が示した、砥部町の超高齢化時代は緊急の課題であると訴えておりました。 

いま、世の中２００７年問題がクローズアップされています。ご存知のとおり、団塊の

世代が退職する年代になったことにより、働き手が希薄になり、税収入は減、高齢者が

増大することで、国民健康保険・老人保健・介護保険増の図式が出来上がります。もち

ろん砥部町も論外ではありません。２０２５年には１人の高齢者を１．９人で、２０５

０年では１．４人で支える世界がくるのです。私はいまこそシルバー人材センターが主

役であると思います。シルバー人材センターに関する法律を見てみますと、定年退職者、

高年齢退職者の希望に応じた就業うんぬんと続きまして、就業の機会を確保し、組織的

に提供することにより、その就業を援助し、これらのものの能力の積極的な活用を図り、

もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とするとあります。そこで私は、近隣自

治体のシルバーセンターの状況をリポートしました。いずれのセンターも事務局スタッ

フの賃金は行政より保証され、中には時間外も支給されていました。もちろん事務所に

かかる費用は、すべて行政からでています。とても補助金なしではやっていけませんよ

とのお話でした。その席で、砥部シルバーセンターの状況を説明するまでもなく、それ

ぞれから砥部さんはもう法人化するべきではないでしょうかと先手を打たれました。し

かし、法人化するためには、まず、砥部町より一定の補助金を確保する事が条件である

とも聞いております。１６年度の事業実績は、１億１，２００万円。今年６月２５日の

支払額が１，３００万円と聞いております。事務局は資金繰りに苦悩し、繰上げ決済を

頼まざるを得ない状態です。仕事内容が大きくなればなるほど運営費用も、日々の事務

管理も増大し、月々の運営は苦しいのです。町長はこのような悩みをもつシルバー人材

センターの位置づけ、活用等どのようにお考えでしょうか、お尋ねします。いま、この

シルバーセンターが高齢の方たちの心のよりどころであり、生活の場でもあります。ま

して、生きがいを見出し、元気で労働を提供し、なおかつ喜んでいただくという満足を

得る。このことは、介護保険、老人保健に大きな影響を与え、砥部町に対しても大きく

寄与していると考えます。高齢者が健康でその人らしく暮らしを続けていくには、地域、

地域で生きがいや働きがいのある居場所や機会があることが必要です。その意味で、町

の設計も非常に大切なものです。高齢社会にふさわしい暮らし方や働き方、町のあり方

を考える政策がポイントであると考えます。町長のご所見をお願いいたします。 
続いて愛媛県は、県武道館のずさん工事をおこなった共同企業体と管理担当の建築事

務所に補修工事を命じ、施行不良のあった副道場の耐震強化補修工事が始まったようで

す。平成１３年３月の芸予地震により、砥部町文化会館の天井が落ちた事件がありまし

た。落成式を間近に控えてのことだったと記憶しております。砥部町文化会館は震度７

まで耐えることができる建物であるという自慢できる建物であったはずです。以前、建

築現場監督の有資格者の質問があったとき、行政側は１０億円を越す大きい建築はめっ

たになく、現場監督は業者に任せればよいとの回答であったと記憶しています。ところ

が今回の県武道館工事のようにゼネコンによる共同企業体であっても手抜き工事が発

生します。やはり発注者側に監督・検証するいわゆるわかる者がいないということは非

常に危険であるということです。砥部町においての天井落下は原因がなんであったのか、
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手抜きではなかったのか。この修復のための費用は誰が払い、金額はいくらでしたか。

また責任はどのような形で誰が取ったのでしょうか。この事件の後、中村町政が誕生し

ましたが、今後もこの類の事故が発生しないと言い切れません。このような不測の場合

の対策としてどのような考えをお持ちでしょうか。中村町長にご答弁をお願いしたいと

思います。以上３点について質問いたしました、これで終わります。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ただいまの土居美智子議員さんのご質問にお答えをさしていただきます。まず、

公共下水道事業についてでございますが、下水道政策研究委員会がとりまとめた「下水

道を取り巻く社会経済情勢と下水道財政・経営の今後の方向」の中間報告書を私も何度

も読まさせていただきました。大変厳しい財政状況の中で、下水道を取り巻くいろいろ

な問題点を検討・分析し、将来の下水道のあるべき姿や財政・経営の取り組む方向を示

しており、下水道事業を推進するための指針となる内容であるというふうに思っており

ます。これから事業推進する本町にとりまして、この報告書は大変参考になるものであ

るというふうに思っております。皆様もご存知のとおり、下水道は健康で文化的な生活

を送るという、国民の基本的権利としての認識が定着しており、また、下水道は１自治

体のためだけではなく流域全体の水環境、生命、財産を保全するため不可欠な施設であ

ります。全国のほとんどの自治体が今後も下水道事業を促進し、その財源を国が支援す

べきであるといっております。また、本町におきましても、平成２年、平成５年、平成

１３年にアンケートを実施し、その結果、快適な生活環境にするには、下水道が必要と

いう意見が上位を占めております。すでに重信川流域の各自治体においては、供用が開

始されているところであります。企業会計の導入については、事業の計画性、透明性の

確保、公費で負担すべき部分の明確化に向けて有効な方式であるというふうに思ってお

ります。いま、総務省において、地方公営企業の会計基準等について検討中であり、経

営状況がより明確に示される会計システムが確立した時点で導入を検討したいという

ふうに思っております。いずれにいたしましても、下水道事業の 終的な目的はきれい

な川にして、これを子孫に残すということであり、公共下水道事業は本町にとって必要

な施設であることから、大変、厳しい財政事情の中ではありますが、住民の皆様ととも

に事業推進を図っていきたいと考えております。 

次に、砥部町シルバー人材センターの活用、援助についてのご質問でございますが、

シルバー人材センターは、「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設置され、

事業の理念は、自らの生きがいの充実や、社会参加を希望する高齢者に対し、日常生活

に密着した臨時的かつ短期的な仕事を、組織的に把握し、提供する高齢者の自主的な団

体とされております。砥部町シルバー人材センターにおいては、自ら業務の開拓に努め、

受託収益が順調な伸びを見せており、その努力に敬意を表する次第であります。本町も、

庁舎清掃業務や施設の草刈等の業務委託、運営補助、また、事務所スペースの提供など

を通して支援をいたしております。今後も、委託する業務については、それを生活維持

の手段としている雇用労働者や自営業者の就業分野などに配慮しながら、検討を続けて

いきたいと考えております。 
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３番目の責任の取り方と人材育成についてのご質問にお答えします。平成１３年３月

２４日発生の芸予地震による砥部町文化会館の天井落下の件について、原因と手抜き工

事ではなかったのかとのご質問ですが、原因や経費等につきまして、平成１３年６月の

全員協議会の場で、ご報告をさせていただいております。直接的な要因は、天井裏など

の隠れた位置に取り付ける細長い材である野縁と野縁受を接続しているクリップが外

れて、野縁と天井ボードが落下したものでございます。この工事は、設計図書である平

成９年度版の「建築工事共通仕様書」により施工されております。ホールは、音響や照

明効果に配慮した大空間の天井として連続曲面形状にしているため、特に留意して施工

計画段階から綿密な検討を重ね、施工しておりました。しかし、地震で非常に激しい水

平方向や垂直方向の揺れがホール中央部に集中したため、落下に至ったと確認しており

ます。設計段階の確認事項として、一次設計では、中地震に対し、構造体は、変形して

も元に戻る「弾性範囲」で多少軽微なひび割れが生じる程度で、建物使用に支障のない

状態で設計をされております。二次設計では、大地震に対し、構造体に部分的な損傷が

あっても建物は崩壊しない。すなわち、建物に損傷はあっても、倒壊なく人命保護を図

るという設計になっております。以上のことから部分的な損傷はありましたが、手抜き

工事や瑕疵によるものではないとご理解をいただきたいと存じます。次に復旧の費用及

び責任の関係でございますが、この建物は、建築基準法により構造計算され、愛媛県建

築主事の審査を受けて確認済みとなり、建築中は、設計監理業者に随時指導監理させま

して、適切に建築されたものであるため、責任は問えないと判断されました。この被害

は、施工技術等に起因するものでなく、地震により想定できない力が部分的に加わって

発生したものであり、県の完了検査や町の受取り検査後まもなくの時期ではありました

が、一次及び二次復旧により補強工事をいたしました。そして、業者の瑕疵担保責任は

問えないとの判断により、町が８６９万４千円を支払いました。 後に、このような不

測の場合の事故対策でございますが、本町の場合は、事案件数及び人件費等の問題もあ

り、建築士は置いておりません。建築士を配置している市町に確認しましても、大規模

な工事の場合は、ほとんどが外部発注で行われているのが実情であり、本町においては

今後も建築士をおく予定はございません。設計監理を業者委託する場合においての業者

選定におきましては、今後とも信用や実績のある業者に選定することで対応したいと考

えておりますのでご理解をいただきますようお願いいたします。以上で、土居美智子議

員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 土居美智子君。 
○４番（土居美智子） いま町長の答弁にありましたように、確かにこの報告書は下水

道工事を推進するが為の報告書であります。しかしその中で、私たちが非常に気にしな

ければならないこともたくさん報告されています。私が、なぜ毎回、毎回、この下水道

工事について質問するかという意味ですけれども、それは、いままで我々に対して説明

していただきました説明書の中に、非常に私が理解できない部分が何点かあります。そ

の部分について町長にご質問したいと思います。まず公共下水道の特別委員会の中で、

公共下水道と合併浄化槽の経済比較の検討結果表がありましたが、その中で言葉の意味
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がわかりませんでした。家屋相当数とは何を表しているのか、家を数えるのに、相当数

という表現ができるのかどうかという疑問でしたので、私は尋ねてみますと店舗、事業

所等を換算したという回答でした。もし、そうだとすれば、事業所分を家屋相当数とし

て換算し、その数で計算した浄化槽事業費はまったく当てはまらないものとなります。 
なぜなら、従業員が１００人の事業所として考えますと、事業所の浄化槽は家庭用の５

人槽を２０基設置するのではなく、１００人槽を１基設置したらよろしいのです。それ

ゆえにこれらの計算は架空のものとなると考えます。また、管渠の長さも計算してみま

した。１２地区の合計で計算しますと家と家を繋ぐ管渠の長さが８メートルです。例え

２倍したとしても１６メートルです。まだひどい地区は上原町、川井で隣家までの距離

が１．６メートルしかありません。まだ、大切な事は比較表の中に認可区域がないとい

うことです。人口密度が４４人では採算がとれないことは、すでに私が以前から申し上

げております。戸数で計算すべきなのです。ここで、私が試算しました分を少し紹介し

たいと思います。以前の質問の中で１ｈａ、３，５００万の工事費という回答をいただ

いておりますので、それを人口密度４４人で計算してみますと、一家族が１人の場合、

戸数は４４です。３，５００万円を４４で割りますと約８０万円。合併浄化槽が５人槽

で１基８８．８万円としてありましたから、下水道が安くなります。一家族３人として

計算して約１５戸数、同じく計算すると２３３万円となります。例え２人として計算し

ても約１５９万円です。認可区域においても、経済性を検討すべきではないでしょうか。 
資料の財政計画表の中で、起債償還費と交付税措置額の欄があります。よく観察します

と、起債償還費の半分が交付税措置額となっています。しかもこの分については、町の

負担がないという計算になっています。しかし地方交付税制度は、基準財政需要額に対

して収入不足分を補うのが趣旨であり、交付税措置額全額が交付されるのではないと考

えます。私が、計算してみますと砥部町の１５年度の財政力指数は０．５０７でした。

四捨五入して０．５１と計算しましても交付税措置額は９６億５，８００万円で計算す

ると、これは表の中に数字がでておりますので、交付される金額は４７億３千万円あま

りではないのでしょうか。差額の４９億円余りは一般財源からの繰出で補うこととなり

ます。町実質負担額にこの４９億円をプラスする必要があると考えます。ただ私は素人

ですから、これらの理解の仕方が間違っているかもしれません。間違っていたとしたら、

ぜひ、訂正していただきたいと思います。この計算をみなさんでやってみていただきた

いと思います。以上、いくつかの観点からして、説明資料としての信憑性が非常に薄い

と考えまして、私は、この私たちに説明いただきました資料にのって、住民に説明され

るのはまったく納得ができません。住民に説明されるときは、もっと具体的に受益者負

担費、下水道使用料金、この内容の明細汚水処理原価、維持管理費等を細かく開示し、

理解を求めるべきです。質問します。計画の基本数値である日 大汚水量、日平均汚水

量、処理人口、処理面積、以上の計画値をお尋ねします。町長のご答弁をよろしくお願

いいたします。  
次にシルバーセンターのことですけれども、確かに経営状態は、仕事の内容は、非常

に大きなものがあります。町からもいくらかの仕事がでておるようですけれども、私が
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尋ねてみましたところ、民間企業からの受注額が非常に大きく、公共事業からの１０倍

にもなります。公共事業からの受注は非常に少なく、民間事業からが非常に大きい、こ

れは多くの大きな信頼を得ているからだと思います。また、砥部町において、シルバー

人材センターが先程質問もいれましたけれども、法人化する問題について、町長のご答

弁がなかったと思いますが、これに対しては、町からも大きな補助が必要となりますが、

これだけの大きな事業をする団体が、この砥部町にはたしていくつあるのでしょうか。 
私は、シルバー人材センターの活動が、いかにこの砥部町の高齢者の拠り所になってい

るのか。これは私が訪問しました自治体の職員も自分がシルバーセンターの仕事に携わ

ってみて、初めてこの仕事の重要さ、そして皆様の真剣さがわかりました。生きがいづ

くりを目標に高齢社会の中心的存在であるべきだと思いますと話してくださいました。

私もまったく同感です。行政は超高齢化社会を向かえ、老人が同年輩者の介護をする、

このような図式ができあがっても決しておかしくない社会となります。むしろ同じ年代

であるがゆえに安心感から遠慮が取れ、話がはずみ生きがいを両者が共有する。このよ

うな生活の足がかりになりえるシルバーセンターをもっと真剣にフォローすべきでは

ないでしょうか。また、現在シルバーセンターが入居しております建物が今年度中に取

り壊される予定となっております。そのために、拾町にあります老人生きがいの家へ引

っ越すという予定になっておりますが、もう一度これを考え直していただきたい。広田

地区との合併により行き来が多くなり、砥部町の端から端まで車を運転する。その上、

道路拡張により駐車スペースも狭く危険が伴います。以前にもいいましたように、宮内

地区に伊予信用金庫の空きビルがあります。ぜひこれを町で借り上げていただいて、み

なさんが入居できるようにしていただきたい。もし、取り壊したあとの跡地に福祉的な

ビルが建つというのであればまた話は別です。砥部町はこれからますます高齢化が進む

中、もう少し、いまのレベルよりもアップしたフォローがぜひ必要であろうかと考えま

すが、これから先もどのようになさっていくのかもう一度ご質問をしたいと思います。 
また、平成１２年度発行の砥部町老人保健、介護保険の基本計画の中、あるいは合併協

議会の中でも、シルバー人材センターを活用すると明記されています。町長の前向きの

ご答弁を期待しております。もう一つ、県の建築の事故の件なんですけれども、いま建

設業界が実は見直しをしております。それは、入札を総合評価方式でやりたいと。 
○議長（田室博志） 簡潔に願います。 
○4 番（土居美智子） はい、これは何をしているかということは、いろんな地域性、

あるいは社会性、そして入札の価格、あるいは内容等を総合的に第三者が評価して、入

札、落札者を認めるという方式をいま検討しておるようです。砥部町においても、やは

り厳しいとは思いますけれども、担当職員は、いまからの財政厳しい中、建築業界のこ

れからの育成を検証する勉強が必要かと思います。そのために企業のＯＢを雇用なさい

まして、これからも建築の監督をする必要がますます重要になると考えますが、町長の

ご答弁をお願いいたします。すみません。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 いま土居美智子議員さんからご質問いただきました、まず、下水道の件でござ
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いますが、数字的なことにつきましては、担当の課長より答弁をさしていただきます。 
 まずあの下水道のことよく考えなければならないのは、先程も申し上げましたように、

下水道は住民のためだけ、１自治体だけではなくって、流域のみなさんのことも含めて

の問題になります。そしてまた一つは使用者権益とやはり公的な役目と二つあると思い

ます。そういう中で考えますのは、やはり公的な部分がどれだけあるかという、この計

算もしなければなりません。というのは雨水をちょっと排水するとか、他にもたくさん

水を汚さないとか、川の水をきれいにするとかいろいろな問題があると思います。そう

いうことで、文化的な生活を営むというのは、利用者の部分の負担部分であるし、また、

雨水、それから川を汚さない責任とか、そういう部分については、公的な責任があると

思います。ここの部分わけをまた一つは計算の中に入れていかなければならないという

のは私も勉強さしていただきました。土居美智子議員さんもよくご存知というふうに思

います。これからの下水道につきましては、そういう面をきちっとして、企業会計を取

り入れるのが適当ではないかということであるというふうに思います。この下水道につ

いては、まず、その辺りからもう一度よく考えていかなければならないと思います。そ

れと前回にもご答弁さしていただきましたように、いままでの法的なしばりがありまし

て、合併処理浄化槽だけではできないという連絡がありまして、農集とまたは、公共下

水道プラスもう一つということで、二つ以上の方式をとらなければ補助金が下りないと

いう問題がございました。これについては 6 月の 1 日に若干訂正の文書がファックスで

参りましたんで、いずれこれがまた改めてどういうふうに変わるかというのが来るかと

思いますが、現時点で私どもにきておるのは、そのどちらかを一つだけではだめで、二

つやらなければならないという方向が国から示されております。そういうことで、その

点もご理解をいただきたいというふうに思います。 
それから次に、シルバー人材センターの公共からのが少ないということ、今日、愛媛

新聞にも載っとりましたが、本当に活躍されているということは、私も重々存じており

ます。そんな中で、やはり一つの問題としては、需要が大きくなってくれば割合という

のは変わってくるというのも一つあると思うんです。同じ１千万の幅の中で、１割やっ

て１００万円であってもこれが１億になると１％しかならないわけです。そういうこと

で、金額的なやはり数字のパーセンテージの比較じゃなくて金額的な比較も必要ではな

いかというふうに思います。まわせるものは、出来るだけまわしていこうと、そしてま

た、それをなりわいとしている方にご迷惑をかからない程度というのも一つ大事なポイ

ントであると思います。それともちろんシルバーの２３０何名ですかね。この方がご活

躍いただいているのは、本当に結構やし、健康で働いてくれるのはありがたいと思いま

す。しかし、老人クラブの会員の方が２，３００名ぐらいおられます。この方たちにも

なにかできるようなことを私はこれから考えていかなければならないのではないかと

いうふうに思います。含めて、これから私は、シルバーさんももちろんそしてまた老人

クラブに入ってる方々ももちろん少しでもそういうことが参加できるようなことも考

えていきたいというふうに思います。それとシルバーの法人化でございますが、この件

については、シルバーの協会の方が、うちは法人化を望んでいないと、いうことで私の
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方にはお申し出がありました。もちろん町の負担がたくさんかかるということで、ご遠

慮されたのかもしれませんが、いまのところは任意団体でやっていきたいというような

ことでございましたので、申し添えておきたいと思います。 
それから建設事業でございますが、このＯＢの方を雇うといいましても、いま、ＯＢ

の方は県を辞められたり、そこそこのコンサルの会社へ行かれる方が非常に多いわけで

ございます。その方達はいくらぐらい給料をもらっているとか調べた事はございません

が、先も申しましたように、一人の方を雇用するということになると３００万とか２５

０万とかやっぱりお金もかなりかかります。そういうことを考えますと、やっぱり必要

な時に、必要な人材を、お雇する、お願いする、これが私はやっぱりいまのやり方では

ないかと思います。そして武道館の問題にしましても、２つのジョイントの企業がやっ

ておりましたが、そこから２名の監察が出ておりましたし、県からも２名、この監理に

携わっておりました。そういうことで、監理に２名携わったから必ず間違いがないかと

いうとそうでもありません。そういうことで、それは監理する方の良心だと、そしてき

ちっと監理できる会社をこれからも我々が選択していく必要があるというふうに思い

ます。以上で答弁を終わらせていただきます。 
○議長（田室博志） 東岡下水道課長。 
○下水道課長 土居美智子議員さんのご質問にお答えをさしていただきます。日 大汚

水量、日平均汚水量、処理人口でございますが、正確な数字はちょっと手元にございま

せんので、日 大汚水量につきましては、現在約１万２，０００トン程度でございます。

そして、平均汚水量が１万５００トン、処理人口は２万３，１００人でございます。詳

細な確定な数字につきましては、後ほどご報告さしていただきます。よろしくお願いい

たします。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 先程あのシルバー人材センターさんの事務所を借って上げてはどうかという

ことでございましたが、これは一つの任意の団体に対して、町が場所を借りてやるとい

うことは今時点では考えられませんので、町のあるところを使っていただくということ

でお願いしたいと思います。 
○議長（田室博志） 土居美智子君。 
○４番（土居美智子） 続いて、質問をさしていただきたいと思いますが、下水道の件

ですけれども、やはり同じデーターの中で、どうしても気になりますのは、お金の問題

です。町の実質的負担額の欄で平成５５年から黒字となっています。しかし、この中に

は耐用年数等の計算ができてないのではないかと考えます。機械電気設備が２０年以内

の耐用年数、３０年から５０年の土木施設の更新を考えていない。というふうに私は考

えられます。また、借金の返済のピークが終わる頃にこれらの施設更新のための借金が

必要になると思いますが、これはどのように考えておられましょうか。浄化槽との経済

比較では、耐用年数はきちっと入れられておりますけれども、この財政計画の中では無

視されているというところが気になります。いま町長の答弁にもありましたように、川

をきれいにするという問題であるとすれば、この我々がいま手にしている計画書の中に
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は３０年という年数を要します。私がなぜ合併浄化槽にこだわるのか。公共下水道に対

してなぜここまで私が調べなければならないのか。それはやはり環境を良くするのであ

れば、早く工事が終わる方法を考えるべきだ。これから先、超高齢化社会を砥部町は愛

媛県で１番となる資料も提出されています。こういう時代において、果たして下水道に

これだけ執着する必要があるのか。偶然にも松山市の方とお話をする機会を得ました。

その方が、砥部は下水道問題でいろいろ議論されているようですが、正直言って下水道

は反対です。松山市も検討しています。これはそういう仕事に携わっている方からの発

言です。また、東温市においても見直す必要があると首長はいっています。東予の旧大

西町は海岸まで埋め立てて下水道工事を開始しました。しかし、もうすでに見直さなけ

ればならない。この時期を向かえています。私は、本当に先人の人たちが今いかに苦労

しているか。なぜ、それを追っかけて砥部町が入らなければならないのか。一番 初の

質問の中に、住民を抜きにしてなぜ町長はこの工事を急ぐのかという質問をいたしまし

たが、回答はございませんでした。もっともっと住民の皆様の中へ、アンケートだけの

問題じゃないんです。４割近い方が合併層を利用しているというこの町の状態を考えて

も、本当に住民の皆様の前で、もっともっと明確な資料を提出されて、皆さんに説明す

べきである。それがないから私たちはいつまでもこの問題を追っかけていきたい。 後

に下水道の経営見通しをどのように立てておられるのかお尋ねします。例えば、直営で

の経営見通しであるのか。あるいは経営見通しは立てていないのか。また、施設そのも

のの運営をＰＦＩ事業とするのか。あるいは指定管理者制度の利用を考えているのか。

こういうところを、町長のご答弁をお願いしたいと思います。これだけの大きな事業で

す。明確な経営目標と見通しが必要であると考えております。 
シルバー人材センターのことで一言申します。先程の答弁の中にもありました。２千

何人が加入する老人クラブの問題等併せて考えなければならないというお話でござい

ました。もちろん老人クラブの中にもシルバー人材センターに加盟なさっていらっしゃ

る方も多いことと思います。元気であり、自分が本当に役に立ちたい、あるいはわずか

でもいい自分のこずかいがあればうれしい。孫に飴の一つでも買ってあげたい。そして

みなさんの役に立てることであればと思ってらっしゃる方がシルバー人材センターに

登録なさっていると思います。そのことを考えますと老人クラブとシルバー人材センタ

ーとまったく同じ土俵で考える事は、私は難しいと考えます。町長のご答弁をお願いい

たします。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 下水道の件は、先程もご答弁申し上げましたように、３回、過去３回アンケー

トをしております。そして私が、町長になる前にも続けてやろうということで、議会で

もその方向で進まれているというふうに理解しております。平成２年から取り組んでお

りますこの事業でございます。それがまだいまだになっても砥部は進んでいないという

ことでございます。このように皆さん方が考えていただくとおそらくわかると思うんで

すけど、３年ごとにアンケートを取るというようなことで、事業が果たして進むでしょ

うか。そういうことも考えますとやはりアンケートは非常に重要なものでありますし、
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皆さん方もいろいろ考えて、答えられているというふうに思います。そういうことでこ

の下水道事業になりましては、私が町長にならしていただいて、２年６ヵ月余りになり

ますけど、その間も議員さん方も推進しようということでご協力をいただいてまいりま

した。ここへきて、これでまた、ほしたらアンケートをやろうということで住民の皆様

方も実際にそれがいいかどうか。そこら辺も私もよく考えてみたいというふうに思いま

す。何事もやはり一度決断してやるとなったら、それに向かってやらなければ実現はで

きない。１年たってほしたらまたこういう意見があるからもう１回元へ戻ろうと、それ

ばかりでも私は、事業はできないと思います。やはりこのアンケートに真剣に考えてい

ただいて、お答えをいただいて、町民の皆様がＧＯということであれば、私はやるのが

首長の務めである、そのように考えております。それから先程もいいました、公共的な

役割というのが、どのくらいの割合であるかということ、これによりまして、また、下

水道の財政、財政といいますか、損益分岐点というのはものすごく変わってくるという

ふうに考えます。この本を、読ましていただいて、私もいままで以上にこれは公共的な

部分がだいたい５割ぐらい占めるような本には書いておりますけれど、それを考えると

今の下水道の整備というのは、町が一般財政からもある程度もちださなければならない

し、国からの補助金もなければこの仕事はやれないと、ほとんどの方が、国からの支援

を求めるということで、先程土居議員さんがいわれた９割の自治体の方が、補助金とか

そういうのが、削減されたり、廃止された場合には、必要な財源が確保できないという

中には、やはりこれだけ国にたよっているということだと思います。公共的なものだか

ら、ぜひ国にお願いしますという要望も私はこの中に含まれているというふうに感じて

おります。そういうことで、またこの損益につきましては、これ計算をいますぐ答弁せ

いといいましてもできませんので、いろんな方面からこれはどのくらいの割合で公的な

部分があるか。それとも利用者の私的な部分があるか。その分析をしてもう一度だした

いと思いますが、これにつきましても、考え方でかなりの開きが出てくるんじゃないか

なという気はいたしております。 
 それからシルバー人材センターでございますが、先程もいいましたように、お年寄り

の方にもまた出来ることもあるんではないかと、一緒にするのはもちろんそうかもしれ

ません。お金が、もし子供にお小遣いでもやろうと思う方はシルバーセンターへという

ことも、もちろんそれはそうかもしれません。しかし、一つの任意の団体のところへだ

けというわけにもまいりませんので、その点もご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 
○議長（田室博志） 以上で土居美智子君の質問を終わります。５番、中村茂君。 
○５番（中村茂） ５番、中村でございます。私は町の活性化について質問をいたしま

す。始めに、人口２，１００人、過疎と高齢化率４４％の小さな町が取り組んだユニー

クな事業により、町が潤い活性化に成功した事例を紹介します。昭和３０年の人口６，

２６５人をピークに毎年減少し、平成１２年には２，１２４人で４５年間に６６％の減

少となり、高齢化率４４％過疎と高齢化が同時進行している四国で一番小さな町が、い

ま大変身し、四国一小さな町アイデア行政とユニーク事業で、全国から注目を集め、２
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３７自治体２，８４７人が視察に訪れテレビ、新聞、雑誌が大きく取り上げて話題とな

っている町があります。その町は、四国山脈の南東山地にあり、総面積は１０９．６８

ｋ㎡、うち８５．６％が山林に囲まれている徳島県勝浦郡上勝町です。この町は、昭和

５６年２月マイナス１３度という局地的な異常寒波に襲われ、ほとんどのみかんが枯れ

死し、特産物の香酸柑橘であるゆこうやすだちも枯れ死寸前となり、農家は大打撃を受

けました。これを契機として、農家はもちろん、農協、町、普及所が一生懸命に取り組

んだ結果、彩農業や菌床しいたけ栽培、第三セクターによる新しい産業等が生まれ着々

と成果を上げております。まず町の活性化への取り組みを行い、町の基本構想、振興計

画を策定し、重点施策として、（１）人づくり（２）若者定住政策（３）住環境の整備

（４）高齢者対策を掲げて、自ら考え、自ら行う地域づくりを目指しております。具体

的な取り組みとして、第三セクターによる町づくりとして、町が主体となり、５つの会

社を設立し、これら第三セクターに新規雇用を１２４人を採用し、I・U ターン者を受け

入れて、地域を活性化させています。第三セクターの人員と平成１５年度の売り上げは

次のとおりです。株式会社上勝バイオ、人員６１人、売上６億２，８００万円。株式会

社かみかついきゅう、人員３７人、売上２億６，１００万円。株式会社ウインズ人員１

２人、売上高１億１，２００万円。株式会社もくさん、人員１２人、売上高６億８，９

００万円。株式会社いろどり、人員２人、売上２，４００万円となっております。この

中で特にユニークな事業が、株式会社いろどりです。ＪＡを通じて出荷された葉っぱは、

市場から全国の料亭に届けられ、料理のつまものとして季節折々の植物の葉っぱや花な

ど、紅葉や桜、南天等約３３０種類以上を扱う上勝町の葉っぱや花は「いろどり」と名

付けられ徹底した市場研究と情報管理でビジネスとして確立させました。葉っぱ集めを

仕事としている人は約２００人、ほとんどの人が７０歳から８０歳の高齢者の女性です。

中には年収１千万円稼ぐ人もいるという。町の防災無線を活用したファックスを全戸に

配備し、素早い出荷と突然の注文に対応できるシステムを構築、またお年寄りにも簡単

に操作できるキーボードなど備えたパソコンも導入した。毎日どの葉をどれだけ収穫し

たらいいか、パソコンで指示を送る。毎晩パソコンに向かって明日は何がいるかを確認

し、自分の集める品物と数量を携帯電話で連絡し同じ品物がダブらないよう、先着順で

決定、翌早朝から野山に入って葉っぱ集めを行い自宅の作業所でパック詰めをして、正

午までに集荷所に持ち込まなくてはならないため、午前中が勝負です。このような仕事

に生きがいを持ったおばあちゃんは、大変元気です。施設に入れたり、デイケアに連れ

て行くばかりが福祉ではありません。人口２，１００人のうち６５歳以上の高齢者が４

４％を占める中で、寝たきりの老人はたった３人です。この町では高齢者に生きがいと

自信を与えて産業を起こす事が福祉に繋がっています。上勝町の実例の様に、アイデア

行政による事業の実行により、まず農家の収入を確保され、また高齢者が仕事に生きが

いを持って喜んで体を動かすことにより、健康増進が図られるために、医療費や介護費

用を大幅に削減することができています。また、他の４つの事業も少ない人数で売上高

が大幅に伸びており町の財政に大きく貢献しています。砥部町も上勝町と同じような取

り組みは不可能ですが、この例を参考に高齢者の方が喜びと生きがいを持って生活でき、



 15

更に農家の収入増に繋がるアイデア行政に取り組み、町民の期待に応えて行くべきであ

ると思いますが、上勝町の取り組みに対してのご感想と砥部町としての取り組みについ

て町長のご所見をお伺いいたします。以上で私の質問を終わります。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 中村議員さんの質問にお答えをいたします。町の活性化についてのご質問でご

ざいますが、まず、ご紹介いただきました徳島県上勝町の取組みに対しての感想を申し

上げたいと思います。私もテレビ等で第三セクター「株式会社いろどり」の活動を拝見

さしていただきました。本当にすごいなあというふうに感じました。また、本町の生活

改善グループが、以前視察にお伺いしたとも聞いております。過疎、高齢化の進んでい

る町が、一人の発案により、野山の花や枝葉を料理に添えて演出する「つまもの」とし

て商品化し、町のブランドとして全国に発信し、成功しています。しかも年間販売額は

２億円を超えているそうであります。また、生産者と営業組織、物流拠点のＪＡ選果場、

青果市場、そういうところがイントラネットを構築し情報を共有しているところがすば

らしいことだと思います。そしてつまものであることによって加重が非常に少なく、高

齢者の方にも労働の負担がかかってない。同時に収入を得られる喜びが生きがいとなり、

寝たきり老人が極めて少ないと、一石二鳥三鳥の取組みであるというふうに思います。

また、上勝町では町が主体となり、「株式会社いろどり」を含めて５つの会社を設立し、

経営をしております。いま、議員さんの方からご紹介があった会社でございます。全国

的にいいますと第三セクターはほとんどが赤字だといわれておりますが、全ての会社が

黒字だということも、本当に珍しいことでありますし、素晴らしいことであると思って

おります。砥部町の農業におきましては、従来から柑橘栽培を主としており、生産組織

や販路基盤等の組織体制は出来上がっております。しかし、消費者の食生活や嗜好の変

化、輸入自由化に伴う価格の低迷や農家数減少、高齢化などにより農業情勢をとりまく

環境は大変厳しくなっております。政策として優良品種への転換や施設園芸作物などを

推進しております。今後は抜本的に付加価値のある作目等に着眼し、収益の拡大を図り

町が活気がみなぎり、後継者が育つ土壌を築いていかなければならないと考えておりま

す。上勝町の「株式会社いろどり」のリーダーも元農協の職員と聞いております。本町

も県や町行政と農協がタイアップし、新たな農業経営を目指しているところであります

が、今後も強力に推進して参りたいと考えております。また、何事をするにしましても、

先程の方も農協のリーダーでありますし、馬路村のリーダーもやはり農協の方でござい

ます。その地域のリーダー的な人を育てるとうことがやはり一番大切なことではないか

と思います。そういうことで、今後はリーダーの育成にも一生懸命取り組んでいきたい

というふうに考えております。以上で、中村議員さんの質問に対する答弁とさしていた

だきます。 

○議長（田室博志） 中村茂君。 
○５番（中村茂） ありがとうございました。やはりこれからは、アイデア行政によっ

て、やっぱり人工的な発信してですね、他の地域から大勢見学にくるような事業にして

いくことは大事だと思います。そういう２千人の人がしてくれとるということは、砥部
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焼をどんどん買っていってくれるとこのようにも確認しますので、アイデアを活かして

これからの行政を十分やっていっていただきたいとこのように思います。以上で、私の

質問を終わります。 
○議長（田室博志） 中村茂の質問を終わります。７番、井上洋一君。 
○７番（井上洋一） ７番、井上であります。まず冒頭、ＪＲ西日本尼崎事故により亡

くなられた方々に対しまして、ご冥福をお祈りするとともに、怪我をされた方並びにご

親族の皆様方に対して、一日も早い回復を願うものであります。ただいまより２点ほど

質問をいたしたいと思います。まず、第１点目「道の駅」設置による攻めのまちづくり

についてであります。「道の駅」とは、長距離ドライブや女性や高齢者のドライバーが

増加する中で、交通の円滑な流れを支えるため、一般道路にも安心して利用できる休憩

のための施設であります。また、これらの休憩施設では、地域の文化、名所、特産品な

どを活用して、多様なサービスを提供することが望まれています。さらに、これらの施

設ができることで、地域の核が形成され、道を介した地域連携が促進されるなどの効果

も期待されます。道の駅は道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々

のための「情報交流機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と町とが手を結び合う、「地

域の連携機能」の３つの機能を併せ持つ休憩施設です。基本的な提供サービスとしては、

一つ、２４時間無料で利用できる十分な容量の駐車場。二つ目、２４時間利用可能な清

潔で障害者用も設置したトイレ。三つ目、観光案内、サービス施設。その他、主要な歩

行経路のバリアフリー化、景観に配慮されたもの等が登録要件とされています。 
これまでの登録状況は平成５年第１回登録で全国１０３ヵ所でスタートして、平成１６

年８月の第２０回登録により全国７８５ヵ所になりました。四国内では６９ヵ所、愛媛

県内では２１ヵ所であります。四国の「道の駅」における利用者数１位は「内子フレッ

シュパークからり」で９５万人（平成１５年度）、地元の農産物の直売で消費者のニー

ズに合わせて創意工夫し、全国的にも注目を集めていることは、皆様ご案内のとおりで

あります。旧伊予郡双海町の道の駅「ふたみ」は、夕日をテーマとした日本初のミュー

ジアムのある夕日の美しい町として知られています。県内では利用者数５２万人（１５

年度）で３位であり、四国内でも５位であります。このように愛媛県内においても成功

例は、いくらでもあります。新生砥部町のスタートとして、道の駅「とべ」（仮称です

が）を国道３３号線沿線に設置をしていただきたい。ネーミングについても広く町民か

ら募集をしてはいかがでしょうか。にぎわいのあるまちづくりに向けて、砥部町民の英

知を結集すれば必ずや成功するものと確信をしております。三位一体改革が進む中、ハ

コモノについては、借金財政の たるものとして、近年不評であります。しかし、失敗

を恐れず「攻め」の政策により、地元農家及び砥部焼業界の活性化と同時に町財政も豊

かになり、雇用増にもつながっていくと思います。町長の英断を期待してご所見をお伺

いします。 
次に、行政評価システムの導入についてであります。行政評価システムとは、実行さ

れた行政の政策あるいは実行しようとする政策についてその効果や成果について判定

をし、後の政策に反映しようとするものである。すなわちルーティング・ワークにして
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いくことであります。現行の行政機構は実態として政策の立案と実施機能が一体化して

おり、それを客観的に評価する制度的枠組みは存在しなかった。とりわけ日本の行政に

おいては、プラン偏重傾向が強く、予算獲得に大きな精力が注がれ、計画が決定される

と、その修正、変更には、莫大な事務作業量が必要となる。そのため決定された政策の

修正に消極的にならざるをえないのであります。そのような観点から、行政評価システ

ムを導入し、政策・施策・基本事業・事務事業という体系の中で、職員自身がそれぞれ

の役割で評価、検証し、その結果を住民に公表するということであります。この体系の

中で、全職員に自分の担当する事務事業について、「果たすべき目的は何か」「必要なコ

ストは」「前年度までの成果は」「今年度の目指す成果は」「改善のポイントは」と自ら

問い、評価と目標を併記するよう求める。これが行政評価システムであります。いまま

で述べましたように「地方分権一括法」が施行され、地方自治体は、「自己決定・自己

責任」の体制確立を目指すべきだと思います。砥部の改革に向け、町長のご所見をお伺

いします。以上です。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 井上議員さんのご質問にお答えをいたします。「道の駅」は、地域の核として

の、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々のための「情報発信機

能」そして道の駅をきっかけに町と町が手を結び活力ある地域づくりを共に行うための

「地域の連携機能」の３つの機能を併せ持つ、ドライバーのオアシスであり、地域の情

報発信基地であります。そして、「道の駅」には、２４時間使用できる駐車場やトイレ、

電話を中心に喫茶やレストラン、公園、案内所、休憩所、特産品を扱う売店などがあり

ます。中には、郷土資料館や宿泊施設が併設されていたり、イベント会場となるところ

もあります。いずれも、地域の特色を生かした個性豊かな施設であり、ドライブの新し

い楽しみとして、また、交流の場として活用しています。本町には、広田地区に「道の

駅ひろた」が平成９年度に県内で４番目に整備されております。駐車場やトイレのほか、

物産の販売や古民具の展示をしている「峡の館」を始め、名物の「たらいうどん」が食

べられる「こぶしの家」や宿泊施設として「交流ふるさと研修の宿」、砥部焼や木工が

楽しめる「農村工芸館」そして観光農園などを併設しております。そこで、まず、これ

らの施設の運営方法の見直しや更なる活用とＰＲ等により、健全運営を目指して、活性

化できるように取組んで参りたいと考えております。また、国土交通省が進めています

国道３３号の宮内から千足区間の砥部道路の整備に合わせて、千足道路沿線に約２００

㎡の休憩施設である歩行者専用のポケットパークを設置していただけることとなって

おります。計画では、町の地場産業である砥部焼のモニュメントや陶壁などを配置し、

イメージアップに役立てると共に住民の皆様や観光客の憩いの場や安らぎの場として

ご利用いただくものと考えております。完成は、道路の供用開始と同じく、平成１８年

度末の予定となっております。今後、本町といたしましても、多額の財源を必要とする

事業を控えており、また、健全財政を維持する上から、長期計画に基づき、事業を進め

て参りたいと考えておりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。 

次に、行政評価システムの導入についてのご質問ですが、長引く経済不況による税収の
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落ち込みや国の三位一体の改革に伴う地方交付税の減税などにより、合併による効率化

はあるものの、極めて厳しい財政状況にあります。そのような中、限られた財源をより

有効に活用するには、今後事業の優先度、効果等を基準に、財源の再配分化が必要とな

っております。町民の皆様の視点からの評価も取り入れた成果主義に基づく行政評価シ

ステムの導入を考えなければならないと思います。 

ご質問の行政評価につきましては、政策評価、施策評価、事務事業評価などに分類さ

れますが、本町においては、今年度中に策定予定の行財政改革大綱において、まず事務

事業評価の導入を考えております。この事務事業評価を行うことで、「計画、実施、評

価、改善」というマネジメントサイクルの確立を目指すとともに、時代の変化や町民ニ

ーズに対応した合理的な事務事業の見直しを行い、さらに、事業遂行に関わる情報を広

く提供し、そして仕組みづくりを考えていくものでございます。具体的に申しますと、

町が行う予算を伴う事業及び予算を伴わない行政サービスの事務について、一定の様式

（評価シート）に基づき内容分析及び成果の評価を行い、その評価結果を翌年度の予算

及び人員配置に反映させるとともに業務内容の質的向上を図るというものでございま

す。評価方法としましては、評価の客観性を確保するため、事務執行課による一次評価

だけでなく、評価を専門的に行う部署による二次評価を行うこととします。また、評価

調書については公表するものといたします。この行政評価につきましては、導入する自

治体が増えてきておりますが、各自治体の行政運営、財政状況、導入目的等により内容

はさまざまであります。従って確立されたものはございません。システムを確立するた

めには、今後紆余曲折が予想されますが、町民の皆様、議員の皆様あるいは関係者の皆

様の御協力を得ながら、試行錯誤をしながら円滑な導入を図っていきたいと考えており

ます。以上、井上議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 井上洋一君。 
○７番（井上洋一） まず、１点目の道の駅の件でございますが、皆様方もお読みにな

ったかと思いますが、タウン情報まつやまの５月号にも一部掲載をされておりますし、

私もよくこういう雑誌を読んでおるんですが、国土交通省、松山河川国道事務所の方に

お話を伺いに私もいってきました。いろいろこの道の駅の件については、クリアしなけ

ればならない問題もあろうかと思います。ただ、成功例も数多くありますので、今後考

えていただきたい、このように考えております。また、 近のマスコミ報道等によりま

すと愛媛新聞５月９日まちづくり拠点、伊予市の件ですが、こういうのが掲載されてお

りますし、朝日新聞では５月１８日これも伊予のＪＡ愛媛、２１日から営業開始と。読

売新聞５月の２６日、新宮町の霧の森ですが、大福人気沸騰とか、このようにやはり各

地区でいろんなイベントとか催しとか特色をだして挑戦されておるようでございます。 

砥部町の場合も、農産物、砥部焼、いろいろありますので、その辺を工夫しながら砥部

町のためになるようにやっていただきたいとこのように考えております。 
 それと行政評価システムの件でございますが、平成１２年の１２月に政策評価制度を

質問いたしました。平成１５年６月、２年前ですが、事務事業評価システム導入につい

て質問させていただきました。今回、行政評価システムの導入について質問いたしまし
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たが、町長の前向きの答弁ではございますので、なんとか実現をしていただきたい。こ

のように思っております。やはりエクセレント、ガバメント、卓越した自治体の実現を

目指していただいて、このように思っております。また町長は、就任以来、ダイアルア

ップ対話が多く投書されたようでございますし、今後も続けていってもらいたいと思っ

ております。直接、間接のことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 また、大森千葉大学教授の当時三重の改革のときに、討論の中でブレイクスルーこう

いうことをおっしゃられました。なんだといえば、これ読んだら長くなりますので省略

いたしますが、従来の枠組みを突破して、新たな枠組みを作るという、新たな枠組みを

作る力といった表現でございまして、そういうブレイクスルーこういうことをやはり期

待しておきたいと思います。言いたい事はたくさんありますけれども、資料だけはたく

さんいただいてまいっておりますので、私なりに勉強させていただきました。先日も、

高知の方へドライブいたしまして、道路全部、道の駅を寄ってまいりました。本当に高

速道路で南国へいったわけですが、そこから道の駅でずっと回りながら室戸まで走って

みました。砥部から片道２５０です。往復５００キロです約、それで走りましたが、約

５００です。まー、いろんな道の駅がございました。活性化しているとこ、ちょっとこ

うダメかなと感じるとこいろいろございましたが、やはりいい点は見習っていきたいと

私は思っております。また、もう昨年になりますけど、先程申し上げましたように、内

子のフレッシュパークからりですが、月にあれ５、６回はいったと思います。市場調査

もしてみました。本当にたくさんの方がこられております。そんなことで、やはりいい

ことは見習っていただきたいとこのように思っております。以上です。もう答弁はいり

ません。 
○議長（田室博志） 井上洋一君の質問を終わります。ここでしばらく休憩します。再

開は午前１０時５０分の予定です。 
 

午前１０時３５分 休憩 
午前１０時４９分 再開 

 
○議長（田室博志） 再会をします。８番、樋口泰幸君。 
○８番（樋口泰幸） ８番、樋口でございます。農地荒廃園について町長にご質問いた

します。砥部町におきましては、「町民の森」が４月末にスタートし、森林保全、自然

保護の基に、また、住民のリフレッシュの場として今後の取り組みに期待をいたします。 
国におきましては、中山間地域直接支払い制度や賃借制度、耕作契約等によって農地保

全に努めてはいますが、各地に廃園が見受けられます。砥部町においてもみかん産業の

不況や老齢化が進む中、農地の荒廃園が増加しています。以下の項目について町長のご

所見をお願いいたします。一つ、現在地目は農地でありながら耕作を放棄し再開する見

込がない園地が砥部町内にどれくらいあるでしょうか。二つ目、耕作放棄地を山林、原

野等に地目変換は進んでいますか。三番目、農地のままでは、植林はできませんが、山

林に地目変更し、森林として復活させることはいかがでしょうか。四つ目、隣接する果
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樹園がある場合は、難しい面もあろうと思いますが、今一度実態を調査し、農家の賛同

者があるならば、環境保全、水源確保、ＣＯ２の減少等、自然保護のもと、山林として

植樹を進める農振地域の解除を含め、助成等も考える必要があると思いますがいかがで

しょうか。町長のご所見をお願いいたします。以上で質問を終わります。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 樋口議員さんのご質問にお答えをいたします。農地の荒廃についてのご質問で

ございましたが、本町の農地、特に樹園地は、ほとんどが山間部の急傾斜地であること

から、農家の高齢化、担い手の減少に伴い、作業が困難な農地から作業離れが生じてい

ます。耕作放棄をしていなくても作物の生産を行っていない農地も増えてきています。 

平成１２年での耕作放棄地は１７５ヘクタールありました。現在どのくらい放棄地があ

るかは把握できておりませんが、目に見えて増えているのが現状でございます。現在、

中山間直接支払交付金制度で、集落単位で耕作放棄地の保全に努めております。農用地

利用集積では条件の良い耕作放棄地を、担い手農家へ集積を働きかけておりますが、担

い手の高齢化等により引き受け手が少ないのが現状でございます。今後、条件の悪い耕

作放棄地については、農地法、農振農用地の関係もありますが、これらをクリアするこ

とができれば山林に返すのが良いかと思います。景観等も考えて植える場合には、樹種

の検討、又、植林の補助について水源の涵養、災害防止など公益機能を発揮するために

苗木代程度の補助を考えていきたいというふうに考えております。以上で、樋口議員さ

んの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 樋口泰幸君。 
○８番（樋口泰幸） いまの町長のお答えの中で、今現在、農家自体が放棄地を山林な

どに自主的に地目変更という形で申請はでておりますかどうでしょうか。その１点お願

いしたいのと、まず、それを１点お願いします。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ただいまの樋口議員さんの質問については、担当の課長より答弁をさしていた

だきます。 
○議長（田室博志） 大内農林課長。 
○農林課長 樋口議員さんのご質問にお答えいたします。いま、放棄地が増えているわ

けですが、周りの山林をはたいて畑にした農地についてはですね。いま高齢化等により

手が回らんということで、山林に返しているところはあります。 
○議長（田室博志） 樋口泰幸君。 
○８番（樋口泰幸） いま、現況の中で、農振地域という枠がある関係上でなかなかこ

の問題に取り組みにくいと思いますけれども、今後、自然保護用地有効利用という面か

ら今後、農振地の解除、また、そういう支援についても町側で対応を検討していただき

たいと思います。以上で終わります。 
○議長（田室博志） 以上で、樋口泰幸君の質問を終わります。９番、栗林政伸君。 
○９番（栗林政伸） ９番、栗林政伸です。私は、次の３点について質問をしたいと思

います。よろしくお願いいたします。まず 初に、農作物の直販所についてでございま
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す。 近まで砥部町の農家は果樹園芸一筋できたといっても過言でありません。しかし、

近年の価格の暴落により野菜園芸に取り組んでいる方がたくさんおられます。その人達

は町内に直販所がないため砥部町周辺また市内の直販所へ出荷しております。町内の農

家の方から町内にぜひ直販所を作って欲しい。また、この町内の利益者の方からも強い

要望が出されております。３月２５日の合併シンポジウムの時にこの件が要望され町長

は前向きに取り組みたいといわれておりました。その後どうなっておられるかお伺いを

いたします。 
２点目ですが、遊休地の利用について、農家の高齢化と後継者不足そして価格の暴落

により町内には多くの田畑が荒れております。この土地を町が窓口になり希望者に賃貸

し、家庭菜園作りや果樹栽培に取り組んでいただいて、荒廃の土地利用そして中高年に

農業の一翼を担っていただいたらどうでしょう。町内の方からも貸してくれる土地はな

いだろうかとよく言われておりますので、町長のご所見をお伺いいたします。 
３点目ですが、町民イベント広場のトイレについてお伺いします。大南の町民イベン

ト広場の奥にトイレがあります。この場所はお年寄りの方が、毎日クロッケーを楽しん

でおり、また、年に何回か団体の人も利用し、また、老人会の運動会もなされておりま

す。このイベント広場の奥のトイレは、私も先日、ちょっとみさしていただきました。

女子トイレは、６ヵ所ございます。しかし洋式は１ヵ所からございません。非常にあの

お年寄りの方は、全員というていいほど膝が悪く、和式では座れないといわれておりま

すので、このトイレを便座のトイレに改造してはどうでしょうか。町長のご所見をお伺

いいたします。以上３点について、質問を終わります。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 栗林議員さんのご質問にお答えをさしていただきます。まず１点目でございま

す農産物の直売所についてのご質問ですが、現在、町内にある農作物の直売所につきま

しては、高尾田Ａコープ城南にある「お楽しみ市」と道の駅ひろたの「峡の館」があり

ます。農家の皆さんがそれぞれに値段を付けて販売をしております。今後考えられる場

所としては、大南商店街周辺の日曜市付近、国道３３号沿いの丸二園芸倉庫、断層公園

近辺などが考えられると思います。直売所を作る場合に、まず一番大切なことは年間を

通じて多品種の品揃えができることという条件があると思います。先般非公式ではあり

ますが農家の方に、毎月別の品目と生産力を書いていただくようにお願いしましたが、

農家の方のおっしゃるには、いざとなると案外書くものが少ないなあということでござ

いました。また、少品種、少量であれば既存の施設、たとえばＡコープのコーナーや日

曜市を利用するのも一つの手段ですし、無人の販売所や中規模のステーションでも良い

のではないかという気もいたしております。それと昨年アンケートをさしていただきま

したが、出荷の希望者がなかったということでございます。そういうことですので、こ

の直売所については、今後主体となる農家の皆さんやＪＡとよく話し合って取り組んで

まいりたいと思います。やはりこの直販所というのは必ず成功もしなければなりません

し、砥部町の顔にもなるところでございますので、成功がかなりの率で見込まれるよう

なものをやりたいというふうに思います。議員の皆さんに置かれましてもアイデアやご



 22

提案をお願いしたいと思います。 

 次に、遊休地利用についてのご質問ですが、遊休農地は、町内では増加の傾向にあり

ます。この対策として中山間等直接支払制度があります。平成１２年度から平成１６年

度までの第１期を終えて、平成１７年度から新たに５年間の対策が始まります。この制

度を利用していただき、国において推進されている集落営農をこの機会に改めて考え、

農地は集落において守っていくという考え方をしていただければならないと思います。

また、急傾斜等で耕作の維持できない農地については水源涵養を考えて、広葉樹等を植

林し農地を山に戻すのも方法と考えております。次に農家資格のない方に農地の貸借は

できませんが、町や個人等において市民農園を作ることはできます。町が窓口になり、

希望者に菜園作りや果樹栽培に取り組んでいただいてはどうかということでございま

すが、これも昨年１０月の広報とべで、農地を借りて野菜や果物を作ってみませんかと

いうアンケートによりますと希望者がありませんでした。今後関係機関とも農地の流動

化を図りながら、住民のニーズの高まりや提供農地の需要と供給が多くあれば考えてい

きたいというふうに思います。 

３点目のイベント広場のトイレについてのご質問ですが、大南町民イベント広場は、

昭和６２年度に整備し、トイレも同時に設置いたしました。トイレの設備につきまして

は、女性用トイレが６基の内１基が洋式で議員さんがご指摘いただいたとおりでござい

ます。男性トイレは２基の内１基が洋式ということでございます。いま、地域でクロッ

ケーの場として、多くの高齢者の方にご利用をされております。ということで、現在１

基だけですので、これが不足かどうか皆さん方にもいろんなご意見を聴いてこれについ

ては対処をしたいというふうに考えております。以上で栗林議員さんの質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 栗林政伸君。 
○９番（栗林政伸） まずあの農作物の直販所ですが、県内には直販所が農協が経営し

ておるのが２０ヵ所。また、Ａコープやスーパー、また第三セクターで行っております

売り場を、県内の平均販売額は２億６千万、全国平均の３．５倍上げているそうです。

また、農水省や調査によると全国２，４００ヵ所の平均販売額は７，４６０万と発表さ

れております。 近の消費者は、食の安全を求め、生産者の顔が見える農産物として根

強い人気となっております。また、直販所には野菜だけでなく女性グループが作ってい

るものや、また、日常的に使う砥部焼のコーナー等も設け地区農産業の活性化を語って

いただきたいと思います。また開設に当たっては場所等も十分検討する余地はあると思

いますが、先程町長が申しました大南の日曜市の場所とか、丸二園芸とか断層、その周

辺の３ヵ所を予想があるということをいいましたけれども、私はやっぱり人口密度の高

い麻生地区周辺にそういうものをもっていってですね。ほして先程からいわれておりま

すように、財政難のために建物等には金をかけないでですね、町民の皆さん、また消費

者の皆さんが期待しておりますので、地域活性化のために、私はぜひそういうところで、

やってもらいたいと思います。この件については、町長の再答弁をお願いいたします。 
 次に遊休地の利用ですが、非常に法的にも難しいといわれておりましたが、いま、こ
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の就農支援に乗り出しておる自治体もでてきております。退職後の生きがいに農業を始

めるという人も多く、また、家庭菜園づくりをしたいという方もたくさん私も耳にして

おります。借りれる農地を探しております。非常に、先程町長が言よりました、法的に

難しいというのであれば、市民農園のような形ででも探して、また町民の皆様に利用し

ていただいて、菜園づくりができるように、一つ町も協力をお願いしたいと思います。

これについては再答弁はいりません。 
 三つ目のトイレですが、私も先程言いましたように見てまいりました、特に女性の方

から私も言われておりますので、非常に１基では足りないといわれておりますので、せ

めて３基ぐらい、あまり金もかからないと思いますので、一つお願いしておきます。

初の分についてだけ、お願いいたします。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ただいまの栗林議員さんの農産物の直販所の件でございます。先程も言いまし

たように、この農産物の直販所というのは、やはり１年間を通じて販売がなされる状況

でなければならないということで、毎月どのような品物がだせるか。どのぐらいの量が

取れるかということを当然調べて対応していかなければ、品切れがして今日は休みだと

いうようなことではいけませんので、そういうことも十分に考えていきたいと思います。 

いま、調べた範囲では、砥部はかんきつ類はあるけど、野菜が少ないということで、年

間通しては難しいというのがいま情報得たところでございます。しかし、言いますよう

にこれから砥部へ来ていただく方にも、どんどん砥部を愛していただきたいし、どんど

ん来ていろんなものを買っていただきたいということもございます。いま産直の品物は、

安心・安全であるというイメージが定着しております。そういうことで、このことにつ

いては前向きに考えていきたいと思いますが、いろんな諸条件がありますので、いまし

ばらく研究の時間をいただきたいというように思います。 
○議長（田室博志） 栗林政伸君。 
○９番（栗林政伸） あの私もですね、重信の直販所、そしてまた 近できた伊予市の

直販所も見学させてもらいました。土曜日、日曜日等は活性化しております。そしてま

た伊予市等のは、品物が足らんからもってきてくれというようなメールも生産者に入っ

てきたりしております。非常にそういう点からみましても、私はぜひ地域の活性化にな

りますし、また品物が足らんというても砥部からだけでなくて、砥部の人がやはり伊予

市とか、重信とか、松山市に持っていきよるように周辺からも、この砥部にできたら、

そこに品物も持ってきてくれれると思います。ぜひ私は人口密度の高い麻生地区にこれ

を設置することをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 
○議長（田室博志） 栗林政伸君の質問を終わります。１０番、土居英昭君。 
○１０番（土居英昭） １０番、土居英昭です。緊急避難場所についてお尋ねをいたし

ます。平成１３年３月２４日芸予地震において砥部町は震度５強の地震にみまわれたこ

とはまだ記憶に新しいことと思います。昨年９月には新潟県中越地方において、本年３

月には福岡県玄海島を中心とした福岡西方沖地震が発生し多くの方々が被害に見舞わ

れました。又海外においても大きな地震に伴う大津波が発生し３０万人を超える人々が
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亡くなられるという想像を絶するような被害が発生致しました。改めて災害に対する備

えがいかに大切なかを認識した次第であります。新聞等マスコミによりますと、ここ３

０年以内に東南海、南海地震が５０～６０％の確立で起こるであろうと言われており、

そのマグニチュードは８～８．５愛媛県全域が震度５弱以上の地域に入っております。

また、川上小松断層や伊予断層に伴う直下型地震が発生した場合、砥部町は震度 6 強と

予想されております。本町においても甚大な被害が出るのではないかと心配を致してお

ります。いざというときのためにハザードマップの作成が急がれておりますが、今年度

中に総合防災マップという名前で町内全戸に配布する予定と伺っております。誰にでも

すぐ理解のできる簡単明瞭なものにしていただきたいと思います。仮にこの地域が地震

で大きな被害を受け避難が必要なった場合、砥部町では一時避難場所として広田地区に

９箇所、砥部地区に２４箇所指定をされております。又、収容施設として広田地区に１

３箇所・砥部地区に２４箇所あります。その避難収容施設についてお尋ねをいたします。

昭和５６年５月に建築基準法が改正され基準が強化されました。老人福祉センター、砥

部中学校・老人憩いの家などはこの改正以前に建築されております。昭和５６年以前に

建築した施設の安全についてどのようにお考えでしょうか。避難先で余震によって再び

被害を受けるといったことのないようにしなければなりません。高市・玉谷小学校は建

築し、まだ数年であること、砥部･宮内･麻生の各小学校の校舎は以前大規模改修工事を

行い安全な施設になっていることは周知のことと思います。私はこれ以外の安全が確認

されていない施設について早急に耐震診断を受け安全基準に達しない場合は、補強や改

造改築を行うべきだと思います。被災をされた住民の方が安心して避難できる施設にし、

いざというときのために備えるべきだと考えます。町長のご所見をお伺いいたします。 
続いて、介護教室についてお伺いをいたします。  
近年、介護の必要な老人の方が増加を致しております。また砥部町にとっても介護の

問題は大変大きな課題であると認識をしております。介護のお世話は大変重労働であり、

そのお世話をされていて腰を悪くされたり、腕のしびれがとれなくなって病院に通わな

ければならなくなったという話を町内でも耳にするようになりました。お世話をする時

にちょっとした技術を持ってすれば腰痛等の予防ができるといったお話も伺いました。

そういう予防の技術を勉強する介護教室は以前からオレンジ荘や広寿会へ委託という

形で設置されていたそうですが、町民への周知はなされていなかったのが実情ではない

でしょうか。設備や体制がしっかりした施設での教室が 良と思いますが、受講しよう

としている人たちは身構えてしまい気軽に参加できなったのではないでしょうか。私は、

介護のお世話をされている方、将来介護が必要になってくるお年寄りがいる家庭の方、

介護に興味のある方また介護のボランティアがやってみたい方などを対象に、公民館が

実施しているような各教室のように気軽に参加でき、参加者の技術の向上や心構えを学

んだり、参加者同士の親睦や情報交換ができるような教室になればいいと考えます。教

室開催は中央公民館や文化会館のように普段からよく利用をしている、集まり易いとこ

ろが良いのではないでしょうか。また実習の内容によってはオレンジ荘などの設備の充

実した施設をお借りして実施すれば良いと考えます。このような形での介護教室にすべ
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きだと考えますが、町長のご所見をお伺いいたします。以上で私の質問を終わります。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 土居英昭議員さんのご質問にお答えをいたします。緊急避難場所についてのご

質問ですが、東南海・南海地震は、東海から四国沖を震源に１００年から１５０年周期

で大きな被害をもたらすマグニチュード８クラスの巨大地震で、今世紀前半に高い確率

で発生するであろうと言われております。砥部町は近隣市町と同じく、国の中央防災会

議から基本計画が示され、この東南海・南海地震に備える必要がある防災対策推進地域

に指定されております。これら地震への対策につきましては、今年度地域防災計画を見

直す中で、「地震災害対策編」として風水害とは区別して策定する予定にしており、現

在その作業にとりかかっております。ご質問のありました災害の発生が予想される時や

発生した時に避難する収容施設につきましては、広田地区で１３、砥部地区で２４の施

設を指定しています。この収容施設の中には、昭和５６年５月３１日の建築基準法改正

前に着工した施設が広田地区で８施設、砥部地区で１２の施設が含まれています。こう

した施設が地震により被害を受けた場合は、多くの犠牲者を生じさせるばかりでなく、

災害応急対策などの実施に支障をきたし、その結果として防ぐことができたであろう災

害の発生や拡大を招くおそれがあることは、ご指摘のとおりであると認識しております。 

 そこで、この建築基準法改正前に着工し建築した２０の施設につきましては、地域防

災計画策定作業の中で避難所の見直しを予定しております。明らかに老朽化が進んでい

る施設については避難場所から除かなければなりませんし、そのほかの施設については、

まず、近くで他の施設を避難場所として利用できないかなど検討したいと思います。ま

た、その地域において避難場所として指定しなければならない施設については、耐震診

断を実施し必要な対策を講じてまいりたいと考えております。今年度につきましては、

教育委員会が砥部中学校、砥部・宮内・麻生の小学校の体育館の耐震診断を予定してお

ります。今後とも非常に財政的に厳しい状況が続くと思われますが、状況を見ながら順

次対策を検討したいと考えておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたしま

す。 

 次に、介護教室についての質問でございますが、高齢の方は、年齢とともに身体機能

の低下は否めず、介護が必要になる場合がありますが、その場合、多くの方は在宅での

生活を望まれております。住宅福祉の基本理念にも、高齢者が自らの意思に基づいて、

在宅で尊厳をもって生活を送ることが示されており、介護が必要になった場合、訪問介

護の利用と併せて、家族による介護が重要になっております。このことから、本町では、

施設での通所介護や訪問介護を利用している家族などを対象に、家族介護教室を開催し

てきましたが、議員さんご指摘のように、将来の介護を心配している方や、介護ボラン

ティアを希望している方などへの対策も重要でありますので、教室の受講対象者や実施

場所について、事業を委託している社会福祉法人と協議し、検討したいと考えておりま

す。以上で、土居英昭議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 土居英昭君。 
○１０番（土居英昭） 今回、この質問をするために、ホームページを開きました。そ
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の中で、防災システム研究所のホームページからの資料なんですけれども、日本の国土

は世界の０．３％ですが、地震の２０％は日本で起こっておると。そして、過去１００

年で１００人以上の死者をだした地震は１９回あり、５年に１回の間隔で発生している

ということです。そして、阪神淡路大震災が起こりましたが、その中で、亡くなられた

方の中で、家屋倒壊、家具や家電品による圧死、窒息死によるものが、８３．９％。火

災等による死者は１５．４％。また、犠牲者の過半数が６０歳以上であったと聞き及ん

でおります。自治体は、小さな地震の対応ではなく、震度７を想定したまちづくりが大

切であるというふうに書かれておりました。先日、砥部楽学大学で講演されました、小

松教授の話では、砥部地区の地震の被害は松山よりも小さいだろうというふうに楽観視

するかのように聞き取れましたが、私は、自治体は 悪の場合のことを想定して備えな

ければならないと思います。昭和５６年５月３１日に建築基準法が改正されました。数

字ははっきりしませんけれども、砥部町において、一般住宅は、昭和５６年当時、約４，

０００件ぐらいの住宅があったと思われます。今日までに改造、改築された家屋もあり

ますが、まだそのまま住んでいる住宅も数多くあると思います。自治体によっては、昭

和５６年以前に建築した木造住宅に対して無償で専門家による耐震診断を実施してい

るところや、半額補助をしているところもあります。砥部町においても安全、安心のま

ちづくりとして町がリーダーシップをとって、５６年以前以後を含め住宅の耐震診断に

取り組んでいくべきではないかと思いますが、町長のお考えをお聞かせください。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ただいま土居英昭議員からご質問いただきました耐震診断への補助金の導入

についてでございますが、地域によって取り組みはいろいろございまして、ボランティ

アによって建築士さんがその診断にあたるとか、それからまた講習を受けてその診断に

あたっていただくとかいろんな方法がございますし、近隣の市町村につきましても、こ

の方法でもうすでに診断がかなり進んでいるところもございます。そしてまた、この補

助金につきましても、もう導入している地域もこの近辺にももうすでにございます。そ

ういうことで、この災害については、我々も本当に気をつけてといいますか、本当に正

面から取り組んでおかなければ大変になるというふうに思っております。そういうこと

でございますので、これからこの補助金制度については、財政の非常に厳しい中ではご

ざいますが、また皆様方ともご相談しながら、診断に対して補助金を一部負担さしてい

ただくということも考えてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（田室博志） 土居英昭君。 
○１０番（土居英昭） 先程の耐震診断につきましては、２回目の質問の時に申し上げ

ましたように、町でリーダーシップをとっていただきまして、いろんなことを考えてい

ただきたいというふうに思います。そして、余談になりますけれども、今回、この質問

をするに当たりまして、各いろんな市町村のホームページ等をみさせていただきました。 
先日の全員協議会のときにお話をちょっといたしましたけれども、このホームページに

つきましては、今度新しく再構築されるということでございますので、期待をいたして
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おります。また、いまの状態ではちょっと地元の皆様も、町民の皆様も見にくいんじゃ

ないかというふうに思いますので、一つ素晴らしいホームページを作っていただき、砥

部町の顔でございますので、一つそこら辺のことをお願いをいたしまして、質問を終わ

ります。 
○議長（田室博志） 土居英昭君の質問を終わります。１３番、中島博志君。 
○１３番（中島博志） １３番、中島です。いま、地方分権一括法、また、三位一体改

革など、砥部町においても行財政を取り巻く環境は、極めて厳しく、国、県、地方を問

わない行財政改革が進められています。地域のことは地域が決める。それぞれの自治体、

自立的判断と責任により、地域の実情や地域住民の声を反映したまちづくりがいま求め

られています。そういう中で、理事者並びに職員におかれましては、町政運営にあたり

善のご努力をいただいておりますことに、心より敬意と感謝を申し上げます。早速で

すが、質問に入りたいと思います。まず、森林団地化施行推進についてですが、現在、

林業の不振が続く中、砥部町においては、林家の高齢化や木材低迷の為、間伐は進まず

放置林も増加しているのが現状です。そういう中で広田地区においては、集団間伐する

ことで、水源涵養や災害防止など公益的機能を発揮すると共に、森林を適性に育てつつ、

林家収益を上げ地域起こしに大きく関与するとして、国・県の補助を受け団地化を進め

ています。旧砥部地区においても、町内外者の所有林を含め、森林調査をし、その結果

を基に山林を集団化した団地を形成し、町が作業プランを提案し、森林組合、グリーン

キーパー等との連携の中、作業道開設や計画的間伐を推進し、林業復活・森林再生に向

け積極的に実施してはと考えます。町長のお考えをお聞かせ下さい。 
 次に国道３７９号線工事概要に対する住民説明と、通行危険地対策についてをお尋ね

いたします。国道３７９号線千里・万年間の工事概要と進捗状況の地域住民への説明と

これからの国・県への早期完成への働き掛け・見通しはどの様に対処し見込まれている

のか。また、現国道３７９号線における車での離合危険地の安全走行のための拡幅、改

修等国・県との連携の中、対策計画はないのかお尋ねします。 
 次に、砥部町高齢者生活福祉センター条例及び生活支援ハウス運営についてをお尋ね

します。現在、砥部町高齢者生活福祉センター条例、居住部門、第４条（入居等の制限）

において、「町長は次のいずれかに該当する場合は、利用を取り消し、若しくはその条

件を変更し、又は福祉センターからの退去を命ずることができる。」としています。ま

た、同第４条３項中「居住施設利用対象者で自ら又は家族等の介護で生活することが困

難な者。」と記されていますが、平成１３年度厚生労働省の一部改正により生活支援ハ

ウス運営実施要綱において、利用者対象として「居住部門の利用者は原則として６０歳

以上の者であってひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を

受けることが困難な者としてあります。高齢のため独立して生活することに不安のある

もの」としています。高齢者福祉支援センター運営事業はそもそも過疎地域等の高齢者

に対し、介護支援機能・居住機能及び地域住民との交流機能を総合的に提供することに

より、当該地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を支援し、過疎地域等の高齢者の

福祉の増進を図ることを目的に始まった事業と認識しています。特に広田地区高齢者の
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多くは、長年住み慣れた地域で暮らすことを望んでいます。高齢者が安心して住み慣れ

た地域で生活ができるよう「砥部町高齢者福祉センター条例」と厚生労働省要綱との関

連をお伺いすると共に、施設の利用については利用者の生活環境の実情、また、家族の

状況に即した対応をお願いするものです。以上、町長のお考えをお伺いいたします。 
○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ただいまの中島議員さんのご質問にお答えをいたします。森林団地化施業推進

についてのご質問でございました。現在、森林は、水源のかん養、自然環境の浄化、災

害の防止など多様な機能を有しており、住民の生活に深く関わっております。しかし、

今その森林管理ができないため、放置森林が増え、森林のもつこのような多様な機能が

そこなわれようとしております。このことは、安心、安全な住民の暮らしを揺るがす大

きな問題であります。このことから、健全な森林づくりのため、森林整備を進めていく

ということは、行政の責務であると理解をしております。今後、より効果のある方法で

実施を、いろんな方法を実施していくことが大切であるというふうに思っております。 

その点では、今回ご提案いただいた広田地区で実施している施業団地を設定して間伐作

業を進めることは、効率的で効果のある方法だと考えております。そこで、今年度、砥

部地区でも、森林組合を中心に３０ヘクタール程度モデルとなる施業団地を計画してお

り、現在、林家のご理解が得られるよう調整作業を進めております。この団地施業は、

団地内を一まとまりの山林として計画的に施業するため、個別の山林ごとで施業するよ

り効率的で、作業コストを大きく軽減することができます。また、団地施業には、国・

県の各補助事業を活用することができますので、あらゆる面で有利な森林整備の方法だ

と考えております。そして、このモデル団地施業の成果により、皆さんに森林整備の必

要性をご理解いただき、第二、第三の団地施業を実施し、砥部町の健全な森づくりを進

めていきたいと考えております。 

 次に、国道３７９号線工事概要に関する住民説明と通行危険地対策についてのご質問

でございますが、一般国道３７９号岩谷バイパスの工事概要につきましては、砥部町岩

谷から万年の間、延長５．８ｋｍを２車線片歩道で、２本のトンネルと８箇所の橋梁で

バイパス工事計画ができております。現在、新大岩橋から千里地区公民館手前までの区

間２．３ｋｍは供用開始しており、新川登橋から万年バス停までの区間約１．３ｋｍ、

これも平成１８年度末の供用開始を目指しております。進捗状況につきましては、事業

費ベース５４．２％で、県関係当局の特別のご配慮により、着々と改良整備を進めてい

ただいている状況で、完成目標は平成２０年代前半になると伺っております。この道路

は、砥部と広田の中心地を結ぶ唯一の幹線道路として、砥部町にとって大きな財産であ

り、計画につきましては地元区長さんを通じて地域の皆様のご理解をいただき、工事に

もご協力していただいております。今後も引き続き、早期完成に向け、道路改良促進期

成同盟会の議員の皆様と一緒に、国・県へ積極的な要望活動をしてまいりたいと考えて

おります。なお、現道で離合が困難な場所の拡幅計画につきましては、バイパス工事の

早期完成が 優先であり難しいと考えられます。ご理解をいただきますようお願い申し

上げます。今後も引き続き、早期完成に向け、道路改良促進期成同盟会の議員の皆様と
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一緒に、国・県へ積極的な要望活動をしてまいりたいと考えております。 

３点目の砥部町高齢者生活福祉センター条例と生活支援ハウスの運営についてのご

質問でございますが、高齢者生活福祉センターで実施している居住事業は、高齢などの

ため、独立して生活を送るのに不安のある方やご夫婦が、安心して生活が送れるよう支

援することにより、福祉の増進を図ることを目的に、生活支援ハウスとして厚生労働省

が定める実施要綱に基づいて運営をしております。ご指摘の条例との関連でございます

が、厚生労働省の運営実施要綱では、施設を利用できる対象者を定めておりますが、利

用の制限は定めていないため、条例において制限を規定しております。この条例の第４

条第３号の条文につきましては、利用者が虚弱化などにより、通所介護や訪問介護など

のサービス利用だけでは、生活を送ることが困難な場合、介護専門員や設備の整った介

護保険施設でのサービス利用などを想定して、定めているものであります。利用者に対

しましては、本人の症状、生活環境、家族の状況などを把握している医療・介護関係者

や保健師などの意見をもとに、どのようにすれば、安心して住み慣れた地域で生活を送

ることができるかを総合的に判断し、事業の円滑な実施を図ってまいりたいと考えてお

ります。以上で、中島議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（田室博志） 中島博志君。 
○１３番（中島博志） ご答弁ありがとうございます。答弁はいりませんが、 後に森

林団地化推進についてですが、町内林家の高齢化は今後急速に進むものと考えられます。

数年後には、林家のほとんどがいなくなるんではないかと思われます。いま手をつけな

ければ山は荒廃の一途をたどるものと考えております。将来にわたる水源の涵養、防災

等、公益的機能を発揮する社会的共通財産としての認識にたっていただき、砥部町の主

導の下、林業活性化と森林団地化による森林再生にご期待を申し上げます。 
 また、国道３７９号線にかかる問題でございますが、特に広田地区の住民においては、

砥部、松山へつなぐ生活、文化、産業また緊急時における主たる道路でございます。高

齢者や女性の方にとって、通行また離合危険地での往来は非常に危険で困難なものと推

測をいたします。どうか住民の誰もが安心して、安全な通行ができるよう国・県との連

携の中、バイパスの早期完成を町として強力にバックアップしていただきたいと考えて

います。 
また次に、福祉センターなどの生活支援ハウスについてでありますが、先に質問の中

で申し上げましたように、高齢者の多くは長年住み慣れたその地域で暮らすことを望ん

でいます。高齢者が安心していつまでも住み慣れた地域で生活できるよう生活支援ハウ

スの運営にあたり利用者の環境の実情や家族の状況により、より配慮した温もりのある

対応を切にお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 
○議長（田室博志） 以上で中島博志君の質問を終わります。ここで昼食のため、しば

らく休憩をいたします。 再開は午後１時の予定です。 
 

午前１１時４３分 休憩 
午後 １時００分 再開 
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○議長（田室博志） 再開をします。先程、東岡下水道課長より土居美智子議員の公共

下水道の質問に関しまして、一部十分な答弁がなかったので、答弁を許してほしいとい

うようなことがありましたので、答弁についてこれを許可します。東岡下水道課長。 
○下水道課長 土居美智子議員さんからご質問をいただいておりました、処理場の処理

能力でございますが、１日 大の処理能力が１万２，６５０トンでございます。そして、

１日の平均の処理能力が１万６１０トンでございます。処理人口につきましては、２万

３，１００人を計画いたしておるものでございます。以上でございます。よろしくお願

いいたします。 
○議長（田室博志） それでは一般質問を続けます。１７番、玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） １７番、玉井でございます。ごみ問題と故きを温ねて新しきを

知るということについてお尋ねをいたします。まず１点目ごみ問題についてでございま

すが、家庭ごみなどを自治体が収集し、処理している一般廃棄物では、どこの自治体で

も施設中心のゴミ処理が行き詰まってきていることです。一つは財政の面です。ダイオ

キシン対策として持ち込まれた 新鋭技術の高額な焼却炉建設の借金が、その後の高額

なランニングコストと合わせて自治体財政を圧迫しています。これは１９９７年以降、

国が補助金、交付金の条件として広域処理、大型施設建設を押し付けた事が原因です。 
本町がなりものいりで導入したＲＤＦゴミ固形化は８０年代の初め、当時の通産省が実

証実験を試み失敗した技術です。理由はコスト面もありましたが、当時はカロリーの高

いプラスチックや木・紙だけが主体で、生ゴミが入らなかったためです。したがって、

都市部では使い物にならないとして、ＲＤＦは問題にもなりませんでした。ところが９

０年代に入りゴミを砕いて乾燥した後や前に石灰を転化して生ゴミの腐敗や塩化水素

の発生を防ぐという技術が登場したことから、にわかにＲＤＦは夢の技術として、旧厚

生省の指導もあって、現在では全国６３ヵ所のＲＤＦ製造施設が稼動中です。しかし、

ＲＤＦは「ゴミの塊」であり、そのまま燃やすとダイオキシンがでるということもあっ

て、作っても引き取り先がないという施設が続出し、中にはできたＲＤＦを処分場へこ

っそり捨ててしまうという自治体さえでています。この事態に慌てた国や県は、ＲＤＦ

を大量に引き取って大型発電をするというＲＤＦ発電事業を進めてきたのですが、いま

代表的な発電所で出火、爆発、送風機故障などの事故が起きています。その 大なもの

が０３年夏に起きた、三重県ＲＤＦ発電所のＲＤＦサイロ爆発事故です。消防士２名が

殉職しました。また、広島県福山市の０３年８月試験燃焼中のコークスベット型ガス溶

融路で火災事故が起きています。０４年１１月には発電施設で燃やすＲＤＦを製造する

施設も火災事故が起き、全国のＲＤＦ償却発電施設で相次いで重大事故が起こっている

のが現状です。私も、ダイオキシン問題があり、焼却炉ＲＤＦ施設建設を賛成したので

すが、ＲＤＦ施設の勉強をしていますが、拙速ではなくもっと検討すべきだったと反省

しているしだいです。そこでお尋ねいたします。財政の面です、美化センターのダイオ

キシン対策として持ち込まれた 新鋭技術の高額な焼却炉建設の借金がその後の高額

なランニングコストと合わせて自治体財政を圧迫しています。美化センター起債とあわ

せた償還計画をお知らせください。そして平成１５年度決算書で、固形燃料化施設の突
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発事故及び維持管理に伴う修繕料の増加によるものとの報告は、ごみ処理施設の修繕、

美化センター２，４９１万円余りで、内容は破砕機ピースカッター取替え工事等の説明

を具体的にお聞かせください。そして不燃ごみの発生状況の中、千里埋立処分場の項目

で「ＲＤＦ残さ」１２０トンの説明をあわせてお聞かせください。平成１６年度一般会

計補正予算の４衛生費の清掃費で、繰越明許費ごみ固形燃料化施設整備追加事業２，０

５２万８千円とありますが、本会議では具体的説明があろうかと思いますが、まず、お

尋ねをいたします。そして、デュース、リユース、リサイクルの順でやっていくことが

ごみの処理については大切だと、どこでもいわれるようになりましたが、施設中心で大

型施設を作ってしまったために、燃やすごみが足りなくなるという状況や、せっかく住

民が分別したプラスチック、などをまた一緒に燃やしてしまうごみの分別・減量に逆行

する事態が生じています。さらに、ごみが足らないのなら産業廃棄物を一緒に燃やして

しまおうと「合わせ産廃」も、一層すすめられているのではないかと考えられますが如

何なものでしょうか。一方、国の計画では、２０１０年までにごみを５％減さなければ

いけないという前提が一応ありますから、家庭のごみは、多くの自治体でも減らす計画

が立てられ、実際減りつつあるところも少なくありません。ところが、一般廃棄物全体

では減っておらず、むしろ増えていて、自治体の「廃棄物処理計画」などでも、微増ま

たは横ばいとなっているのです。ごみ削減の具体的計画はされているのか、お尋ねを致

します。次に、ごみ問題の解決に何が必要かという点では、課題はいろいろありますが、

いま大切だと感じているのは、ごみ減量にむけた出発点として、自治体ごと、地域ごと

に、どんなものをどのくらい「ごみ」として出しているのか、どのくらい原料や資源化

し得るのかコスト面も含めて具体的に実態をつかみ的確に分析すること、そしてその結

果を住民に知らせていくことです。その具体的現状を把握し、分析や解決の方向をどの

ように考えて検討されているのか。 

次に、昨年１２月議会の一般質問で、徳島県上勝町の産業のことについてはお尋ねし

ておりますが、このことにつきまして平成１７年５月１０日に選定賞の授与を受けたこ

とは周知のとおりです。特に、併せて、上勝町では、２００３年９月に全国初の目標と

して、｢ゼロ･ウェイスト宣言｣を行い、２０２０年を目標として、焼却は埋め立てをな

くし、次世代に美しく豊かな環境を残していくという宣言を行なっています。当町は産

業廃棄物減量等推進員を配置していますが、その活動として、徳島県上勝町へ研修し、

結果を住民とともに研究すべきだと考えますが如何でしょうか。また、ごみ有料化につ

いては、どのように計画をお持ちか。併せて、ごみ不法投棄について、本町ではどのよ

うな対策を考えているのか、以上、町長の答弁を期待いたしまして、ご所見をお伺い致

します。 

次に、故きを温ねて新しきを知るでございますが、新しい住民のみなさんが快適な住

環境を求めて、砥部に居を構まえ、昔は山や谷であり、田や畑であった所が姿を変え､

新しい集落として再生しています。大規模な開発も進み､昔のような農山村的な面影は

次第に薄れている感じがします。今後もさらに､こうした都市化の波は進展してくるも

のと予測されます。このように､砥部町が変貌するにつれて、旧来のイメージが次第に
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忘れ去られようとしています。こうした町の発展とともに､消滅したり､改変されたりす

る地域を「地名」という観点から保存記録し､砥部町の文化遺産として残すために編集

したものですということで、当時の町長大内茂氏が昭和６３年３月の「とべの地名」発

行されているあいさつの文です。この文面をみますと地形を表しているものや方位、順

位、人名など地区の状態や歴史がしのばれて興味深いものです。また、地名と合わせて、

砥部町誌の編集は３年を費やし､昭和５３年(１９７８年)に完成いたし１７名の編集委

員さんも大半の方が黄泉の国へ旅だたれおります。そのご労苦に感謝致しますとともに、

当時、教育委員長の中村照市氏は「美しい砥部の山､川は私達先祖の夢のあとであり､先

人の残した歴史的､文化的遺産であります。砥部町の文化に親しみ､ふるさとを愛する心

を育てていただきたいと思います。」と、序文の挨拶をされております。それと新住民

になった方々が現人口の６割とも言われていますが、子供達は砥部で生まれ育っており

ます。ここが故郷だと感じています。故郷は良いものです。また、方言は地方の文化で

す。方言を聞くと懐かしく故郷を思い出します。このように郷土・地域の歴史文化をさ

ぐることが郷土愛を土台にした新しい地域文化の確立につながり新しい町ができるも

のと思われます。お尋ねいたします。中村町政の目玉として新しい観光資源の核として

「陶街道五十三次」がスタート致しました｡私はまだ回っていないので大きなことは言

えませんが､３月２８日の愛媛新聞によれば､いくつかの問題点も出ている。標識が少な

く利用者は非常にわかりづらいとか、関係者の中には「とりあえずポイントを選んだ感

があり､同町の良さをじっくり味わっている人はまだ少ない。もっと陶街道を生かした

仕組みを作らないと、一過性に終ってしまう。」ことを危惧する声もあると報道されて

います。そこで提案致します。「とべ広報誌」の裏表紙には掲載されていますが。全国

の観光地では､名所･旧跡には｢故事来歴｣の看板が立っており､｢由来｣の説明をしていま

す。看板を立て説明をすべきだと思いますが､如何でございましょうか。 

次に､平成１６年度｢教育方針｣主要施策で郷土の特性を生かした文化活動の推進とし

て、｢安らぎ・潤い｣が求められる中で､創造的な芸術・文化活動の推進をするとともに、

地域の良さを活かした生活文化を創造するとして､｢とべ伝統芸術の保存伝承｣との推進

が掲げられております。砥部町の年中行事はたくさんありますが、いまお日待ちは趣旨

は違いますが、新年宴会程度。それと秋祭り、これは町誌では獅子舞は娯楽施設も少な

く生活様式も厳しく、祭りは何よりの楽しみだったが､現在は趣味・娯楽が多くなり､若

い青年が就職等の関係で地域に残るものが少なく､宮入､宮出しが寂しくなってきた。

「獅子舞い」は祭りにつきもので､各部落でいろいろな舞い方もあり､秋に入ると長い間

練習してやってきたが､ほとんど廃れてしまっている。懐かしい獅子太鼓・獅子舞いの

復活を望む声をよく聞くと書かれています。祭りは地区の楽しみであり、神輿と神楽は、

村の行事の一番のイベントだと思います。そこでお尋ねいたします。亥の子につきまし

ては、それこそ三位一体で取り組まなければ、真の｢伝承芸能｣は発展しません。申すま

でもなく｢伝承｣はビデオ･譜面はなく口伝です。「獅子舞」｢亥の子｣などを知っている

方々の元気なうちに地域全体で取り組まなければ、追々細りとなります。｢伝統芸術の

保存伝承｣の取り組みは、具体的に､どのような計画があるのかお尋ねを致します。時間
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の関係で端折って申しますが、｢健全なる精神は健全なる身体に宿る｣ということわざが

あります。体が丈夫なら自然に考える事柄も健全で､体の弱いものには精神の健全な者

はいないということです。勉強も大事ですが､体を鍛えること、目標をもつことが大切

です。以前にも申し上げておりますが､各小学校で｢四国一周マラソン｣を取り組んでい

ました。６年間で四国一周は大変だろうとは考えますが､現在やっていません。ぜひ、

伝統芸能の｢獅子舞｣は総合学習で､また、｢四国一週マラソン｣の復活を検討すべきだと

考えますが､如何なものでしょうか。提案致しまして、町長および教育長のご所見をお

伺い致します。 

○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 玉井議員さんのご質問にお答えをいたします。まず、ごみの問題でございます

が、議員さんの言われるとおり、ＲＤＦ施設は、ダイオキシンの発生しない廃棄物処理

施設として、十分に検討を重ねた結果、建設をしたものでございます。現在、稼働５年

目で、他施設の事故等を踏まえ、環境省のガイドラインに沿って改修工事を行っており、

適正な維持管理に努めているところでございます。返済計画についてのご質問でござい

ますが、関連施設等を含めまして、平成１１年から１３年まで起債を借入れておりまし

て、平成２８年まで償還しなければなりません。返済金額等詳細につきましては、ごみ

処理経費、ごみの発生状況、処理状況、分別状況、ごみ減量化や資源化推進事業と合わ

せまして、担当課長より説明をさせます。私は、現在の砥部町の分別方法やごみ処理は、

ダイオキシン対策、容器包装等の資源化等の観点からみても適正に行われていると考え

ております。次に、ごみ処理有料化についてでございますが、ごみ処理費用の増加、負

担公平の原則、ごみ減量化、ごみ再資源化の観点から、将来的には必要と考えておりま

す。また、環境省は廃棄物処理法に基づく｢基本方針｣を改定し、家庭ごみの収集処理に

ついては、有料化の推進を図るべきと明記し、５月２６日付の官報に告示をしておりま

す。当町でも、今年度「砥部町環境審議会」の設置を計画しており、広く皆様のご意見

やご助言をいただけるよう議員さん、住民の皆様に参画していただき総合的、計画的な

環境対策等を審議いただく予定であります。その中で、ごみ処理の有料化についても十

分にご審議いただき、皆様のご理解が得られた場合は、有料化するものでございますの

で、ご理解賜りますようお願い申し上げます。また、「環境基本計画」の策定を予定し

ており、その策定作業の中で住民アンケートを計画しておりますので、その中でごみ処

理の現状等を調査できればと考えております。不法投棄の対策についてでございますが、

毎月職員により不法投棄のパトロールを行っており、また、パトロールや通報により発

見した不法投棄物については、内容物を調査し、投棄者が特定できた場合は、撤去勧告

書を送り投棄者に撤去を徹底させております。産業廃棄物の投棄や悪質な事例について

は、県や松山南警察署と連携して対応しております。 
 次に、故きを訪（温）ねて新しきを知るについての質問ですが、まず、陶街道五十三

次の名所、旧跡のポイントに説明看板の設置をしてはとのご提案でございますが、砥部

の里めぐり陶街道五十三次の事業も、おかげさまをもちまして５月末日現在で３４７名

の方々に完巡していただき好評を頂いております。ご質問の名所、旧跡ポイントへの説
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明看板の設置でございますが、該当すると思われるポイントが４番魔住ヶ窪、１０番大

森彦七供養塔、２２番砥部衝上断層など、国や県、砥部町が指定しております天然記念

物・有形文化財など１２ヵ所あります。そのほとんどに、あまり大きくはありませんが、

すでに説明看板は設置されております。これ以外のポイントすべてにおいて詳細な説明

をさし上げたいのですが、民有地や個人財産もたくさんあり、景観への配慮も含めてそ

の賛否は分かれるところでございます。そこで、現在はスタンプ台の背もたれに数行程

度にまとめ説明を記しております。基本的には、陶街道五十三次しらべ帖を購入し、巡

回のガイドブックとしていただきたいと思います。しらべ帖には、各ポイントの紹介、

説明はもちろん、そぞろ歩きコースやドライブコースなど目的にあわせたミニコースの

紹介、砥部焼の歴史や窯元の情報、砥部のまつりやイベントなどを掲載したもので、ぜ

ひお求めいただき、五十三次のことを知っていただければ幸いです。また、広報とべ２

月号から順次各ポイントを紹介していますのでご家族ご一緒にご覧になっていただく

とともに、残しておくと五十三次の詳細な資料ができると思います。１回目の巡回はど

うしてもスタンプを押すことが優先して、その地を味わう余裕がないかもしれませんが、

予備知識を持って２回、３回、あるいは気に入ったポイントを再度ゆっくりお訪ねくだ

さい。きっと新しい発見があると思います。今後とも、町民の皆様と一体になっていろ

いろなお知恵やご意見を頂戴しながらより自慢できる地域づくり、ふるさとづくりを積

極的に推進してまいりたいと思っております。以上で、玉井議員さんの質問に対する答

弁とさせていただきます。 
○議長（田室博志） 佐野教育長。 
○教育長 玉井議員さんのご質問にお答えをいたします。 先人から受け継がれました

地域の伝統文化を守り、継承していく事は私達の責務であると思います。砥部町におき

ましても古くから伝承されております伝統芸能や伝承行事があり、地区、地域の行事と

して、あるいは、保存団体により継承をされているところでございます。教育委員会と

いたしましては、地域の行事については分館育成事業や愛護班育成事業として支援する

ほか、伝統芸能保存団体に対しても補助金を交付するなどして育成を図っておるところ

でございます。また、平成１１年には伝統芸能の指導者や養成や伝統技術伝承のため、

練習風景などをカメラで収録し、映像として記録保存をしておりまして、後継者育成に

も役立ててまいりたいと考えております。さらに、学校におきましては地域の特色を生

かした活動として、獅子舞や伊予万歳、太鼓などの取り組みを行っております。また、

四国一周マラソンにつきましては、健康・体力づくりに役立てるため、グランドを何周

走ったかを毎日記録をしていき、その累計を四国一周に当てはめていくものでございま

すけれども、砥部地区の学校におきまして、麻生小学校と砥部小学校においては、現在

も実施をいたしておりますし、宮内小学校におきましても四国１周マラソンという名称

は使用しておりませんが、同じようなマラソン活動は実施をいたしております。いずれ

にいたしましても、玉井議員さんご指摘のとおり新しい文化の創造は先人から受け継い

だ伝統文化の元に形成されていくものであると考えておりますので、今後も地域や団体

等による保存伝承に努め、地域を誇り、輝く個性を創造する人とまちづくりを推進して
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まいりたいと思っております。以上で、玉井議員さんに対する、ご質問に対する答弁と

さしていただきます。 

○議長（田室博志） 日浦環境保全課長。 
○環境保全課長 玉井議員さんのご質問、ごみ問題についてご説明をさしていただきま

す。議員さんのお手元に配布させていただいております、資料をご覧下さい。廃棄物処

理施設関連事業費及び起債償還計画表でございます。起債の返済計画につきましては、

借入額が１５億５，４６０万円、上段左側の表、上から４段目が起債額でございます。

起債の種類は一般廃棄物処理事業債と財源対策債でどちらも償還金について交付税措

置がなされます。平成１１年度から１３年度に借入れをしております。内訳は、上段右

側の表でございます。借入れの利率は１．３％から２％でございまして、３年間据え置

きで以降、１２年間での元利均等償還でございます。表の見方でございますが、左から

償還年度、償還期日、１１年度借り入れ分の元金、利子、合計額、１２年度借り入れ分

の元金、利子、合計額、１３年度借り入れ分の元金、利子、合計額等３年分をトータル

した元金、利子、合計額でございます。１１年度に借り入れ分は１２年度から１４年度

までの３ヵ年間は据え置きということは、元金の償還は０で利子の償還のみということ

でございます。それで平成１５年から２６年度までの１２年間、元利均等償還は、元金

と利子を足せば同じ額で償還をするというものでございます。平成１５年度より元金の

償還金が始まりまして、平成２８年度で完済となりますが、その間に１８億６７０万４，

７７７円を支払うこととなりまして、利子額は２億５，２１０万４，７７７円でござい

ます。一番下の右側に数字を書いてございます。平成１５年度の元利償還金は９，６３

１万９，９６０円でそのうち交付税に算入された額が６，６０７万６千円、またその他

に清掃費といたしまして、経常経費と投資経費合わせまして１億６，２２５万２千円が

基準財政需要額として措置をされております。午前中の土居美智子議員さんの質問にも

ございましたが、交付税は基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いたものを交付

されるわけでございますが、この中で、投資的経費の算入分というものは、これにつき

ましては、基準財政収入額が工事や施設をつくってもあまり変わりませんので、投資的

経費として施設等を作った分につきましては、交付税として措置されると考えてよろし

いかと思います。平成１６年度の元利償還金ですが、１億３，２２５万９，２８８円で

そのうち交付税に算入された額が８，８７８万７千円。またそのほかに、清掃費として

経常経費と投資経費合わせまして、１億５，３０８万４千円が基準財政需要額として措

置されております。以降、平成２６年度まで１億４，４１２万７，１０６円の返済が続

きまして、平成２７年度５，６１８万４，４４６円、平成２８年度１，４１９万８，８

１８円を支払いますと返済終了となるわけでございます。平成１７年度以降の交付税の

算入率とか措置額等につきましては、現段階では国の三位一体改革等の影響で不明でご

ざいます。次にゴミ処理経費につきましては、平成１５年度決算で２億７，３０４万円、

住民一人当たりの経費で１万２，７２６円。これを１世帯に直しますと３万５，２１７

円となっております。１トンあたりの処理経費は３万７，５８８円掛かった計算となり

ます。ごみの発生総量でございますが、旧砥部町分で平成１６年度７，８１６トンあり
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まして、これを住民一人当たり１日に直しますと、約９３０グラムを排出したこととな

ります。７，８１６トンのうち、ＲＤＦ処理を５，２０９トン、約６６．６％。再資源

化用として１，４５４トン、約１８．６％。その他埋め立て処分が１４．８％となって

おります。また、生ゴミ処理機等の補助による減量化は約１４４トンと見込まれます。

これをゴミ処理経費に換算いたしますと、５４０万円余りの経費が節減されたこととな

ります。次にゴミの完全分別はなぜ転換されたかとのご質問でございますが、現在、ご

みの分別は１２種分別を行っております。この分別方法は、平成１３年４月より美化セ

ンターがＲＤＦ施設として稼動を開始することに伴いまして、従来からの７種分別より

分別を徹底し、１２種分別としたものでございます。ゴミ分別の変更につきましては、

町内の集会所等５９ヵ所で職員により説明会を開催し、住民の皆様に納得していただき

実施をしております。その中で、廃プラスチック容器等軽易なプラスチックにつきまし

ては、以前は、廃プラスチック容器等として別に分別をしておりましたが、ごみの処理

方式がＲＤＦ施設に変わり償却を行わなくなったため燃料ごみとして排出していただ

くようにしておりまして、適正に分別をされているところでございます。次にごみ減量

化及び資源化推進事業につきましてでございますが、１号事業から４号事業までありま

す。詳しい内容ですが、１号事業が生ごみ処理機等購入事業で、電気式生ごみ処理機等

を購入した際に補助をするもので、家庭から排出される生ごみの減量化を図るために実

施しております。２号事業はごみ集積場所整備事業で、地域等のごみ集積場を新設した

り、からすよけネット等を購入する際に補助を実施しております。３号事業は、資源化

促進事業で地区または団体が資源化活動を行う際に、資源化物の量に対して補助を行う

もので、地域住民のごみ減量化、資源化意識の向上を図るために実施しております。４

号事業は廃品回収事業で各小中学校ＰＴＡが廃品回収事業を行う際に、資源化物の量に

対して補助を行うもので、町内児童生徒等のごみ減量化、資源化意識の向上を図るため

に実施しております。平成１６年度の実績といたしましては、１号事業電気式生ごみ処

理機１５台とコンポスト４基に対し、３１万３，２００円。２号事業８地区１０集積場

所に対し９万３，５９２円。３号事業５万７，６０３㎏に対し、５７万６，０３０円。

４号事業７万４，３６０㎏に対し３７万１，８００円。合計１３５万４，６２２円の補

助を実施したこととなります。次にごみの組成については、年間４回、ごみ質分析検査

を実施しておりまして、検査結果によりますと、時期によりばらつきがございますが、

生ごみの割合が約３割、紙と布類が約３割、ビニール合成樹脂等が約３割、その他が約

１割でございます。家庭ごみと事業系ごみの比率につきましては、詳細な記録はござい

ませんが、家庭ごみが約８割、事業系ごみが約２割程度でございます。家庭系と事業系

でごみの処分に係る費用の違いはございません。まったく一緒でございます。次に不法

投棄についてでございますが、１６年度実績で不法投棄者を確認し、撤去勧告書を送付

したのが５件、電話による撤去勧告をしたのが１０件、悪質事例として松山南警察署へ

相談した件数が４件ございました。その他、町道や公有地に不法投棄され登記者不明の

ため環境衛生課、また、環境保全課で撤去した数は年間５、６０件ございました。 

 民有地に不法投棄された場合の撤去は、基本的には所有者に行っていただくこととな
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りますので、町では撤去をしておりませんが、悪質な場合は警察等に相談をしておりま

す。不法投棄の防止対策といたしましては、市町村が広域で連携し、住民の意識改革、

モラルの向上を図ることが大切でございますが、新しく設置する環境審議会でこれらの

ことを踏まえまして清潔で美しいまちづくりを推進していくために、町民の皆様から意

見をお聞きし、環境美化に関する計画の策定を検討したいと考えております。また、１

６年の決算でカッター刃の取替え等についてご質問がございましたが、これにつきまし

ては、美化センターは大規模な故障等がおきますと１日でもごみの処理ができないとい

うことになると大変なことでございますので、計画的に実施をしているものでございま

す。ＲＤＦ残渣１２０トンにつきましては、ＲＤＦは燃料として使いますので、金属等

は不適物となります。そういうものが、千里埋立処分場にもっていったのが年間１２０

トンということでございます。上勝町への研修につきましては、また検討したいと考え

ております。１７年度へのＲＤＦ施設の改修工事の繰越でございますが、３月２５日に

入札を実施しまして、ＪＦＥエンジニアリング四国支社と契約を締結しておりまして、

平成１７年７月末の完成を目指しまして、現在機械部品等の工場製作中でございます。 

以上で、玉井議員さんについての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（田室博志） 玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） まーこれあのいろいろ説明を受けたわけですが、ちょっとわか

りにくい問題が、答弁でございましたけれども、やはりそういうこと、一番大事な事は、

委員会でお聞きしますが、要するに他の市町村の事故についてお聞きしますが、砥部町

はそれないかということですが、広島県福山市のＲＤＦ焼却施設にはコ－クスベット型

ガス化溶融炉より人災事故が起きたとか、それから福岡県玄海環境組合も同じような事

故、北海道江別市でも起きており､初期設計そのものの根本が見直しが迫られたようで

ございます。そして兵庫県高砂市では､電気系統やベアリングの異常が起き､高濃度のダ

イオキシンが漏洩し､ダイオキシン汚染は､防護服着用など完全武装が要求される｢レベ

ル３｣という 高の汚染となっています。そのようなことが１年間で１２の事故が発覚

し、運転停止が１０回起こしたというようなことが発生しておりますし、北海道伊達市

廃棄物処理場広域連合もトラブルを起こしています。こういうことがたった６３施設で、

率からいうたらかれこれ多いと思うわけですが、それと合わせまして、砥部町での事故

は何件あったのかいうんをお尋ねいたします。それから事故の補償はメーカーの負担で

行われておりますが､保障期間が過ぎて､自治体が維持管理をすることになれば､メーカ

ーは必ず補修費の損失で元をとるといわれています。平成１４年２月完成ですが､保障

期間は何年か、そして固形化燃料施設の突発事故の修理及びごみ固形化燃料施設整備追

加事業はどこのメーカーかを併せてお尋ねいたします。それと上勝町のことでいろいろ

検討されるという答弁でございましたが、やはり一見は百聞にしかずというようなこと

で、予想では１６０万で２４人の人が、予算組んで、１５年度の決算によるんですが、

おりますから、上勝町いうたらそこだと思います。それで要するに「ゼロ・ウェイスト

宣言」を全国初で行ったということで、２０２０年を目標として､焼却や埋め立てによ
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るごみの処理をゼロに近づけ､次世代に美しく豊かな環境を残していこうといま取り組

み中でございます。そのごみについては、現状、現地とか､世界中での悩み事ですが､上

勝町では住民自らが分別を徹底して行うことにより､資源を大切に土壌や大気汚染を回

避して､経費の有効利用も実現しようとしております。そういうようなことからぜひ、

２４人の方が１６０万いろいろ費用があるかと思いますが、先程申し上げましたように

徳島県ですが近くですので、ぜひ研修にいっていただきまして、それを住民に報告、ど

ういうことをやりよるかという町だけの研修ではなく、説明ではない町とあわせまして

報告すべきだと思います。その計画はどのようにされるのかどうかお尋ねをいたします。 

次に、故きを温ねて新しきを知るでございますが、社会教育努力目標は､｢まちづくり

は人づくり｣の原点を意識し､町民一人ひとりが､生きがいを持ち心豊かに暮らしていく

ため､学習で得た知識･技能を生かし､新たな地域文化の創造と地域社会の発展に個性豊

かな文化の香り高いまちづくりの推進をかかげ「文化遺産を生かした活動､文化財の保

存・伝承に努めるとともに､地域の特性を生かした文化の香る個性豊かなまちづくりを

推進する」として目標が書かれております。本町においても新住民は先程いいましたよ

うに６割といわれておりますが、砥部町が都会化されつつあるといっても子どもは生ま

れ育っており、砥部町が故郷です。また、学校教育目標に、「わが国の文化と伝統を大

切にし､世界に目を向ける子ども」目指す子ども像が書かれています。子どもには､国の

文化と伝統も大切だけど、まず砥部の文化と伝承を大切にすべきであると考えます。地

方には地方の年中行事があり､良さがあります。それこそ先も申し上げました三位一体、

地域、父兄、教師が物事は取り組まなければなりません。そういうことがお祭りの獅子

舞とか亥の子とかがチャンスだと考えます。｢伝承芸能｣｢保存伝承｣は「一夕一朝」でで

きるものではございません。先程答弁にもありましたように、それはいろいろ取り組ん

でおるというような答弁ではございましたが、やはり教育方針、立派な教育方針がでて

おりますので、その具体的な取り組みがあるのかないのかお尋ねを致します。 

○議長（田室博志） 中村町長。 
○町長 ちょっと私自身把握しかねているところもございますし、質問内容が的確にと

らえていないところがあるかもしれませんので、ご了承をいただきたいと思います。 

６３ヵ所全国であって、先程申し上げられたんは、１０ヵ所ぐらいいろんな事故がある

ということでございますが、砥部においては現在のところ私の代になってからでござい

ますけれど、事故の報告はございません。そしてメンテナンスは必ずやっておりますの

で、そういう面で、これからも事故の起きないように十分やっていきたいと思います。 

 それと保障期間、メンテの金額だろうと思うんですけれども、これちょっと数字的な

こといますぐは申し上げられませんので、また担当の方でわかるかどうか、答弁をさせ

たいというふうに思っております。そして上勝町のごみの件でございますが、この視察

等についても、前ほどにもご質問いただいたかなんかこの議会でという記憶があるんで

すけれど、２４品目に分けて町民の皆様がそれぞれごみを持ち寄ってるというようなこ

とがあったと思います。 砥部もぜひできれば、私はおおいにやっていただきたいとい

うふうに思いますし、また、研修にいくのもやぶさかではありません。しかし、いまの
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砥部の面積から、そして２万３千円の人口からいいますと、なかなか大変なことだなと

いう気はいたします。しかし、議員さんがご指摘されるようにやってはやれないともな

いと思いますし、そのためには住民の皆様のご協力が必要ではないかというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

あとの伝統芸能等につきましてもいろんなところで各地域で地域おこしをしており

ます。その中で、北川毛でも漫才をやったり、岩谷口では獅子舞をやったり、いろいろ

地域で取り組んでいると思います。そしてもう団地ができてからも３０年近くの日にち

がたっておりますので、もうおそらく子どもたちは生まれてからずっと砥部という方が

かなり増えております。もうよその子だというような時代ではなくて、やはりみんな砥

部の子であると思うし砥部へ変わってこられた方も、砥部の方が住んでいる期間も長く

なったというような方が増えてこられたんではないかと思います。いずれにいたしまし

ても、砥部のいいところそしてまた、伝統的なもの史跡等については、やはり見て、知

っていただくということは重要だと思いますので、この点につきましてもいろんな機会

を捉えてやっていきたいというふうに思います。 

○議長（田室博志） 日浦環境保全課長。 
○環境保全課長 玉井議員さんのご質問にお答えいたします。 
 他の市町村では非常に事故が多いということでございますが、これ前にもご説明させ

ていただきましたが、平成１５年８月に発生いたしました三重県のごみ固形燃料化施設

の事故などを踏まえまして、製造や保管や管理方法について環境省がガイドラインを取

りまとめまして、平成１６年１１月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一

部を改正する政令が施行されました。それにつきまして、砥部町でも５年目を迎える施

設を適性管理行うために国庫補助事業によりまして、施設を改修中でございます。先程、

玉井議員さんのご質問にございましたがダイオキシンの関係で漏れたということござ

いましたが、砥部町の施設は燃やしてませんので、ダイオキシンの発生ということは絶

対ありえません。それとあの率からいえば施設の故障が多いということでございますが、

砥部町ではいままで、１回も大きな故障はございません。ただ、毎週水曜日は運転を停

止しまして、職員による点検日としております。それと年１回精密検査を３日間かけて、

製造業者でありますＲＭＪさんの方に委託してやっていただいておりますので、大きな

故障は起こしてはならないということで、十分維持管理には気を付けているところでご

ざいます。それとごみの資源化、減量化についてでございますが、何度も申しますが、

環境基本計画を今年度作るようにしておりまして、その中で町と事業者と町民の皆様の

指針といいますか、基本目標というそういうものを、立場ごとに定めまして、環境基本

計画の中で、明らかにきちんとした計画を作っていきたいと思いますので、併せまして

よろしくお願いしたらと思います。以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（田室博志） 佐野教育長。 
○教育長 玉井議員さんのご質問についてですが、概要につきましては、先程、町長の

方から答弁さしていただきました。具体的な内容があればというふうなことであったか

と思いますが、各学校別に取り組みを見てみますと、学校として取り組んでおるもの、
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あるいはそうでないものというふうなこともあります。これはそれぞれ学校の校長の経

営方針の中でしておるわけですけれども、まずその前段といたしまして平成１７年度の

砥部町教育委員会が定めました教育方針の中で、学校教育目標の中に、自然と文化を愛

する豊かな情操の育成いう項目、あるいは個性、創造性を伸ばす学習というようなこと

等がございます。その中で各学校別に申し上げますと、麻生小学校として学校行事とし

ての伝統芸能的な行事というのは特にはございませんけれども、伝承活動としては、校

内の６地区で秋に猪の子を実施しておるようでございます。宮内小学校につきましては、

過去には宮内太鼓でありますとか、獅子舞、伊予漫才の実施をしておりまして、伝統芸

能クラブということで活動を実施しておりましたが、現在は休止をいたしておりますが、

校区内では千足で伊予漫才の活動が行われております。子どもたちも参加をしておるよ

うでございます。砥部小学校につきましては、学校として従来から獅子舞を実施いたし

ておりまして、運動会等で発表をいたしておりますし、北川毛や岩谷口では獅子舞、漫

才の活動もございました。それぞれの地域で子どもたちも積極的な参加をしておるとい

うことでございます。次に広田地区の学校でございますが、玉谷小学校では伊予漫才の

流れを汲む満穂漫才というのがございまして、これも広田地区の伝統芸能発表会等にも

出演をいたしております。次に広田小学校ですが、ここでは平成８年からたちばな太鼓

クラブという和太鼓のクラブを発足いたしまして活動しております。子供の数は少ない

んですけれども毎週練習を続けておりまして、一昨日の広田ほたる祭りの際にもその成

果を発表しておりました。次に高市小学校ですが、ここでは地域の秋祭りの際に笛、太

鼓、かねなどの行列、しゃぎりという行事ですけれども、この行事に留学生も含めて子

どもたちが全員参加しておりますし、獅子舞も行われております。このように地域の実

情にあったそれぞれの伝統芸能、そういったことを各学校でも取り入れて子どもたちの

情操教育と豊かな情操の育成ということに努めておるところでございます。中学校につ

きましては、特にこれといってご紹介を申し上げる行事というのはやっておりませんけ

れども、それぞれの実態に応じて地域の行事に参加をするというふうなことを学校とし

ても呼びかけております。以上で玉井議員さんのご質問に対する答弁とさしていただき

ます。 
○議長（田室博志） 玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） いろいろ親切に答弁していただきまして、把握できた、頭が悪

いので把握できた面もあるし、できない面があると思うんですが、要するに固形燃料化

の問題はいまのところ問題はないという答弁でよろしいですね。それとごみの資源化に

ついてはいろいろ、１２分別のやっているというようなことでございますが、それと併

せまして一人当たり１万２千円というような答弁かちょっとわからなんだんですが、そ

ういうごみの使用料がいるというようなことです。それであのもう一つはやっぱりそれ

に併せてごみの有料化については、将来的には必要であるというようなことでございま

すが、ごみの有料化については、導入する際にまずいわれることは､先程言いましたよ

うにごみを減らすために有料化が必要ということです。｢ごみを多く出す人とあまり出

さない人との不公平をなくすため｣という議論も出されますが、自治体側の事情からい



 41

えば、ごみ処理経費の増大などの財政問題として､少しでも収入を増やしてもらいたい

という思いがあるのではないかと思います。実際に､全国で有料化した町村見ますと､い

ったんごみが減っても､またもとに戻って､後は増え続けるという事例が、全国に数多く

あります。住民がお金さえ払えばと、いうふうに麻痺してしまって、ゴミを出す量が増

えたり､不法投棄が増えたりで､かえってモラルハザードが起きてしまったということ

も聞いております。また参考ですが、奈良県山添村では、一般廃棄物の年間焼却処分排

出量は一人当たり１２２キログラムで､全国平均の１，２２４キログラムとくらべてず

いぶん少ない量です。以前から「環境リサイクルの会」という住民団体が､紙､雑誌､ダ

ンボール､スチール缶､アルミ缶､食品トレイ､古着､牛乳パック､ペットボトルなど分別

回収を進めています。こうした理由かと考えられます。ごみの処理にかかる経費は､砥

部町では先程の答弁で１万２千円平均でございますが、やはり２万数千円といわれてい

ますが､山添村はこういう完全分別にして５，０００円弱です。それと久喜市宮代町で

は､有料化はしていませんが､現場職員の発言をみますと､市民と行政が協力して､処分

すべきものの量を大きく減らしています。合併問題と関連して､住民アンケートが行わ

れたのですが､そのなかの｢町の誇れるものは何ですか｣という設問では､「ごみの行政が

進んでいる」というのが６５％でごみ問題の意識改革は大変なことですが、ちゃんと説

明していて納得してやってもらうことということで現業労働者が発言されております。 

 いま、ごみ手数料有料化について､自治体職員は､結局､「ごみ減量のためではなく､財

政補填が大きな目的」と率直にいっております。ごみ“有料化で住民を痛い目に合わせ

ればごみが減る”という考え方では､目的を達成できないというのが､全国の事例でかな

りはっきりしてきているのではないでしょうか。 初に申し上げましたように､自治体

の仕事は､地方自治法にあるように､住民のくらしをまもることが 優先の課題です。そ

の中で､ 小の経費で 大の効果が上がるようにすることは当然で､過大な施設建設な

どは見直さなければならないと思います｡ 後に｢伝承芸能｣などは｢絵に書いた餅｣にな

らないよう、これはごみ問題も同じですが、具体的な取り組み計画により｢お祭りの獅

子舞｣「亥の子」は絶好の地域とのつながりがチャンスだと思います。先程も申し上げ

ましたように、｢伝統芸術｣｢保存芸術｣は一律では問題かと思いますが、その独自でやる

ことについては、行政の方も色々手助けするべきであると考えます。これは保存伝承は、

子供に教えるんですから、それは今日教えて明日わかるというようなことではないんで、

これはずっとやらなければならない問題でありますし、それからそういう伝統芸能は、

もうわれわれの年代が 後のチャンスだと思います。いろいろ先ほどの答弁ではビデオ

撮ったりされておると思いますが、こういうことをやって砥部町誌とか砥部の地名を見

ておりますと本当に興味深いものです。このようなことをぜひ子供に残すようにやって

いただきたいと思います。砥部町民憲章にも､「体を鍛え､明るいまちをつくりましょ

う。」と書いております。先程言いましたように、元気な体でしか元気な精神は宿らん

というようなことでございますので、ぜひそれぞれ学校があろうかと思いますが、ご指

導いただきまして取り組んでいただきますように要望いたしまして質問を終わります。

答弁いりません。 
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○議長（田室博志） 玉井啓補君の質問を終わります。これで一般質問を終わります。 
   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 承認第４９号 専決処分第４９号の承認について 

日程第７ 承認第５０号 専決処分第５０号の承認について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志） 日程第６承認第４９号及び日程第 7承認第５０号の専決処分の承

認２件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。日浦環境保全

課長。 

○環境保全課長 それでは承認第４９号専決処分第４９号の承認について、承認第５０

号、専決処分第５０号の承認について一括してご説明をさしていただきます。まず、承

認第４９号専決処分第４９号の承認について、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求め

る。平成１７年６月６日。砥部町長 中村剛志。専決第４９号内山衛生事務組合を組織

する地方公共団体の数の減少及び組合規約の変更についてでございますが、構成団体の

うち中山町が平成１７年４月１日に伊予市、双海町と合併し伊予市となったことによる

ものでございます。市町村の合併の特例に関する法律第９条の２第１項の規定により、

内山衛生事務組合を伊予市及び他の地方公共団体が組織する一部事務組合とするため、

地方自治法の規定により、許可申請期日の関係上議会を招集する暇がないと認め、平成

１７年３月２２日付けで専決処分をしたものでございます。次のページに規約の改正内

容がございますが、中山町を伊予市に改めますとともに、一部事務組合に加入する区域

を特定したものでございます。また、附則で、この規約は、平成１７年４月１日から施

行するとしたものでございます。続きまして、承認第５０号専決処分第５０号の承認に

ついてですが、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をし

たので同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。平成１７年６月６日。砥

部町長 中村剛志。 

専決第５０号大洲・喜多衛生事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び組合規

約の変更についてでございますが、構成団体のうち、双海町、中山町が平成１７年４月

１日に伊予市と合併し、伊予市となったことによるものでございます。市町村の合併の

特例に関する法律第９条の２第１項の規定により大洲・喜多衛生事務組合を伊予市及び

他の地方公共団体が組織する一部事務組合とするため、地方自治法の規定により平成１

７年３月２２日付けで専決処分をしたものでございます。次ページに規約の改正内容が

ございます。双海町、中山町を伊予市に改めますとともに、一部事務組合に加入する区

域を特定し、組合議員数を１７人から１５人に改めまして、双海町２人、中山町２人を

伊予市２人に改めるものでございます。また、附則でこの規約は、平成１７年４月１日

から施行するとしたものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議

の上、よろしくご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
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  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませ

んか。 
  ［討論なし］ 

○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
承認第４９号及び承認第５０号の２件を一括して採決を行います。本案は原案のとおり

承認することにご異議ありませんか。 

  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって、承認第４９号及び承認第５０号の

専決処分の承認２件については、原案のとおり承認されました。 

   
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第８ 承認第５１号 専決処分第５１号の承認について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志） 日程第８承認第５１号専決処分第５１号の承認についてを議題と

します。本案について、提案理由の説明を求めます。相田税務課長。 

○税務課長 それでは承認第５１号、専決処分第５１号の承認についてよろしくお願い

いたします。承認第５１号専決処分第５１号の承認について地方自治法第１７９条第１

項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し

承認を求める。平成１７年６月６日。砥部町長 中村剛志。専決第５１号砥部町税条例

の一部を改正する条例について、平成１７年３月３１日付けで、地方税法の一部を改正

する法律が施行されたことに伴い砥部町税条例の一部を改正することについて、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。平成１７年３月３１

日。砥部町長 中村剛志。同じく砥部町税条例の一部を改正する条例をここに公布する

ということで、平成１７年３月３１日に公布をしております。それでは平成１７年砥部

町税条例１７１号、砥部町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。

改正事項が多いものですから概要を申し上げ、条文に沿ってご説明をさしていただいた

らと思います。なお、多いものですから、新旧対照表を参考にしていただければありが

たく思います。今回の条例改正は、政府税制調査会の答申により国、地方を通じた個人

所得課税の抜本的見直しを平成１８年度までに行なうことを受けての地方税法の改正

が行なわれたものです。概要は第１に所得税法、地方税法の改正により個人の所得税、

住民税の定率減税の減額や年齢６５歳以上の方が、非課税項目から削除されました。第

２に地震等被災者から申請事項が追加され、救済されることになりました。第３に地方

税法の改正に伴う条文の整備でございます。以上が改正の概要でございまして、次は条

文に沿って簡単にご説明を申し上げます。新旧対照表の２ページ目からお願いいたしま

す。第２４条では、個人の町民税の非課税の範囲が定められておりますが、年齢６５歳

以上の方が、非課税項目から削除され課税の対象者となっております。ただし、附則、

後にあるんですけれども、附則にありますように経過措置が施されておりまして、平
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成１８年につきましては３分の１、平成１９年は３分の２、平成２０年から全額かかっ

てくるというような段階的な課税となります。続きまして３６条の２町民税の申告につ

いては、条文の整理でございます。その下でございますが、６３条の３でございます、

特定被災共用土地に係る固定資産税の案分の申し出でございます。申請事項の追加措置

でございます。避難の指示等、非難等解除日の後、申請するということでございます。 

その次は、第７４条でございます。固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収でございま

す。これは登記法の改正に伴う条文の整備でございます。７４条の２でございますが、

被災住宅用地の申告でございます。法第３４９条の３の３被災住宅用地等に対する固定

資産税の課税標準の特定を定めておりますが、申告できる要件に非難の指示等の項目が

追加されたものです。条例は以上でございまして、次は附則第８条に移らさせていただ

きます。附則第８条肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございます。これ

は適用年度が１８年度から２１年度に適用期間の延長を定めたものでございます。附則

第１０条の３、阪神淡路大震災関係でございますが、条例の整備及び適用年度の延長２

０年度までとなっております。附則第１５条、これは読替規定でございまして、条文の

整備でございます。次のページをお願いします。附則第１５条の２土地保有税の課税の

特例につきまして地方税法の改正に伴う条文の整備でございます。なお、第６項、第８

項が削除されております。続きまして附則第１６条の４、土地譲渡に係る事業所得等に

係る町民税の課税の特例につきましては、条文の整備でございます。附則第１９条、こ

れは新旧対照表８ページの下の方にあろうかと思います。１９条から１９条の第５につ

いては、新旧対照表が前後しますので、ページを申し上げますので、参考にしてくださ

い。附則第１９条、株式に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例、税法改正

に伴う条文の整備及び旧条例の第２項の削除でございます。続きまして、附則第１９条

の４、これは新旧対照表１２ページの中ほどにあろうかと思います。右の方でございま

す。この分につきましては、旧条例を削除するということでございます。続きまして附

則第１９条の３条文の整備を行い、附則第１９条の４とするということでございます。 

続きまして附則第１９条の２、条文の整備及び第２項を削り、附則第１９条の３とする

ということでございます。附則第１９条の次に、次の第１号を加えるということで、こ

れが１０ページの上の方にありますから、続くということであります。附則第１９条の

２特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例、これが新

設されましたので、少し説明さしていただきます。株式の損失申告は譲渡して損益を計

算してするものでございますが、上場廃止や倒産して株価の価値がなくなり紙切れにな

った場合、売る事ができないが、実質の譲渡の損失とみなして、損失の申告をして計上

をすることができることになりました。続きまして附則第１９条の５、１２ページの中

頃からでございます。上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、これは条文の整備でござ

います。続いて附則第２０条特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の「繰越控除

等及び譲渡所得等課税の特例」条文の整備及び旧条例の第８項の削除をおこなったもの

です。続きまして年度の附則でございます。第１条では施行期日を平成１７年４月１日

から施行するものと、改正規定によっては、平成１８年１月１日から施行するものとに
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分かれるということでございます。その下の第２条につきましては、町民税に関する経

過措置でございまして、平成１７年１月１日現在において年齢が６５歳以上であったも

ので、前年取得１２５万以下については、平成１８年課税から２０年度課税分までの３

年間の経過措置が受けられること、 初にご説明を申し上げた３分の１づつでございま

すが、申し上げたとおりでございます。均等割りとか所得割りとか別々に書いておりま

すので、長くなっておりますけれども経過措置でございます。続いて第３条につきまし

ては、固定資産税に関する経過措置。第３条新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成１７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成１６年度分までの固定資

産税については、なお従前の例によるということでございます。以上で砥部町税条例の

一部を改正する条例の専決報告を終わらせていただきたいと思います。ご審議の上、ご

承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

三谷喜好君。 
○１８番（三谷喜好） 専決の第５１号、税務課長さんお尋ねしますんですがね。詳し

にご説明をされましたんですけど、どうしてもこれわからんので、わかったんは、年齢

６５歳以上の者は削ると書いとるんで、私も６５以上やけんこれ削られるんかなと単純

なあれをみたわけでございます。じゃあ、削るということは、それによって、町に、い

わゆる町民税のあれが増えるのか、どれくらい概算によって、これによって増えるのか。

削られたもんは、じゃどれくらい町民の負担が多いのか概算でよろしゅうございますの

で、わかる範囲お答えをいただきましたらと思います。ただ単純に６５歳というのに該

当する者として、なにやらいらんもんじゃろかという気持ちになりましたものですから

お尋ねいたします。 
○議長（田室博志） 相田税務課長 
○税務課長 失礼します。三谷議員さんのご質問にお答えさしていただきます。１ペー

ジにございますとおり、現行、９条になるわけなんですけれども、年齢６５歳以上の方

が、改正案では非課税の範囲から外れるということでございます。削るというのはそう

いう意味でございます。なお、納税者が増加するというような見込みでございますが、

四国では概ね５万人ぐらいは、納税者が増えるのではないかといわれております。本町

におきましては、だいたいそれの１％ですかね、の５００人の見込みでございまして、

金額に直しますと均等割りの対象者が３千円ということでございますが、年度別でござ

いますと千円ずつということに、３分の１ずつということになろうかと思いますので、

概ね５０万程度ではないかなというふうに考えております。ただ課税対象者につきまし

ては、５００名程度は増えるものと思っております。以上です。 
○議長（田室博志） 他に質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありません

か。 
  ［討論なし］ 
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○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
承認第５１号の採決を行います。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。 

  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって、承認第５１号専決処分第５１号の

承認については、原案のとおり承認されました。 
   

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第９ 承認第５２号 専決処分第５２号の承認について 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志） 日程第９承認第５２号専決処分第５２号の承認についてを議題と

します。本案について、提案理由の説明を求めます。松下監理財政課長。 

○監理財政課長 失礼します。専決第５２号についてご説明するとともにご承認をお願

いするものでございます。承認第５２号専決処分第５２号の承認について、地方自治法

第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し承認を求める。平成１７年６月６日。砥部町長 中村剛志。内容でご

ざいますが、平成１６年度一般会計補正予算（第２号）を専決処分しております。お手

元の資料３枚めくっていただいて、内容の方を説明さしていただきます。平成１６年度

一般会計補正予算（第２号）は、つぎに定めるところにとるということで、第１条から

第２条、第３条まで歳入歳出補正予算、それから繰越明許費、地方債補正の３点につい

て補正をしております。まず歳入歳出の補正でございますが、金額の増減はございませ

ん。次のページをご覧下さい。１ページです。ここからページが入っておりますので、

ページで説明さしていただきます。歳入につきましては雑入１７０万減額、町債を１７

０万増額しております。この内容についてでございますが、７ページをお願いします。 

町債の方でございますが、１節の一般公共事業債として県営ため池等整備事業３０万円、

神の森子猿線整備事業１００万円の１３０万の増額。それから２節過疎振興対策事業債

として山村振興等農林漁業特別対策事業債として４０万円を増額しております。２ペー

ジの方にお戻りください。歳出の方なんですけれども、財源組替ということになりまし

て、ここにございますように農業費の方の財源を組替えたわけですが、補正額は表れて

きません。総額も変わっておりません。このような形で上げられてきます。次に繰越明

許費でございますが、３ページ第２表繰越明許費をお願いします。５件ございます。ま

ず保健衛生費としまして山谷簡易給水施設整備事業費１，３５２万４千円。清掃費とし

て先程お話のございました、ごみ固形燃料化施設設備追加事業２，０５２万８千円。道

路橋梁費として道路維持工事９件、道路新設改良事業４件、それから町道麻生線測量調

査設計委託業務、これらを合わせまして５，７９０万６千円。それから公共土木施設災

害復旧費として１７件を繰り越しております。６，７７８万円でございます。 後に農

林水産業施設災害復旧費３件を見越しております、１，３１９万４千円でございます。 

いずれも災害等予想できない事業、また、この予算の期間が３ヵ月と短いこともござい
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ます。ご理解の程、よろしくお願いいたします。４ページをお願いいたします。地方債

の補正でございます。先程、申しました一般公共事業、これの限度額を１，３１０万円

に上げております。あと、過疎振興対策事業こちらの方を８，６８０万と増額しておる

しだいでございます。以上のとおりでございます。ご審議の上、ご承認の程よろしくお

願いいたします。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。これから討論を行います。討論はありませ

んか。 
  ［討論なし］ 

○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
承認第５２号の採決を行います。本案は原案のとおり承認することにご異議ありません

か。 

  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって、承認第５２号専決処分第５２号の

承認については、原案のとおり承認されました。ここでしばらく休憩します。再開は午

後２時５０分の予定です。 
 

午後 ２時２７分 休憩 
午後 ２時４７分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１０ 報告第１号 砥部町土地開発公社の経営状況報告について 

（報告、質疑） 

○議長（田室博志） 再開します。日程第１０報告第１号砥部町土地開発公社の経営状

況報告についてを議題とします。本件について、報告を求めます。藤田企画課長。 

○企画課長 報告第１号につきましてご説明申し上げます。報告第１号砥部町土地開発

公社の経営状況報告について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき平成１

６事業年度の決算の概況及び平成１７事業年度の事業を次のとおり報告する。平成１７

年６月６日提出。砥部町長 中村剛志。それでは説明の都合上、収支決算からご説明申

し上げます。決算書の６ページをお願いします。平成１６事業年度収支決算書。収入と

いたしまして１款１項１目１節土地売却収入はございません。３款１項１目１節繰越金

決算額６０５万５，８８３円。４款事業外収入決算額１，７２５円。内訳といたしまし

て、受取利息１，１２５円、雑収入６００円。以上、収入合計、予算現額６０５万７千

円に対し、決算額６０５万７，６０８円でございます。７ページをお願いします。支出

といたしまして、２款から５款までのすべてでございません。以上、支出合計、予算現

額６０５万７千円に対し決算額はございませんので、不用額６０５万７千円の決算とさ

せていただいております。それでは１ページにお戻り下さい。平成１７年３月３１日現
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在の財産目録についてご説明いたします。まず、資産の部として１流動資産として普通、

定期預金合わせまして１，１０５万７，６０８円。完成土地についてはございません。

次に負債の部につきましても、１．固定負債はございません。差引純資産１，１０５万

７，６０８円となっております。２ページをお願いします。貸借対照表です。資産の部

として流動資産が１，１０５万７，６０８円、負債の部はございません。資本の部とし

て１．基本金５００万円、２．前期繰越準備金６０５万５，８８３円、３．当期純利益

１，７２５円で合計１，１０５万７，６０８円となっております。３ページをお願いし

ます。損益決算書です。ここでは６ページ、７ページでご説明いたしました収支決算を

決算書としております。事業はしていませんから、事業外収益のみとなります。事業年

度の当期純利益は１，７２５円。前期繰越準備金６０５万５，８８３円を加えまして、

６０５万７，６０８円の利益が生じましたので公有地の拡大の推進に関する法律第１８

条第４項の規定によりまして、準備金として整理をさしていただいております。以下、

４ページ、５ページ、８ページ以降には事業報告書、決算審査意見書、利益処分、基本

金明細表を付属明細として添付させていただいております。続きまして、平成１７事業

年度の予算についてご説明いたします。予算書の１ページをお願いします。平成１７事

業年度砥部町土地開発公社予算。第１条平成１７事業年度砥部町土地開発公社の予算は、

次に定めるところによる。第２条収入支出予算の総額は収入支出それぞれ６０６万９千

円と定める。２項収入支出の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表収入支出

予算」による。ということで、次のページをお願いいたします。まず、本年度の収入と

いたしまして１款の事業収入はございません。３款１項繰越金６０６万７千円。４款事

業外収入１項受取利息千円、２項雑収入千円。合計６０６万９千円です。次に支出とい

たしましても２款管理費１項一般管理費は前年度と同額の１７万６千円。３款４款はご

ざいません。５款予備費５８９万３千円。合計６０６万９千円の予算とさしていただい

ております。以下３ページ以降につきましては、事業計画書等付属明細書を添付いたし

ておりますので、お目通しをお願いいたします。以上で、報告第１号砥部町土地開発公

社の経営状況報告とさしていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行ないます。質疑はありません

か。 

  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。以上で報告第１号を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１１ 報告第２号 平成１６年度砥部町繰越明許費繰越計算書の報告について 

（報告、質疑） 

○議長（田室博志） 日程第１１報告第２号砥部町繰越明許費繰越計算書の報告につい

てを議題とします。本件について、報告を求めます。松下監理財政課長。 

○監理財政課長 失礼します。１６年度繰越明許費の繰越計算書についてご報告いたし

ます。報告第２号、平成１６年度砥部町繰越明許費繰越計算書の報告について。平成１
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６年度砥部町繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調整したので、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により報告する。平成１７年６月６日提出。砥部町長 中村剛志。

繰越明許費につきましては、自治法の規定により５月末までに繰越計算書を調整し、報

告しなければなりません。先程、ご承認いただいた１６年度の補正予算第２号で１７年

度への繰越明許をかけておりますので、これについて繰越計算書を報告するものです。 

１枚めくっていただきまして、繰越計算書の方をお願いいたします。金額につきまして

は、すべて予算書の方とかわりございません。山谷簡易給水施設整備事業１，３５２万

４千円、財源の内訳は地方債１，１７０万とその他として地元負担金３９万６千円、一

般財源１４２万８千円でございます。ごみ固形燃料化施設整備追加事業は２，０５２万

８千円で、財源内訳は国庫支出金が４８８万５千円、地方債１，２６０万円、一般財源

３０４万３千円。それから道路橋梁費は５，７９０万６千円、全額一般財源でございま

す。それから公共土木施設現年災害復旧事業１７件につきましては、国庫支出金４，２

６４万円、地方債１，０２０万円、一般財源１，４９４万円で合計６，７７８万円でご

ざいます。 後に農業用施設現年災害復旧事業費３件につきましては、１，３１９万４

千円で、財源の内訳は国庫支出金９１５万７千円、一般財源４０３万７千円となってお

ります。合計１億７，２９３万２千円。これの財源内訳が国庫支出金５，６６８万２千

円、地方債３，４５０万円、その他財源３９万６千円、一般財源８，１３５万４千円と

なっております。以上、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行ないます。質疑はありません

か。 

  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。報告第２号を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１２ 議案第７４号 砥部町過疎地域自立促進計画の策定について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（田室博志） 日程第１２議案第７４号砥部町過疎地域自立促進計画の策定につ

いてを議題とします。本案について、提案理由の説明を求めます。藤田企画課長。 
○企画課長 議案第７４号砥部町過疎地域自立促進計画の策定について、過疎地域自立

促進特別措置法第６条の規定により、別紙のとおり砥部町過疎地域自立促進計画を定め

るため議会の議決を求める。平成１７年６月６日 提出。砥部町長 中村剛志。提案理

由でございますが、砥部町の過疎地域において総合的かつ計画的な対策を実施し、地域

の自立促進を図り、住民福祉の向上など地域格差を是正するため、この計画書を策定す

るものであります。また、この計画は本年３月に愛媛県が過疎地域自立促進方針を示し

たのを受け、その方針に基づき、平成１７年度から平成２１年度までの５ヵ年間の計画

を策定するものでございます。それでは計画書をご覧下さい。１ページから１１ページ

にかけまして、１．基本的な事項として、広田地区の概要、人口及び産業の推移と動向、

行財政の状況、地域の自立促進の基本方針、計画期間を載せております。その後、２と

しまして産業の振興、３．交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、４．生
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活環境の整備、５．高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、６．医療の確保、７．教

育の振興、８．地域文化の振興等の各項目の現況と問題点、その対策、事業計画を載せ

ておりまして、過疎地域に対しまして、総合的かつ計画的な対策を実施することにより、

過疎地域の自立促進を図り、住民の福祉の向上、雇用の拡大、地域格差の是正を目的と

して策定をいたしております。以上、簡単ではございますが、説明を終わらさせていた

だきます。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。議案第７４号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。 よって議案第７４号は、総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、６月１０日の本会議でお願

いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１３ 議案第７５号 砥部町環境審議会条例 

（説明、質疑、産業建設常任委員会付託） 

○議長（田室博志） 日程第１３議案第７５号砥部町環境審議会条例についてを議題と

します。本案について、提案理由の説明を求めます。日浦環境保全課長。 
○環境保全課長 それでは議案第７５号砥部町環境審議会条例について説明をさして

いただきます。議案第７５号砥部町環境審議会条例の制定について、砥部町環境審議会

条例を別紙のように制定する。平成１７年６月６日 提出。砥部町長 中村剛志。提案

理由でございますが、環境基本法第４４条の規定に基づき、環境の保全に関する基本事

項を調査審議する審議会を設置するため条例を制定するものでございまして、環境基本

法第４４条では、市町村は、その市町村の区域における環境の保全に関して基本的事項

を調査審議させる等のため、その市町村の条例で定めるところにより環境の保全に関し、

学識経験のある者を含む者で構成される審議会、その他の合議制の機関を置くことがで

きるという規定を受けまして条例を制定するものでございます。次のページをご覧下さ

い。砥部町環境審議会条例でございます。設置。第１条では環境基本法に基づき、環境

審議会を設置するとしております。所掌事務。第２条では審議会は、環境保全に関する

基本的施策、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する基本的施策。環境保全及び廃棄

物全般に係る重要事項について町長の諮問に応じ、調査審議し、必要があると認める場

合は、町長に意見を述べることができるとしています。組織。第３条では委員の数は１

５人以内で組織し、識見を有する者、砥部町議会議員、町長が必要と認める者から町長

が委嘱するとしています。任期。第４条では、委員の任期は２年としております。会長

及び副会長。第５条第１項では、委員の互選により会長、副会長を各１人置くとしてい
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ます。第２項、第３項では、会長、副会長の役割を定めております。会議。第６条第１

項では審議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長になるとしています。第

２項では、会議は委員の過半数が出席しなければ開く事ができないとしております。次

のページ第３項では、会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は議長の決するところによるとしています。第４項では、会長は必要があるときは、関

係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができるとしています。庶務。第７条では、

審議会の庶務は、環境保全課において処理するとしています。報酬及び費用弁償。第８

条では、委員の報酬及び費用弁償は、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の定めるところによるとしています。委任。第９条では、審議会

の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるとしています。附則では、第１項で施行

期日を公布の日からとしております。第２項では招集の特例として 初に開かれる審議

会は、会長が不在のため町長が招集するとしています。第３項では砥部町の特別職の職

員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をしております。改正の

内容でございますが、第２条の別表中、教科書選定委員日額６千円の下に環境審議会委

員日額７千円を追加したものでございます。以上で、議案第７５号の説明を終わらせて

いただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。議案第７５号は、産業建設常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７５号は、産業建設常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、６月１０日の本会議でお願い

します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１４ 議案第７６号 砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（田室博志） 日程第１４議案第７６号砥部町人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。本案について、提案理由の

説明を求めます。明賀総務課長。 
○総務課長 議案第７６号砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例。砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を次のよう

に改正する。第４条及び第５条を削る。第６条中「第４条の規定による」を「公平委員

会の事務を委託する愛媛県から」に改め、第６条を第４条とし、第７条を第５条とし、

第８条を第６条とする。附則。この条例は公布の日から施行する。平成１７年６月６日 
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提出。砥部町長 中村剛志。それでは、改正理由についてご説明申し上げます。砥部町

では、地方公務員法第７条第４項の規定により、公平委員会の事務を愛媛県に委託して

いるところであります。同法第８条第２項には人事委員会の報告義務と報告事項の規定

があり、愛媛県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条にも報告内容、報告

義務が定められており、砥部町の本条例中、第４条及び第５条については、重複規定と

なるため削る改正を行うものであります。ご審議の上、可決いただきますようお願いい

たします。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。議案第７６号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７６号は、総務文教常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、６月１０日の本会議でお願い

します。 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１５ 議案第７７号 損害賠償の額を定めることについて 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（田室博志） 日程第１５議案第７７号損害賠償の額を定めることについてを議

題とします。本案について、説明を求めます。大野生涯学習課長。 
○生涯学習課長 議案第７７号損害賠償の額を定めることについて。施設破損事故によ

る損害賠償の額を定めることについて、次のとおり議会の議決を求める。まず始めに提

案理由でございますが、本件につきましては、地方自治法第９６条第１項第１３号の規

定によりまして、議会の議決を必要とします。この条文には、普通地方公共団体の議会

の議決事項が規定されており、第１３号には法律上、その義務に属する損害賠償の額を

定めることと記述されております。次に賠償の相手方でございます。愛媛県伊予郡砥部

町麻生１７７番地、佐野文子。同じく、砥部町宮内５８３番地、伊藤峰夫さんです。事

故の状況でございますが、平成１７年５月１８日午後１時頃でございます。砥部町中央

公民館４階の勤労青少年ホーム講習室内の窓ガラス１枚が強風のため開きまして、ガラ

スが割れて落下をいたしました。その際に、公民館の駐車場に停めてありました自動車

２台に割れたガラスの破片があたり、破損したものでございます。なぜ窓ガラスが開い

たかという点でございますが、前日の使用の際に窓が開いていたということを職員が確

認しております。しかしながら閉館時の確認を怠ったため、施錠されていたかどうかに

ついては不明でございます。常識的には施錠ができていれば、窓が開くことは考えにく

いということでありまして、管理上の手落ちがあったと考えざるをえません。次に損害

賠償額でございますが、勤労青少年ホームでは、施設管理者損害賠償責任という任意の
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保険に加入しております。今回の事故はこの保険の適用を受けるため、車両２台の板金

塗装等の費用合計の額を保険会社が査定し、後段の３１万５，６９８円という額を算定

しております。平成１７年６月６日 提出。砥部町長 中村剛志。以上で説明を終わら

せていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

９番、栗林政伸君。 

○９番（栗林政伸） 相手方２人、佐野さんと伊藤さん明記されておりますが、この方

は、この午後１時頃中央公民館になんか行事があるとか、勉強とかそういうものできと

ったのか、それともただ無断で駐車をしておったかお尋ねしたいのと。もし、無断で駐

車を、周辺で店舗とかなんかを開いとってですね、もし置いとったりした場合は、今後

もこういうことがあったらやっぱり補償もせないかん問題も起きてくるので、一つ見つ

けのとこで無断駐車はいかんという看板を立てるとか、そういう補償はしませんよとい

う看板をですね、もし使用せずに駐車してこういうことがあったんやったらやっぱりす

べきではないかと思いますので、答弁をお願いいたします。 
○議長（田室博志） 大野生涯学習課長。 
○生涯学習課長 ただいまの栗林議員さんのご質問にお答えいたします。このお二方の

車ですが、実はあの公民館の用件ではございませんでした。周辺の方が、無断といいま

すか、ずいぶん長い間停められとったということで、公民館としても、現在、注意看板

を製作するように進めております。本来ですと、移動をお願いしなければならないと、

当然看板の表示もそうですが、該当者に撤去をお願いするということが本筋でございま

すが、それが出来ておりませんでした。今後はその処置をしてまいりますということで

ございます。以上で説明を終わります。 

○議長（田室博志） 栗林政伸君。 
○９番（栗林政伸） 二人ともいわゆる中央公民館を利用せずに停めとったということ

なんですが、今後もこれまたありえる事案でございますので、一つ個人の駐車場でもな

んか事故があれば補償はしませんよという看板をどことも書いておりますので、今後と

もまた起こる可能性があるので、そういう看板にはっきりと提供していただきたいと思

います。以上です。 
○議長（田室博志） 答弁はいりませんか。 

○９番（栗林政伸） いりません。 

○議長（田室博志） 他に質疑ありませんか。 
［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第７７号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。 よって議案第７７号は、総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、６月１０日の本会議でお願
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いします。 
  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１６  議案第７８号 平成１７年度砥部町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第７９号 平成１７年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志） 日程第１６議案第７８号及び日程第１７議案第７９号の平成１７

年度補正予算に関する２件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明を求め

ます。柳田助役。 
○助役 議案第７８号平成１７年度砥部町一般会計補正予算（第１号）について説明を

さしていただいます。平成１７年度砥部町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。歳入歳出予算補正。第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ５億３，４３４万５千円を追加し、歳入歳出それぞれ６３億６，５９６万円とす

る。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正の歳入歳出予

算の金額は第１表による。債務負担行為。第２条 地方自治法第２１４条の規定により

債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は第２表による。地方債

の補正。第３条 地方債の追加及び変更は第３表による。平成１７年６月６日 提出。

砥部町長 中村剛志。それでは予算の内容について説明をさしていただきます。なお、

本議案は各常任委員会に付託されて、ご審議をいただくことになっており、その際、課

長の方から詳細説明がありますので、私からは主なものの概要を説明さしていただきま

す。また、今回の補正予算の編成にあたりましては、町長の開会挨拶にもありましたと

おり、厳しい財政状況を反映し、かなり圧縮した予算となっております。１７年度当初

予算が骨格予算であったということで、今回政策を反映した予算を計上することとして

はおりますが、必要性の高いものの厳選に努めております。そして砥部町の将来の発展

に欠かせないものとか、住民サービスの維持のために、必要なものなど事業１件１件審

査しながら編成をさしていただいております。さらに各種補助金、負担金等の削減、旅

費の削減、公共投資の縮小などもお願いをしております。少ない予算で町政運営をする

ためには、知恵と工夫が必要です。職員の意欲と工夫によって、予算の額の価値以上に

なるように努力をしてまいりますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い

します。それでは、歳出予算から説明をさしていただきます。２ページ、３ページをお

願いいたします。ここでは款ごとに補正額のみ申し上げます。１款の議会費では３９４

万３千円をお願いしております。２款総務費におきましては、総務管理費、徴税費、監

査委員費、生活環境費合わせて７，９３０万３千円をお願いしております。３款の民生

費におきましては、社会福祉児童福祉費で合わせて２，８０２万円をお願いしておりま

す。４款の衛生費では、保健衛生、清掃費、簡易下水道費で合わせて２，５１３万２千

円をお願いしております。労働費におきましては２０万円。６款の農林水産業費におき

ましては、農業費、林業費、水産業費合わせまして１，３１７万７千円をお願いしてお

ります。７款の商工費では１，６８９万１千円。８款の土木費では土木管理費、道路橋
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梁費、河川費、都市計画費、住宅費合わせまして３億１，５０２万６千円をお願いして

おります。９款の消防費では１，０９２万２千円をお願いしております。１０款の教育

費では、教育総務費、小学校費、中学校費、幼稚園費、社会教育費、保健体育費合わせ

まして、７，１２２万８千円をお願いしております。１２款の公債費におきましては、

減額でございますが２，９４９万７千円をお願いしております。以上で、歳出合計が５

億３，４３４万５千円、当初予算からの累計が６３億６，５９６万円でございます。こ

れに必要な財源につきましては、１ページの歳入をご覧下さい。ここでも、款の補正額

につきまして説明をさしていただきます。 ９款の地方交付税でございますが、特別交

付税で６千万円をお願いしております。１１の分担金及び負担金でございますが、１３

０万４千円をお願いしております。１３款の国庫支出金でございますが、国庫負担金、

補助金、委託金を合わせまして、１億８，２０２万３千円をお願いしておりますが、こ

こには国庫補助金で公営住宅の補助金が１億７６２万円、合併補助金が８，８６０万円

ございます。１４款の県支出でございますが、負担金、補助金合わせまして７２万６千

円をお願いしております。１７款の繰入金では町営住宅建設積立基金から３６１万円の

繰り入れをお願いしております。１８の繰越金でございますが、１億３，８６２万７千

円をお願いしております。１９款の諸収入には雑入で４３５万５千円をお願いしており

ます。２０款の町債では公営住宅で１億７６０万、高規格救急車で３，６１０万円の町

債を合わせまして１億４，３７０万円をお願いしております。歳入合計が５億３，４３

４万５千円、歳入の当初からの累計が６３億６，５９６万円でございます。それでは歳

入につきまして、ページをおって主要なものを抜粋しながら説明をさせていただきます。

ページは１８、１９ページをお願いいたします。１款の議会費では、９節の旅費で３８

８万円、特別旅費をお願いしております。２款総務費におきましては、１項１目一般管

理費のところでは、１節で広田地区に予定しております地域審議会委員の報酬２１万円、

個人情報保護審議会委員９万円をお願いしております。１３節では委託料で例規整備委

託料１９０万円を減額させていただいております。次に５目の財産管理費では臨時雇賃

金３３３万２千円を減額させていただいております。７目情報管理費におきましては、

１２節で通信運搬費、回線料ということで５１万５千円をお願いしております。１３節

の委託料では旧広田村戸籍システム導入委託料で２２０万円をお願いしております。１

４節におきましては、機器の借上料で７８２万１千円で電算システムに伴うリース料で

ございます。１０目の交通安全特別対策交付金事業につきましては、財源、一般財源の

方へ組替えるものでございます。１３目の防災諸費におきましては、修繕料、消防団用

ホースで３０万２千円をお願いし、次のページの１３節委託料で地域防災計画策定業務

委託料減額の４８万３千円。１９節では県の防災行政無線維持管理費１８万１千円をお

願いしておりました。合わせて予算額は０となっております。１４目の国際交流事業費

でございますが、ここでは中学生の海外派遣事業１０名分の予算、オーストラリアに派

遣するということで計上さしていただいております。次に１６目の地域活性化事業費で

ございますが、ここではこれまでは美と技の祭典という形で開催しておりましたイベン

トを砥部陶街道祭りという形で企画をしておりますが、そういった事業の委託料１５２
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万６千円などを計上しております。次に１８目の庁内ＬＡＮ整備事業費でございますが、

ここでは１３節におきまして、庁内ＬＡＮ整備委託料、財務会計システム移行作業委託

料、外部保管機器移設作業委託料合わせて５，２２０万７千円ほか、建設工事設計監理

委託料ということで、庁内ＬＡＮの設計監理委託料６０９万円をお願いしております。

１８の備品購入費ではパソコン１５台プリンター５台、３５５万４千円をお願いしてお

ります。次に２項徴税費の１目、次のページになりますが、税務総務費では１３節で土

地情報システム・データ委託料７９万８千円をお願いしております。６項１目監査委員

費におきましては、特別旅費で１２万円をお願いしております。７項生活環境費では１

目生活福祉推進費におきまして、１９節でコミュニティ施設整備事業費で３７万４千円

をお願いしておりますが、上野区の公園遊具施設、高尾田緑地フェンス取替え工事３分

の１をお願いしております。２目の集会所整備事業費におきましては、１９節で集会所

整備事業費の補助金を計上さしていただいておりますが、７地区で集会所の補修を予定

しておりますので、２分の１の助成６４０万１千円をお願いしております。次に３款民

生費でございますが、１項社会福祉費の１目社会福祉総務費におきましては、１９節に

おきまして、町遺族会、町戦傷病者福祉協議会への補助金を計上さしていただいており

ます。２目の障害者福祉におきましては、１３節におきまして、ふれあい手話教室委託

料、要約筆記奉仕員養成講師委託料、手話奉仕員養成講座運営管理委託料等６６万円を

お願いしております。また、次のページの１９節におきましては、補助金という形で児

童夏休み交流事業費、耳の日の講演会及び情報保障事業費、こころの健康講座開催費、

健聴者とのふれあい事業等の補助金を５６万５千円お願いしております。扶助費で３４

５万円をお願いしております。次に３目の老人福祉費におきましては、８節で米寿、白

寿、金婚者への記念品で１５９万７千円お願いをしております。また、１３節におきま

して、とべ温泉行きバス運行事業委託料５２万６千円をお願いしております。１９節に

おきましては、養護老人ホーム組合の負担金３００万４千円を減額させていただいてお

ります。また、シルバー人材センター運営事業費として６０万円の補助金を計上さして

いただいております。４目の老人福祉費でございますが、１３節の委託料、高齢者生活

福祉センター管理委託料で５６４万円の減額、生活支援ハウス管理委託料で３０万円の

計上をお願いをしております。５目の国民年金費におきましては、１３節で電算システ

ムの委託料１３８万６千円をお願いしております。７目老人保健総務費におきましては、

操出金で１，３１４万３千円をお願いしております。１３目社会福祉施設改修事業費で

１５節で８００万円をお願いしておりますが、９の原町連絡所を社会福祉施設というこ

とで改修する工事費を概算でお願いをしております。次に１５目の女性活動推進費にお

きましては、女性塾の経費を１６万４千円計上させていただいております。続きまして、

次のページ２６ページ７ページでございますが、２項の児童福祉費１目児童福祉費総務

費で委託料のところで建設工事設計監理委託料で２０万円、これは児童クラブ保育室の

設計監理委託料でございます。また１５節では児童クラブ保育室の改修工事費で３３０

万円をお願いしております。２目の保育所費でございますが、７節で保育士の臨時雇賃

員１５４万４千円をお願いしております。３目の児童館費におきましては、委託料のと
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ころで児童劇等委託料で１３万円をお願いしております。次に４款の衛生費でございま

すが、１項３目の環境衛生費におきまして、１節で環境審議会委員の報酬をお願いして

おります。需用費につきましては、環境基本計画の印刷製本費を６６万６千円お願いし

ております。次のページをお願いいたします。１３節の委託料のところで環境基本計画

策業務委託料で６９３万円をお願いしております。１５節では玉谷専用水道水道管布設

替工事で２９万８千円をお願いしております。１９節では合併浄化槽の設置費の補助金

２８万２千円をお願いしております。続きまして２項清掃費の２目塵芥処理費でござい

ますが、１１節におきまして美化センター機器部品の交換のための消耗品、あるいは千

里地区処分場の施設の機器修理といった経費を１，９５８万８千円お願いしております。

１３節におきましては、分析業務等委託料、施設管理委託料等で減額３７７万３千円を

お願いしております。次に５款の労働費でございますが、１項１目労働諸費におきまし

て、砥部地区勤労者協議会へ２０万円の補助金をお願いしております。次に６款の農林

水産業費でございますが、農業費で次のページをご覧下さい。３目の農業振興費におき

まして、報償金、ここでは陶街道祭りと併せて産業祭りを計画しておりまして、産業祭

りの経費を計上さしていただいておりますが、１３節では交通整理委託料、子供用遊具

委託料、記念イベント委託料で１２３万円をお願いしております。また、１９節におき

まして、農業用廃プラスチック適正処理費の補助金、有害鳥獣被害防止対策事業補助金、

有害鳥獣捕獲対策事業の補助金等を合わせて３４６万円でお願いしております。次に５

目の農地費でございますが、１３節で補助版リーザ運用業務委託料２２万７千円。農道

通谷線維持管理委託料４９万４千円をお願いしております。１５節におきましては西光

寺水路改修工事でこれは県単の土地改良事業でございますが３９５万円をお願いして

おります。１９節におきましては、松山南部地区農免農道計画変更負担金４４万５千円。

それから補助金といたしまして国営造成管理体制の補助金１０９万５千円。県単土地改

良事業費３８０万円をお願いしております。その他の負担金で県営砥部地区かんがい排

水事業費１，５６９万５千円の減額をお願いしております。３２ページをご覧下さい。

９目の果樹産地等総合整備事業費でございますが、１９節におきまして奨励果樹育成対

策費で１００万円、マルチ栽培推進費で６０万円、強い農業づくり交付金条件整備事業

費で１２１万円をお願いしております。２目の林業費におきましては１９節で林業事業

体人材育成事業費、グリーンキーパーに対する補助金でございますが１千万円をお願い

しております。３項１目の水産業費につきましては、稚魚等の放流のための経費で１５

万円をお願いしております。７款の商工費１項２目商工業振興費でございますが、８節

ではポスターコンクールの記念品。それから１４節の使用料及び賃借料では農産品フェ

スタ机、いす借上料等をお願いをしております。また、１９節におきましては、砥部焼

協同組合、砥部焼販売協同組合あるいは陶和会、商工会等への補助金を合わせて８１１

万円計上さしていただいております。３目の砥部焼振興費におきましては、１１節で砥

部焼のしおりの印刷費４６万２千円。１９節におきまして、砥部焼の工芸品展示事業の

補助金２７万円をお願いしております。続きまして３４ページ４目観光費におきまして、

９節におきまして四国観光立県推進キャンペーン等の特別旅費８万円。それから１１節
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におきまして、４５０万。これは陶街道五十三次の整備対策費ということで４５０万円

お願いしております。役務費につきましても陶街道五十三次に伴うものでございます。

５目の陶芸創作館費でございますが、７節で臨時雇賃金１００万８千円。１３節で陶芸

創作館作業室増設工事設計監理委託料５０万円をお願いしております。続きまして８款

の土木費でございますが、土木総務費におきましては、財源組替ということで一般財源

から国庫支出金の方へ１，１７４万１千円を組替えております。２項の道路橋梁費１目

道路橋梁総務費では１３節におきまして道路台帳整備委託料２３１万円をお願いして

おります。また２目の道路維持費におきましては、１５節で道路維持工事２件、舗装工

事５件、合わせて７件の工事費４，０５０万円をお願いしております。１９節におきま

しては広田９地区の道路維持管理費で１８０万円をお願いしております。３目の道路新

設改良費におきましては、１３節で町道久保田深田線の測量調査設計委託料２７０万円。

１５節で町道宮内西代線の建設工事１，１００万円をお願いしております。続きまして

３項河川費でございますが、次のページの２目砂防費でございますが、１５節で原町Ｃ

地区がけ崩れ防災対策工事等、大南地区がけ崩れ防災対策工事で４８３万円をお願いし

ております。次に都市計画費の都市計画総務費におきましては、８万分の１の地図５０

０部の印刷製本費をお願いしております。５項１目住宅管理費におきましては、財源組

替でお願いをしております。２目の公営住宅建設費につきましては、公営住宅大南団地

新築工事に伴う経費を計上させていただいておりまして、１５節で工事費２億５，０９

０万２千円をお願いしております。次に９款の消防費でございますが、１項１目常備消

防費で１９節一部事務組合負担金ということで、砥部出張所経費１，００５万２千円を

お願いしておりますが、これは高規格救急自動車整備に係るものでございます。続きま

して３８ページの１０款教育費をお願いします。１項１目教育委員会費でございますが、

特別旅費で２５万円をお願いしております。また、事務局費におきましては、１節で中

学教科書選定委員会委員の報酬をお願いしております。２項小学校費の１目学校管理費

におきましては、需用費では施設の修繕費を７０万８千円お願いしております。１３節

では麻生小学校体育館耐震診断、体育館の耐震診断につきましては、麻生、宮内、砥部

小３校の体育館の耐震診断をお願いしております。また、宮内小学校の体育倉庫、渡り

廊下の新築工事の設計監理委託。それと宮内小学校旧校舎平屋の建物でございますが、

危険建物ということで、撤去をしなければならないというこれの設計委託料を計上さし

ていただいております。１５節では、宮内小学校体育館渡り廊下の新築工事、それから

宮内小学校旧校舎撤去工事、高市小学校灯油タンク設置工事、合わせて１，７１５万３

千円をお願いしております。１８節では管理及び備品ということで１０２万１千円をお

願いしております。２目の教育振興費では１８節で教育振興備品２１０万円をお願いし

ております。４目では確かな学力定着向上調査研究事業費ということで、県の補助金を

受けて事業を実施いたします。４０ページをお願いいたします。５目命の大切さを学ぶ

体験活動推進事業費につきましても、県の補助金を受けて、事業をするものでございま

す。３項中学校費の１目学校管理費でございますが、需用費のところで消耗品修繕料合

わせて１１３万４千円をお願いしております。委託料につきましては、砥部中校舎と体
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育館の耐震診断をお願いをしております。備品につきましては、管理及び備品２２万３

千円をお願いしております。２目の教育振興費におきましては、教育振興用備品１５０

万円をお願いしております。次に４項１目の幼稚園費におきましては、幼稚園共有の臨

時雇で８３万４千円をお願いしております。１３節におきましては、宮内幼稚園排水

管・防水等の改修工事の設計監理委託料３万２千円。１５節の工事請負費で工事費３６

万８千円をお願いしております。続きまして４２ページ５項社会教育費でございますが、

１目社会教育総務費におきましては、１３節で子育て学習支援委託料で８万円。１９節

におきまして、社会教育団体育成費で４０万円をお願いをしております。２目の文化財

保護費では審議会委員さんの報酬を減額さしていただいております。４目の公民館費で

ございますが、８節で成人講座等の講師に対する報償金などを計上さしていただいてお

ります。旅費につきましては、国際交流員の帰国旅費３０万円を計上さしていただいて

おります。１３節の委託料におきましては、中央公民館改修工事設計委託料で３２５万

８千円をお願いしております。１６節につきましては、ポーチュラカの苗木、苗の購入

費あるいは千里地区夏祭りの原材料費合わせて４４万７千円をお願いしております。同

じく、次のページでございますが、１９節におきましては、国際交流員の招致旅費で３

０万円をお願いしております。次に５目の青少年ホームにつきましてはすべて減額で６

２万２千円をお願いしております。次に６目の文化会館費でございますが、１３節にお

きまして、分館自主事業委託料で合わせて７２１万５千円をお願いしております。７目

の図書館費におきましては、１８節におきまして、図書購入費で６５０万円をお願いし

ております。４６ページをお願いします。６項保健体育費の１目保健体育総務費でスポ

ーツ大会の記念品をお願いしておるほか、各種大会の必要な経費をお願いしております。 

２目の体育施設費でございますが、賃金で１６万２千円と田ノ浦町民防球ネット修理で

１０万円をお願いしております。３目の総合公園体育施設費におきましては、１３節に

おきまして、総合公園防犯設備の保守委託料１５万８千円。備品購入費でバレーボール

支柱１セットをお願いしております。４目の学校給食管理費につきましては、需用費で

消耗品５０万２千円、修繕料で１１４万１千円をお願いしております。１２款の公債費

でございますが、１項１節元金を１，９４９万７千円減額をさせていただいております。 

次に４ページ、５ページの方へ戻っていただいたらと思います。第２表の債務負担行為

でございますが、いずれも旧広田の電算システム導入に係るものでございまして、財務

会計システムの債務負担が２８９万５千円。住機の台帳ネットワークシステムで１４３

万２千円。それから戸籍システムで１，１１８万９千円。それから戸籍事務導入業務委

託料に対する債務負担ということで、７３３万４千円でございますが、期間はいずれも

その表に書いてあるとおりでございます。次に３表の地方債補正でございますが、追加

といたしまして、公営住宅建設事業費で１億７６０万円をお願いしております。起債の

方法それから利率、償還の方法はその表のとおりでございます。また、変更といたしま

して、合併特例事業で補正前が７００万円であったのを補正後４，３１０万円に変更さ

していただいております。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前と同

様でございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の程をお願い
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いたします。 

○議長（田室博志） 丸本住民サービス課長。 

○住民サービス課長 失礼いたします。議案第７９号平成１７年度砥部町老人保健特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。平成１７年度砥部町の老人保健

特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。歳入歳出補正予算第１条 規

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，３１４万３千円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ２１億８，８７０万２千円とする。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。 

平成１７年６月６日 提出。砥部町長 中村剛志。それでは、１ページ、２ページの第

１表によりまして、内容の説明をさしていただきたいと思います。まず、１ページの歳

入でございますが、４款繰入金１項他会計繰入金補正前の額１億６，２２５万８千円、

補正額１，３１４万３千円、これは一般会計からの繰り入れでございまして、計１億７，

５４０万１千円。補正後の歳入の合計は２１億８，８７０万２千円でございます。次に

２ページの歳出でございますが、４款諸支出金１項償還金補正前の額２万１千円、補正

額１，３１４万３千円で計１，３１６万４千円。補正後の歳出の合計は２１億８，８７

０万２千円でございます。このたびの補正予算につきましては、前年度の支払基金医療

費交付金の精算に伴いまして、歳入超過分を所定の負担区分に応じまして一般会計から

繰り入れて支払い基金へ償還するためのものでございます。以上で、議案第７９号の説

明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○議長（田室博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。 
１７番、玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） ちょっとぼけっと聞きよったんやけど、１７年度会計のもいい

んですね。これはあのこの議案に対する質問でないんですが、関連質問でちょっとお尋

ねいたしたいと思います。よろしいですか。 
○議長（田室博志） 議案に対しての。 
○１７番（玉井啓補） いや、この見方と、言いますと説明のとこに、②じゃの①じゃ

のいうん書いとる。これはどういう意味かいうんをちょっと教えてもらうんが１点です。 
○議長（田室博志） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長 失礼します。玉井議員さんのご質問にお答えいたします。まずこの１

７年度の補正からですね。様式がまず変わっておる点でございますが、３月各委員会で

のご説明のおりにも説明項目が短くて折り返しといいますか、説明内容が何列にも分か

れていて見えにくいというご指摘がございました。そういう点で改善するために、この

Ａ４縦長の様式に変えまして、見開きでＡ３版になるような形に変えております。そう

いうことで、まず様式が変わったということでご理解いただいたらと思います。この様

式は今後、年度の途中ではございますが、すべてこの様式で特別会計についてもこの様
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式でやらしていただけたらと思います。次に、説明事項なんでございますが、先程おっ

しゃいました歳出面について、節内の説明について丸で番号をうっておりますのは、こ

れ見やすくするためにですね、例えば２１ページの総務費でございますが、１６目地域

活性化事業の１１節需用費でみますと①が消耗品ということになっております。同じよ

うにその上、１４目の国際交流費①消耗品ということで、節の説明事項について丸数字

で合わしておるというだけとご理解いただいたらと思います。もしこれ見にくいという

ようなことでございましたら、消すことは可能でございますが、慣れるに従いまして使

いやすいんではないかということでいれさしていただきました。ですから節の需用費で

あれば消耗品は①ということででてまいります。印刷製本費は④とか、こういうふうな

形でございます。よろしいでしょうか。 
○議長（田室博志） 玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） 先程説明があったんで、同じ２１ページをみますと、同じ①で

も委託料があり、県負担金、消耗品、報償金というように各いろいろあるんですが、こ

れは基はどういう意味か合わせてお尋ねしておきます。 
○議長（田室博志） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長 失礼しました。節ごとに違うということで、細節の説明というふうに

みていただいたらと思うんですが、上で委託料であれば、委託料が①、次の１９節負担

金補助の県負担金であれば①県負担金とこういうふうなご理解を願ったらと思います。

細節の説明という。よろしいでしょうか。失礼します。 
○議長（田室博志） 玉井啓補君。 
○１７番（玉井啓補） 仮にこの、また予算ではないんですが、町民の森合併記念、町

民の森づくりということで、いろいろこんな青い紙がはいっておりました。このことに

ついて、これ大変結構なことやと思うんですが、具体的にこれを申し込む場合に、お金

が植樹になんぼいるのかというようなこと、それともう一つ、議員の場合は公職選挙法

で寄附となるというので、ちょっといままで銚子ダムとかあんなんやったんが中止にな

っとんですが、ここらあたりは、また詳しいことわかりませんが、この点をちょっと教

えていただいたらと思います。 

○議長（田室博志） 大内農林課長。 
○農林課長 玉井議員さんのご質問にお答えいたします。いまあの環境問題が非常に問

題になっておるわけですけれども、砥部町におきましても自然を大事にするということ

で、今年４月２９日に銚子ダムの周辺で町有林、旧五本松の愛林会が管理していたわけ

なんですが、その山に植樹祭をしまして、先程町長の方から、行政報告もありましたよ

うに、議員さん、区長さん、７０名の方が出席していただきまして、１５０本の植樹を

したところでございます。その後ですね、秋から冬にかけて町民全員の方々にできるだ

け多い方々に植林をしていただいて、町民の森を作る計画でおります。それに対する、

植樹に対しての費用は一切いりません。町の方で用意しますので、ご理解いただいたら

と思います。 

○議長（田室博志） 他にありませんか。 
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  ［質疑なし］ 

○議長（田室博志） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第７８号及び議案第７９号の平成１７年度補正予算に関する２件

については、それぞれ所管の常任委員会に付託して審査することとしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７８号及び議案第７９号の平

成１７年度補正予算に関する２件については、所管の常任委員会に付託することに決定

しました。委員会の審査報告は、６月１０日の本会議でお願いします。ここでしばらく

休憩をいたします。再開は、午後４時１０分の予定です。 
 

午後 ４時００分 休憩 
午後 ４時 ８分 再開 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１５ 認定第１号 平成１６年度砥部町一般会計歳入歳出決算認定について 
 
日程第１６ 認定第２号 平成１６年度砥部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

認定について 
日程第１７ 認定第３号 平成１６年度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 
日程第１８ 認定第４号 平成１６年度砥部町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

について 
日程第１９ 認定第５号 平成１６年度砥部町梅野奨学資金特別会計歳入歳出決算認定 

について 
日程第２０ 認定第６号 平成１６年度砥部町とべの館特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 
日程第２１ 認定第７号 平成１６年度砥部町とべ温泉特別会計歳入歳出決算認定につ 
           いて 
日程第２２ 認定第８号 平成１６年度砥部町土地取得特別会計歳入歳出決算認定につ 

いて 
日程第２３ 認定第９号 平成１６年度砥部町浄化槽特別会計歳入歳出決算認定につい 
           て 
日程第２４ 認定第１０号 平成１６年度砥部町水道事業会計歳入歳出決算認定について 
 
日程第２５ 認定第１１号 平成１６年度広田村一般会計歳入歳出決算認定について 
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日程第２６ 認定第１２号 平成１６年度広田村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳 
入歳出決算認定について 

日程第２７ 認定第１３号 平成１６年度広田村国民健康保険事業特別会計（施設勘定）歳 
入歳出決算認定について 

日程第２８ 認定第１４号 平成１６年度広田村老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ 
いて 

日程第２９ 認定第１５号 平成１６年度広田村簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ 
いて 

日程第３０ 認定第１６号 平成１６年度広田村農業集落排水特別会計歳入歳出決算認定 
について 

日程第３１ 認定第１７号 平成１６年度広田村介護保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決 
算認定について 

日程第３２ 認定第１８号 平成１６年度広田村介護保険特別会計（介護サービス事業勘 
定）歳入歳出決算認定について 
（説明、質疑、決算特別委員会付託） 

○議長（田室博志） 再開します。日程第１８認定第１号から日程第３５認定第１８号

までの旧砥部町及び旧広田村平成１６年度歳入歳出決算認定に関する１８件を一括議

題とします。本案について説明を求めます。佐川収入役。 
○収入役 認定第１号平成１６年度砥部町一般会計歳入歳出決算認定についてご説明

を申し上げます。今議会に提案さしていただいております。一般会計及び特別会計、全

ての決算におきましては、平成１７年１月１日、砥部町と広田村が合併し、新砥部町が

誕生しました。いわゆる廃置分合による旧町村が消滅したことにより、合併の前日、１

６年１２月３１日をもって収支が打ち切りとなりました。年度途中の打ち切り決算でご

ざいまして、予算の執行の終了しているもの、新町の予算に引き継がれているもの、様々

でございます。途中経過を報告する決算となっておりますので、あらかじめご理解をい

ただきたいと存じます。また、今回の決算認定におきましては、議会決算特別委員会を

設けてご審議いただけると聞いておりますので、内容につきましては、簡潔にご説明を

さしていただきます。砥部町分の１ページをお願いします。まずあの決算書を見ていた

だいた方はお解かりにでございまして、新町の砥部町になりましてからは、単純に予算

現額から収入済額を差してなったかと思うんですけれども、予算現額と収入済額の差に

つきまして、一番右のところに予算現額と収入済額との比較というところ見ていただき

ましたら、予算現額から収入済額を単純に引いた数字が収入済額の比較というふうに砥

部町の場合はでておりますけれども、これあの広田村の決算書につきましては、後でで

てきますけれども、収入済額が少ない場合には三角表示というふうになっております。

これはあの、そういうふうな考え方でございまして、新町の砥部町になりましてからは、

単純に予算現額から収入済額を差し引いた数字を収入済額の比較というふうに記載を

するようにしておりますので、その点ご理解をいただきたいと思います。それではまず

あの収入済額だけ説明をさしていただきますが、町税でございますけれども、１２億８，
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６５８万４，４５３円。２の地方譲与税で６，８６７万１千円。３の利子割交付金で１，

２１８万６千円。４の配当割交付金で１８６万９千円。５の株式等譲渡所得割交付金で

１万８千円。６の地方消費税交付金で１億６，３９２万４千円。７の自動車取得税交付

金で２，１６５万７千円。８の地方特例交付金で５，７３０万８千円。９の地方交付税

で１５億４，８１６万７千円。１０の交通安全対策特別交付金で２１５万３千円。１１

の分担金及び負担金で１億１，５４６万１，３６４円。１２の使用料及び手数料で５，

９０２万３，７７０円。１３の国庫支出金で８，８５３万１，８６０円。１４の県支出

金で３，４４９万４，４９１円。１５の財産収入で５３８万４，８６４円。１６の寄附

金で５５万５００円。５ページの方へお願いします。１７の繰入金で２，３２４万７，

２８５円。１８の繰越金で５億８６５万１９２円。１９の諸収入で３，６８７万１，１

１８円。２０の町債で３，７００万円。歳入合計ですけれども、収入済額が４０億７，

１７５万２，８９７円となっております。７、８ページをお願いいたします。歳出でご

ざいますけれども、１の議会費支出済額の欄でございますが７，６３６万５，８７２円。

２の総務費で６億３，６５９万９，６４１円。３の民生費で１０億１，３２０万７，２

３４円。４の衛生費で３億２，４７６万７，８０５円。５の労働費で５７３万７，１７

８円。６の農林水産業費で７，５９１万９，６１４円。７の商工費で７，４５０万６，

１８２円。８の土木費で２億３６３万１，３６２円。９の消防費で２億７３０万６５４

円。１０の教育費で５億３，６１２万９７０円。１１の災害復旧費は０でございます。

次のページをお願いします。１２の公債費で４億５５２万７，９７２円。１３の諸支出

金、１４の予備費の支出については０でございます。歳出合計が３５億５，９６８万４，

４８４円。１３７ページの方をお開きください。１３７ページでございます。実質収支

に関する調書でございますけれども、歳入の総額が、４０億７，１７５万３千円から歳

出総額の３５億５，９６８万４千円を差し引きまして５億１，２０６万９千円。実質収

支額が５億１，２０６万９千円。これにつきましては、新町の予算に引き継がれるもの

でございます。続きまして、１３９、１４０ページ、次のページでございます。財産に

関する調書でございますけれども、これにつきましては、増減のみを説明をさしていた

だきます。公有財産でございますけれども、土地の欄を見ていただきましたら、土地の

欄の１３９ページのその他施設というところで１５，４６３．４２㎡の増加があります

けれども、これは北川毛、五本松、外山の方へ農免農道がありますけれども、その農道

の敷地につきまして、県の方から町へ寄附があったものでございます。その３つ下の欄

でございまして、山林が７１，６９４㎡増えておりますけれども、これは五本松区の銚

子ダム周辺にあります土地につきまして寄附をいただいたものでございます。その下の

その他のところで、マイナスの１，２３３．６６㎡ございますけれども、これにつきま

しては、山並団地の砥部川沿いにある雑種地がございまして、それを河川改修で県の方

へ売り払ったものでございます。合計いたしまして８５，９２３．７６㎡の増となって

おります。それでは１４０ページの建物の非木造のところをご覧いただいたらと思いま

す。決算年度中増減高の上から３列目のところにその他の施設で１，１３６．０３㎡と

ございますが、これは集中合併浄化槽が、砥部町が浄化槽管理組合が直営で管理するこ
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とに伴いまして、６つの団地で浄化槽管理組合がもっております建物でございます。 
その一番下にその他の施設で２．１０㎡でございますが、砥部動物園の中のとべの館を

一部改修いたしまして、それに伴います増でございます。合わせまして１，１３８．１

３㎡の増となっております。１４４ページをお開きください。３の基金についてご説明

を申し上げます。まず、財政調整基金でございますけれども、決算年度中の増減高でマ

イナスの２，２７１万５千円、年度末現在高が３億３，９００万円。減債基金につきま

しては２７０万２千円。ふるさと創生基金につきましては、３億２，１５７万１千円。

ふるさと水と土保全基金につきましては、１千万円。まごころ基金につきましては、７

７５万９千円。高齢者保健福祉基金につきましては、２億１，６００万１千円。福祉基

金につきましては、マイナスの５３万２千円で１，０１２万円。とべの館運営基金につ

きましては、１億１，２８７万４千円。とべ温泉運営基金につきましては、５，５０５

万円。梅野奨学基金につきましては、年度途中３１２万７千円の減で２，１２７万３千

円。町営住宅建設積立基金につきましては、８６１万６千円。土地開発基金につきまし

ては、土地の増が１，５１８．２６㎡。文化会館の駐車場用地を買わさしていただいた

ものでございまして、年度末の現在高の土地が４，５５４．６９㎡、現金につきまして

は８，３９５万４千円のマイナスでございまして、７，９８７万８千円の年度末残高で

ございます。浄化槽保守点検運営基金、増の１億４１９万８千円、年度末残高が１億４

１９万８千円。これにつきましては、先程も説明いたしましたけれども、６つの区の合

併浄化槽を町が直接管理することによりまして、国の方でもっておりました、積立金を

町益を受けたものでございます。以上で基金の合計が現在１２億８，９０４万２千円と

なっております。簡単ではございますけれども、以上で説明を終わらさせていただきま

す。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志） 丸本住民サービス課長。 
○住民サービス課長 失礼をいたします。私の方からは認定第２号及び認定第３号につ

いてご説明を申し上げます。まず認定第２号平成１６年度砥部町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の概要についてご説明を申し上げます。砥部町決算書の１４５、１４

６ページをお開きくださいますようお願いいたします。まず、歳入の方からでございま

す。１款１項の国民健康保険税でございますが、収入済額３億１，９５０万１，６６４

円でございます。これにつきましては、一般被保険者と退職被保険者に係るものでござ

います。それから２款１項の手数料でございますが、２万５，２００円。これは督促手

数料でございます。それから３款国庫支出金でございます。１項国庫負担金２億５，８

０４万９千円でございますが、これは療養給付費等に対する負担金でございます。２項

国庫補助金４，６０４万９千円でございますが、これは普通調整交付金でございます。 
 それから４款療養給付費等交付金でございまして、２億４，１７９万９，６３３円で

ございますが、これは退職者の医療給付、それから老人保健の拠出金にかかるものでご

ざいます。５款の県支出金１項県負担金３５５万７，４３８円でございますが、これに

つきましては、高額医療費の共同事業拠出金に対するものでございます。６款共同事業

交付金１項共同事業交付金につきまして、これにつきましては、総医療費が７０万を超
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えるような高額医療費に対するものでございまして１，０００万３，２４４円でござい

ます。それから７款１項財産運用収入６万４，４０７円でございますが、これは国庫財

政調整基金の預金利子でございます。８款繰入金１項他会計繰入金６千万円でございま

すが、これにつきましては一般会計から繰り入れたものでございます。９款繰越金１項

繰越金で２億６，１０１万４，０９３円ですが、これにつきましては、前年度からの繰

越金でございます。１０款諸収入１項はございません。２項預金利子でございまして、

４万６，９７４円でございます。次、１４７、１４８ページをお願いします。３項雑入

でございます。９４万２，７４４円でございますが、これは交通事故等による第三者納

付金でございます。以上、歳入合計が１２億１０５万３，３９７円となっております。

次、１４９、１５０ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款総務費、こ

れは事務的な経費でございます。内訳といたしまして、１項総務管理費、これにつきま

してはレセプト点検賃金等、その他、国保連合会負担金などでございまして、５０７万 
１，６３８円。それから２項の徴税費が１２９万４，６８３円でございまして、これは

郵送料が主なものです。それから３項の運営協議会費につきましては支出がございませ

ん。２款保険給付費でございます、１項療養諸費につきましては、一般被保険者と退職

被保険者に係るものでございまして、５億９，９７９万５，４１２円となっております。

２項高額療養費につきましては、一般分と退職分を合わせて６，８５２万３，０８８円。

３項出産育児金につきましては６００万円いうことで、１件３０万円の２０件でござい

ます。４項葬祭諸費２６１万円でございますが、これは８７件でございます。３款老人

保健拠出金１項老人保健拠出金でございますが、これは老人保健制度に基づく支払基金

への拠出金ということで、２億９，２１５万１，３５４円の支出でございます。４款１

項介護納付金７，３１１万８，２０１円でございますが、これは第２号被保険者分とし

て納付したものでございます。５款１項共同事業拠出金２，１３４万４，６３７円でご

ざいますが、これにつきましては、国保連合会がおこなっております高額医療費の共同

事業への拠出金でございます。６款１項保健事業費７１０万１，９９５円でございます

が、これにつきましては、医療費通知、人間ドッグ受診等に要した費用でございます。 
７款公債費はございません。８款諸支出金でございまして、１項償還金及び還付加算金

でございまして、８１万４，４００円ですが、これは過年度保険税の還付金でございま

す。次、１５１、１５２ページをお願いします。以上で、歳出の合計が、支出済額１０

億７，７８２万５，４０８円ということになっております。次１７１ページの実質収支

に関する調書をお開きください。歳入総額１２億１０５万３千円から歳出総額１０億７，

７８２万５千円を差し引きまして１億２，３２２万８千円と、実質収支１億２，３２２

万８千円でございまして、新町へ引き継いでおります。それから財産に関する調書でご

ざいますが、国民健康保険事業財政調整基金年度中の増減ございませんで、２億５千万

円となっております。以上で認定第２号の関係を終わりまして、認定第３号平成１６年

度砥部町老人保健特別会計歳入歳出決算の概要についてご説明申し上げます。決算書の

１７２、１７３ページをお開きくださいますようお願いいたします。まず歳入の方から

でございますが、１款１項支払基金交付金でございます。これにつきましては、８億２，
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３０６万５千円でございまして、医療給付金と事務費給付金を合わせた額でございます。

２款国庫支出金１項の国庫負担金３億４，９４５万２千円でございますが、医療費負担

として収入のあったものでございます。２項国庫補助金につきましては、決算時点では

交付されておりません。３款１項県負担金６，９１９万３，５１２円ですが、これにつ

きましては医療費に対する県の負担金でございます。４款１項他会計繰入金１億円でご

ざいますが、医療分と事務費分を一般会計から繰り入れたものでございます。５款繰越

金につきましては、前年度からの繰越金はございません。６款諸収入でございまして、

１項ございません。２項預金利子が４３６円。３項雑入として４０万３，３７９円でご

ざいます。これにつきましては、交通事故による第三者納付金でございます。以上、歳

入合計が１３億４，２１１万４，３２７円となっております。１７４、１７５ページを

お願いいたします。こちらから歳出でございますが１款１項総務管理費ということで２

６２万１，６０６円でございますが、これはレセプト賃金とか電算処理委託が主なもの

でございます。２項の趣旨普及費につきましては、支出がございません。２款１項医療

諸費でございまして、１３億１，１５３万４，３８９円でございますが、これ現物給付

と現金給付さらに審査支払手数料を加えたものでございます。３款公債費はございませ

ん。４款諸支出金１項償還金５６０万９，０９７円でございますが、支払交付金の過年

度超過分の返還に係るものでございます。以上、歳出合計が１３億１，９７６万５，０

９２円となっております。次、１８６ページの実質収支に関する調書をお願いします。

歳入合計１３億４，２１１万４千円から歳出の総額１３億１，９７６万５千円を差し引

きまして、２，２３４万９千円。実質収支同額でございまして、こちらにつきましては

新町へ引き継いでおります。以上で、議案第２号、第３号の概要について説明を終わら

せていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○議長（田室博志） 松村生きがい推進課長。 
○生きがい推進課長 認定第４号平成１６年度砥部町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定についてご説明を申し上げます。１８７、１８８ページをお願いいたします。 

歳入でございます。１款１項介護保険料でございますが、１億２，４０６万２，３００

円の収入となっております。続きまして２款１項手数料９，４００円、督促手数料でご

ざいます。３款国庫支出金は負担金補助金合わせまして、１億９，７４８万７千円にな

っております。続きまして４款１項の支払基金からの交付金が２億２，８０８万８，８

９６円となっております。続きまして５款県支出金は負担金、委託金を合わせまして８，

１２３万２，０６５円となっております。次に６款１項財産運用収入でございますが、

基金預金利子で８６８円。７款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金と基金か

らの繰入金合わせまして１億５，９９８万５千円となっております。８款１項繰越金に

つきましては、前年度からの繰越金で９４５万５，４４０円です。９款諸収入につきま

しては、次のページ１８９、１９０をお願いいたします。預金利子、雑入合わせまして

８１万６，４０９円となっております。歳入の合計が８億１１３万７，３７８円となっ

ています。次のページ１９１ページをお願いいたします。歳出でございます。１款総務

費７１３万２，６９１円で大きなものは３項の介護認定審査会への支出が大きなものと
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なっております。続きまして２款保険給付費でございますが、７億４，８６３万９，７

９６円で、１項の介護サービス等諸費と２項の支援サービス等諸費が大きな支出となっ

ております。３款１項財政安定化基金からの拠出金が１０４万１，９０５円でございま

す。続きまして４款１項基金積立金、これは町の基金へ積み立てるものでございまして、 
１，４０６万１０２円となっております。５款１項公債費につきましては支出はござい

ません。６款１項償還金及び還付加算金が１万８，２００円で保険料の還付でございま

す。支出合計が７億７，０８９万２，６９４円で、歳入歳出差引まして３，０２４万 
４，６８４円となっております。２１１ページをお願いいたします。２１１ページでご

ざいますが、実質収支に関する調書でございます。歳入総額が８億１１３万７千円、歳

出総額が７億７，０８９万３千円になっておりまして、歳入歳出差引額が３，０２４万

４千円。実質収支額も同額でございます。続きまして、財産に関する調書でございます

が、基金で介護保険事業運営基金で年度途中で８２４万８千円増がありまして、決算年

度末現在高で１，４１７万５千円ございます。以上で説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○議長（田室博志） 大西学校教育課長。 
○学校教育課長 認定第５号平成１６年度砥部町梅野奨学資金特別会計歳入歳出決算

認定についてご説明申し上げます。２１２ページをご覧下さい。まず、歳入でございま

すが、歳入につきましては、調定額がすべて収入済でありますので、収入済額の欄をご

覧下さい。１款財産収入１項財産運用収入、梅野奨学基金の預金利子でございまして、

２万４７９円。２款繰入金２項基金繰入金、梅野奨学基金からの繰入金３１２万７千円。

３款１項繰越金１５年度からの繰越金６万８，９１１円で、歳入合計は３２１万６，３

９０円でございます。次のページをご覧下さい。歳出でございます。１款奨学費１項奨

学資金予算現額３１９万８千円支出済額２４７万３千円。これは梅野奨学生に対する給

付金等でございます。不用額７２万５千円、これにつきましては、１７年１月から３月

までの３ヵ月間の給付金等でございます。従いまして、歳入歳出差引残額７４万３，３

９０円でございます。２２０ページをご覧下さい。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額３２１万６千円、歳出総額２４７万３千円。歳入歳出差引額７４万３千円。実

質収支額、新町へ７４万３千円でございます。以上で認定第５号の説明を終わります。

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 
○議長（田室博志） 西崎商工観光課長。 
○商工観光課長 認定第６号平成１６年度砥部町とべの館特別会計歳入歳出決算認定

についてご説明申し上げます。２２１、２２２ページをお願いいたします。歳入でござ

います、１款１項売店収入、収入済額１，８３１万３，１７４円。２款１項繰越金２９

０万７，０１６円。３款１項預金利子５１５円。２項雑入６万６，５２３円。４款１項

財産運用収入２万８，０８４円。５款１項基金繰入金０。歳入合計２，１３１万５，３

１２円。次のページをお願いいたします。歳出でございます。１款１項館運営費支出済 
１，５８８万３，０１３円。２款１項基金費０。歳出合計１，５８８万３，０１３円。

歳入歳出差引残額５４３万２，２９９円でございます。続きまして２３１ページをお願



 69

いいたします。歳入総額２，１３１万５千円、歳出総額１，５８８万３千円、歳入歳出

差引額５４３万２千円。実質収支額５４３万２千円でございます。続きまして、認定第

７号平成１６年度砥部町とべ温泉特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げ

ます。２３２、２３３ページをお願いをいたします。歳入でございます。１款１項事業

収入、収入済額３，２６２万６，５４６円。２款１項繰越金３５５万７，３７４円。３

款１項預金利子５２５円。２項雑入５，９９０円。４款１項財産運用収入１万６，００

４円。５款１項基金繰入金０。以上、歳入合計３，６２０万６，４３９円。次のページ

をお願いいたします。歳出でございます。１款１項温泉運営費、支出済額２，９６６万

３，０８８円。２款１項基金費０。以上、歳出合計２，９６６万３，０８８円。歳入歳

出差引残額６５４万３，３５１円でございます。続きまして２４２ページをお願いいた

します。歳入総額３，６２０万６千円、歳出総額２，９６６万３千円、歳入歳出差引額

６５４万３千円。実質収支額６５４万３千円。以上で、認定第６号及び認定第７号のご

説明を終わります。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志） 松下監理財政課長。 
○監理財政課長 認定第８号平成１６年度砥部町土地取得特別会計歳入歳出決算認定

についてご説明申し上げます。お手元の資料、２４３ページをお願いいたします。平成

１６年度の土地取得特別会計の歳入は繰越金、諸収入、財産収入ございまして、収入済

額１９万６，１４９円でございます。調定額も同額でございます。次のページ、２４５

ページ、２４６ページをお願いいたします。支出済につきましては、１款公共用地先行

取得事業費として決算書の１５年度決算書の印刷をしております。１万３千円でござい

ます。差引額１８万３，１４９円になります。２５１ページをお願いいたします。実質

収支につきましては、歳入総額、歳出総額差引１８万３千円。同額が実質収支額になり

まして、新町予算に引き継がれることになります。以上でございます。ご審議の程、よ

ろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志） 日浦環境保全課長。 
○環境保全課長 続きまして、認定第９号平成１６年度砥部町浄化槽特別会計歳入歳出

決算認定についてご説明をさせていただきます。浄化槽特別会計は平成１６年１０月１

日、砥部町浄化槽管理組合から引き継いだ特別会計でございますので、６ヵ月予算で３

ヵ月決算となりまして、非常に変則的ではございますが、説明をさしていただきます。 
 まず、２５２ページ、２５３ページをご覧下さい。歳入でございますが、１款事業収

入として収入済額が１，１２０万２，２５０円。２款財産収入として０円。３款寄附金

として１億２，６１９万８，３３２円。４款繰入金として０。５款諸収入として８０５

万８，７６４円ございます。歳入合計が１億４，５４５万９，３４６円でございました。 

続きまして歳出でございますが、２５４ページ、２５５ページをご覧下さい。１款浄化

槽点検管理費でございますが、支出済額が１，６０２万４，７１１円。２款諸支出金と

して１億４１９万８，３３２円。３款予備費として０。歳出合計が１億２，０２２万 
３，０４３円でございました。歳入歳出差引残額でございますが、２，５２３万６，３

０３円ございました。続きまして、 後のページ２６４ページをご覧下さい。歳入総額
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１億４，５４５万９千円。歳出総額１億２，０２２万３千円。歳入歳出差引額２，５２

３万６千円。実質収支額２，５２３万６千円です。以上で説明を終わります。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志） 辻水道課長。 
○水道課長 認定第１０号平成１６年度砥部町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

てご説明申し上げます。決算書の１ページをお願いいたします。まず、収益的収入及び

支出でございますが、そのうち、収入についてご説明申し上げます。第１款上水道事業

収益の決算額は２億５，５３２万５，１２７円でございます。内訳といたしまして、第

１項営業収益の決算額は２億４，８５６万３，９７２円。第２項営業外収益でございま

すが、決算額は６７６万１，１５５円でございます。次に、第２款簡易水道事業収益に

つきましては、決算額は６１万５，８７０円でございまして、以上、収入の決算額につ

きましては、２億５，５９４万９９７円でございます。２ページをお願いいたします。

支出でございますが、第１款上水道事業費用の決算額は２億７５７万２，０２７円でご

ざいます。内訳といたしまして、第１項営業費用の決算額は１億７，０７３万６，０５

９円。第２項営業外費用の決算額は３，６８３万５，９６８円でございます。特別損失

は支出いたしておりません。次に第２款簡易水道事業費用第１項営業費用の決算額は２

１１万４，３９２円でございまして、支出の決算額は２億９６８万６，４１９円でござ

います。次に資本的収入及び支出のうち、まず収入でございますが、第１款上水道資本

的収入の決算額は２９０万３，４７０円でございます。内訳といたしまして、第１項負

担金は０でございます。これは例年３月末の精算納入ということで、一般会計からの繰

入金ですがこの時点では０でございます。第２項工事負担金が２９０万３，４７０円で

ございます。４ページをお願いいたします。支出でございますが、第１款上水道資本的

支出の決算額は、６，６６９万４，０９６円でございます。内訳といたしまして、第１

項建設改良費の決算額は３，６０３万６，５０４円でございます。第２項企業債償還金

は３，０６５万７，５９２円でございます。以上、決算額は６，６６９万４，０９６円

でございます。なおここで資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額６，３７９万

１千円につきましては、資本的収支調整額１４０万５千円、減債積立金取崩額１千万円、

建設改良積立金取崩額３千万円、過年度分損益勘定留保資金２，２３８万６千円で補填

いたしましたところでございます。次に平成１６年度の砥部町水道事業損益について５

ページをご覧下さい。まず、営業収益は２億３，７３１万４，１３６円でございまして、

この収益に対する費用の合計は１億６，９３５万８８円でございますので、差引営業利

益は６，７９６万４，０４８円でございます。次に営業外収益は６４４万３，２５０円

でございまして、これの収益に対する営業外費用が２，９７５万７，２６８円でござい

ますので、営業外収支は２，３３１万４，０１８円の赤字となります。このため、経常

利益並びに当年度純利益は、営業利益から２，３３１万４，０１８円を差し引いた４，

４６５万３０円となります。また、前年度の繰越利益剰余金が１，２０１万１，２０１

円ございましたので、当年度未処分利益剰余金は５，６６６万１，２３１円でございま

す。この金額につきましては、新年度の方に繰越とさせていただきます。以上で説明を
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終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 
○議長（田室博志） 本日の会議時間は議事の都合によって延長します。ここでしばら

く休憩をいたします。再開は午後５時５分の予定です。 
 

午後 ４時５０分 休憩 
午後 ５時 ４分 再開 

 
○議長（田室博志） 再開をします。佐川収入役。 
○収入 それでは認定第１１号平成１６年度広田村一般会計歳入歳出決算書について

ご説明申し上げます。広田村の決算書の１ページをお開きください。まず、歳入でござ

いますけれども、１の村税といたしまして収入済額５，３２８万２，４５９円。２の地

方譲与税２，２５６万９千円。３の利子割交付金４６万５千円。４の配当割交付金７万

１千円。５の株式等譲渡所得割交付金０。６地方消費税交付金８０２万７千円。７自動

車取得税交付金９１４万４千円。８地方特例交付金１７３万８千円。９款地方交付税６

億６，３３９万４千円。１１款分担金及び負担金５４７万９，３１５円。使用料及び手

数料１，００１万１，１９７円。１３の国庫支出金５２８万２千円。１４県支出金４７

４万８，１３０円。１５の財産収入６８３万５，４７５円。１７繰入金２，９６５万６

８１円。１８の繰越金１億５，５７３万５，６３２円。５ページをお願いします。１９

の諸収入１，６９３万４，１３６円。２０の村債でございますが６００万円。歳入合計

９億９，９３６万７，０２５円。次のページをお願いいたします。歳出でございますけ

れども、これにつきましても支出済額の説明をさしていただきます。１の議会費でござ

いますが、３，３２８万７，１６１円。２の総務費で１億９，８２０万９，２１８円。

３の民生費で１億４，６５８万６１７円。４の衛生費で１億４，４７４万９，４４７円。

６農林水産業費９，４０７万５，０５８円。７の商工費１，２２１万１，３７８円。８

の土木費４，３５７万７，４９９円。次のページ、９の消防費６，１０３万７，１０１

円。１０の教育費１億２，０００万２，９２４円。１１の災害復旧費９８３万４，１６

１円。１２の公債費１億３，３５４万５，０５６円。１４の予備費は０でございます。

歳出合計９億９，７１０万９，６２０円となっております。１１３ページをお開きくだ

さい。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額９億９，９３６万７千円。歳出

総額９億９，７１１万円。差引額２２５万７千円。実質収支額２２５万７千円。この金

額につきましては、新の砥部町へ引き継がれております。次のページをお開きください。

財産に関する調書でございますが、１１５ページの一番下から４行目のところに、グリ

ーンキーパー器具倉庫１，４５２㎡の増でございますけれども、これは森林組合の土地

を借りておったものを買収をしたものでございます。１１７ページをお開きください。

失礼します。１１６ページの建物の欄でございますけれども、１１５ページのちょうど

右の端のところで、木造のところで、その他の施設で１４㎡増えておりますけれども、

ここは玉谷地区へ保育園児の送り迎えのための待合所を新設したものでございます。 

１１７ページへお進み下さい。９の広田村におきましては、村有林をたくさん所有いた
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しております。その山林の場所ごとの財につきまして、詳細に記しているものでござい

ます。これの合計、総計ございますので、１１９ページをお開きください。１１９ペー

ジの一番下の表でございますけれども、村有林の場所と面積を示しております。まず、

場所でございますけれども、高市にあります樽山というところで２５．０５ヘクタール。

同じく高市の大仙が６．２６ヘクタール。仙波にありますバンドが３．０１ヘクタール。

仙波にあります神の森が１０．６１ヘクタール。篠谷、満穂にございますが、６．２４

ヘクタール。上尾、満穂にございますが、９．７４ヘクタール。村有林の合計が６０．

９１ヘクタールございます。１２０ページの下の表をご覧下さい。まず、一番左のとこ

ろに成長量というところがありますが、年のトン数を書いておりますけれども、一番下

のところで１年間に材がどれくらい太ったかということを書いております。３１４㎥１

年間に材が太ったという合計を示しております。それで、右の方の表を見ていただきま

すと、１５年の材積と書いておりますところの合計が１万４，６７４㎥とありますけれ

ども、これに成長量の３１４㎥を足しますと、１６年の材積の一番下１万４，９８８㎥

が広田村の旧の広田村の村有林にあるということでございます。次のページをお開きく

ださい。財産に関する調書でございますけれども、まず基金でございますが、財政調整

基金が１億６，２０１万６千円。減債基金が４，５０７万６千円。ふるさと基金が２０

０万円の減で１億６，３０５万９，５００円。老人福祉施設基金につきましては、３０

万円のマイナスで０。尾沢文庫設置基金につきましては、１８１万５，４２８円減の０。

土地開発基金につきましては、１，０５３万５，２５３円の減で５，９７５万５，８１

９円。奨学資金の貸付の基金が３，０７１万２千円。これにつきましては、貸付残高と

貸付額の合計になっております。地域福祉基金が１，５００万円の減で８，３５８万６，

３８０円。ふるさと水と土保全基金が１，０２３万５，５３６円。国保事業財政調整基

金が１，７００万円の取り崩しで、４，０４０万６６７円。国保診療所運営基金が１３

万４千円の減で０となっております。合計いたしまして４，６７８万４，６８１円の減

で、残が５億９，４８４万１，９０２円となっております。右の１２２ページをご覧下

さい。真中のところに、ここ有価証券がございますが、有限会社広田村産業開発公社へ

４９０万円の出資をしております。その下に株式会社グリーンキーパーへ１億円の出資

をしております。以上で、広田の決算書の説明を終わらさせていただきます。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（田室博志） 上岡広田支所長。 
○広田支所長 認定第１２号平成１６年度広田村国民健康保険事業特別会計事業勘定

歳入歳出決算の説明を申し上げます。決算書のページで１２４ページをお願いいたしま

す。歳入でございますが、１款国民健康保険税収入額の欄でございますが、１，７２６

万６，４００円。２款使用料及び手数料０でございます。３款国庫支出金３，３５６万

９千円。４款療養給付費交付金８５７万１，５６５円。５款県支出金３５万２，２１２

円。６款連合会支出金０でございます。７款共同事業交付金３０３万１，２９６円。８

款財産収入０でございます。９款繰入金２，６２０万円。１０款繰越金１，２４０万３，

６８７円。次のページをお願いします。１１款諸収入０でございます。歳入合計は１億
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１３９万４，１６０円。次のページをお願いします。歳出でございますが、１款総務費

５７２万２，２４７円。２款保険給付費６，４０２万６，３２５円。３款老人保健拠出

金２，３９１万８，９１９円。４款介護納付金４０４万８，８５１円。５款共同事業拠

出金２１１万３，２７５円。６款保健事業費２８万５，９３８円。８款公債費０でござ

います。次のページをお願いします。９款諸支出金０でございます。１０款予備費０で

ございます。歳出合計は支出済額でございますが、１億１１万５，５５５円でございま

す。１５４ページをお願いします。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額が

１億１３９万４千円。歳出総額は１億１１万６千円。歳入歳出差引が１２７万８千円。

実質収支額も１２７万８千円でございます。次に平成１６年度広田村国民健康保険事業

特別会計施設勘定の歳入の説明でございますが、１５５ページをお願いいたします。１

款診療収入５，１５８万４，２５３円。３款使用料及び手数料３０万６，７００円。８

款繰入金２，９２４万７５０円。９款繰越金１，８９１万６，０３４円。１０款諸収入

１０万６，１７３円。歳入の合計は１億１５万３，９１０円。次のページをお願いしま

す。歳出でございますが、１款総務費５，６５２万７，６０２円。２款医業費４，１６

０万３，５９６円。７款予備費０でございます。１７５ページをお願いいたします。実

質収支に関する調書。１．歳入総額が１億１５万４千円。２．歳出総額が９，８１３万

１千円。歳入歳出差引は２０２万３千円。実質収支額も同額の２０２万３千円でござい

ます。次に、平成１６年度広田村老人保健特別会計歳入歳出決算の内容でございますが、

１７６ページをお願いいたします。まず歳入でございますが、１款支払基金交付金９，

３１６万２，３００円。２款国庫支出金４，５２８万７千円。３款県支出金９０１万８，

７３５円。４款繰入金４７０万円。５款繰越金５万６，８９６円。６款諸収入４７７万

８，１３６円。歳入の合計が１億５，７００万３，０６７円。次のページをお願いしま

す。歳出でございますが、１款総務費２９万７，００２円。２款医療諸費１億５，５４

４万５，１０７円。３款諸支出金１２２万１，８６６円。４款予備費０でございます。

歳出の合計が１億５，６９６万３，９７５円となっております。１８８ページをお願い

いたします。実質収支に関する調書。１．歳入総額は１億５，７００万３千円。２．歳

出総額は１億５，６９６万４千円。歳入歳出差引額が３万９千円。実質収支も３万９千

円となっております。次に平成１６年度広田村簡易水道特別会計歳入歳出の決算でござ

います。歳入でございますが、１８９ページをお願いいたします。１款使用料及び手数

料４８１万７千円。４款繰入金１２１万５千円。５款繰越金１，１９９万８，４８３円。

６款諸収入１万５，５００円。歳入の合計が１，８０４万５，９８３円となってござい

ます。次のページをお願いします。歳出でございますが、１款衛生費１４６万５，６０

１円。２款公債費２６３万９，５４９円。３款予備費は０でございます。歳出の合計が

４１０万５，１５０円でございます。１９７ページをお願いいたします。実質収支に関

する調書。１．歳入総額が１，８０４万６千円。２．歳出総額は４１０万５千円。歳入

歳出差引額が１，３９４万１千円でございます。実質収支額につきましても１，３９４

万１千円となってございます。次に１９８ページをお願いいたします。平成１６年度広

田村農業集落排水特別会計歳入歳出決算書でございますが、まず、歳入、１款使用料及
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び手数料２１４万９，５２０円。３款国庫支出金０でございます。４款県支出金も０で

ございます。５款繰入金４，５００万円。６款繰越金１５９万８，４１９円。村債は０

でございまして、歳入の合計が４，８７４万７，９３９円でございます。次のページを

お願いいたします。歳出でございますが、１款事業費４，２９９万３，１０９円。２款

公債費５０３万３，５００円。３款予備費は０でございまして、歳出の合計が４，８０

２万６，６０９円でございます。２１０ページをお願いいたします。実質収支に関する

調書。１．歳入総額が４，８７４万８千円。２．歳出総額が４，８０２万７千円。歳入

歳出差引額が７２万１千円。５の実質収支額も７２万１千円でございます。次に２１１

ページをお願いいたします。平成１６年度広田村介護保険事業特別会計歳入歳出決算で

ございますが、事業勘定から説明をいたします。１款保険料２，０６５万４，６００円。

２款使用料及び手数料は０でございます。３款国庫支出金３，２７４万７千円。４款支

払基金交付金３，４１５万１千円。５款県支出金１，１８８万８，２４７円。６款財産

収入は０でございます。７款繰入金３，１００万１，００２円。８款繰越金７０１万７，

２０２円。９款諸収入は０でございます。歳入の合計は１億３，７４５万９，０５１円

となってございます。２１５ページをお願いいたします。歳出でございますが、１款総

務費５２１万８，３３７円。２款保険給付費１億８７３万３，０６０円。３款財政安定

化基金拠出金１３万９，４７５円。４款基金積立金２９７万２円。５款公債費０でござ

います。６款諸支出金２６５万７，０９５円。７款予備費０でございます。歳出の合計

が１億１，９７１万７，９６９円となっております。 ２３７ページをお願いします。

実質収支に関する調書。１．歳入総額が１億３，７４５万９千円。２．歳出総額は１億

１，９７１万８千円。３．歳入歳出差引額が１，７７４万１千円。５．実質収支額も１，

７７４万１千円でございます。次に介護サービス事業勘定でございますが、２３８ペー

ジをお願いいたします。１款介護サービス収入１，４９４万１，９９０円。２款繰入金

６５０万円。３款繰越金２０万８，６３２円。４款諸収入は０でございまして、歳入の

合計が２，１６５万６２２円となっております。次のページをお願いいたします。歳出

でございまして、１款総務費２６６万４，１２６円。２款サービス事業費１，６６７万

４千円。３款予備費は０でございまして、歳出の合計が１，９３３万８，１２６円でご

ざいます。２４６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書。１．歳入総額２，

１６５万１千円。２．歳出総額１，９３３万８千円。３．歳入歳出差引額２３１万３千

円。５．実質収支額２３１万３千円。以上で、認定第１２号から認定第１８号の説明を

終わります。 
ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志） ここで決算審査の報告を山本監査委員が行います。山本監査委員。

山本典男君。 
○監査委員（山本典男） 決算審査のご報告を申し上げます。町長から審査に付されま

した、合併に伴う打ち切り決算となりました、平成１６年度旧砥部町及び旧広田村の一

般会計・各特別会計及び水道事業会計の歳入歳出決算について、大西容介監査委員とと

もに、去る５月１６日・１７日・１８日の３日間、決算審査を実施いたしました。審査
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にあたっては、歳入歳出決算書と関係帳簿・証書類の照合確認を行い、各担当課長より

予算執行の状況、事務事業の実績等の説明を求め、予算執行状況の適否について審査し

ました。審査の結果、各会計の決算は、いずれも計数的には正確であり、適性妥当であ

ると認められました。なお、詳細につきましては、お手元の決算審査意見書により、ご

了承をいただきたいと存じます。これで、決算審査の報告を終わります。 
○議長（田室博志） これから質疑を行います。質疑はありませんか。９番、栗林政伸

君。 
○９番（栗林政伸） いま、監査、山本委員さんから良好やったという報告があったん

ですが、あの歳入の３ページ、４ページ。広田村の決算の３ページ、４ページの分担金

及び負担金で調定額が私の本では６５９万５，３１５円と収入済額も６４４万２，３１

５円、比較が４２３万３，６８５円となっております。隣の人を見ますと５６３万２，

３１５円、収入済額が５４７万９，３１５円、収入額の比較が５１９万６，６８５円と

なっておりますが、どちらが数字が正解で、ちょっと私たちも疑問に感じるんですが。

張り忘れがあったんやったら、張り忘れがあったと。 
○議長（田室博志） 佐川収入役。 
○収入役 栗林議員さんのご質問にお答えいたします。１１款の分担金及び負担金につ

きましては、訂正がございまして、訂正をしたんでございますけれども、どうも栗林議

員さんの決算書につきましては、訂正漏れがあったというふうなことで、誠に申し訳ご

ざいません。お詫びをいたします。数字につきましては、調定額が５６３万２，３１５

円、収入済額が５４７万９，３１５円、差引が５１９万６，６８５円の数字でございま

す。よろしくお願いいたします。 
○議長（田室博志） 栗林君。 
○９番（栗林政伸） これ、いまいうたん私一人ですか。みんな貼っとん。新しん持っ

てきてください。お願いします。 
○議長（田室博志） 他にありませんでしょうか。 
  [質疑なし] 
○議長（田室博志） 質疑を終わります。 
おはかりします。認定第１号から認定第１８号までの旧砥部町及び旧広田村平成１６年

度歳入歳出決算認定に関する１８件については、委員会条例第６条の規定により、１７

人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して閉会中の継続審査とする

ことにしたいと思います。これに異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第１８号までの

１８件については、１７人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して

閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。委員会の審査報告は９月定例会にお

いて委員長よりお願いします。 
おはかりします。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により議長において 山口元之君、政岡洋三郎君、西岡
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章一君、土居美智子君、中村茂君、西村良彰君、井上洋一君、樋口泰幸君、栗林政伸君、

土居英昭君、宮内光久君、大野和博君、中島博志君、田室博志君、平岡文男君、玉井啓

補君、三谷喜好君。以上１７名を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。 
よってただいま指名いたしました１７人の方を決算特別委員会委員に選任することに

決定しました。ここでしばらく休憩をいたします。休憩時間を利用して、決算特別委員

会を開催し、正副委員長の互選を行って下さい。 
 

午後 ５時３２分 休憩 
午後 ５時４３分 再開 

 
○議長（田室博志） 再開をします。互選結果の報告をします。休憩中に決算特別委員

会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいりま

したので報告します。決算特別委員会委員長に三谷喜好君、副委員長に井上洋一君が互

選された旨の報告がありました。今後、ご協力のほどよろしくお願いします。 
以上で本日の議事日程は、すべて終了しました。本日は、これで散会します。 

 
午後 ５時４４分 散会 
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平成１７年第２回砥部町議会定例会 
平成１７年６月１０日（金） 

午後１時００分開会 
 
議長（田室博志） これから、本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１  議案第７４号 砥部町過疎地域自立促進計画の策定について 

（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志） 日程第１議案第７４号砥部町過疎地域自立促進計画の策定について

を議題とします。本案について委員長の報告を求めます。玉井総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（玉井啓補） 総務文教常任委員会の審査ご報告を申し上げます。 

去る６月６日の本会議におきまして、総務文教常任委員会に付託されました、議案第７４

号砥部町過疎地域自立促進計画の策定について、審査の結果をご報告申し上げます。今回

の計画の策定は、時限立法である過疎自立促進特別措置法第６条の規定に基づき、平成２

２年３月までの５年間について、砥部町の過疎地域である広田地区において総合的かつ計

画的な対策を実施し、地域の自立促進をはかり、住民福祉の向上など地域格差を是正する

ための計画を策定するものであります。よって、議案第７４号は、適切な措置がなされて

いると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上

げ、委員長報告を終わります。 
○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 
○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

  ［討論なし］ 
○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
 議案第７４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり

決定することにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７４号砥部町過疎地域自立促進

計画の策定については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２  議案第７５号 砥部町環境審議会条例 
（産業建設常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（田室博志） 日程第２議案第７５号砥部町環境審議会条例についてを議題としま

す。本案について委員長の報告を求めます。三谷産業建設常任委員長。 
産業建設常任委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におきま

して、産業建設常任委員会に付託されました、議案第７５号について、審査の結果をご報

告申し上げます。議案第７５号砥部町環境審議会条例の制定については、環境基本法第４
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４条の規定に基づき、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本事項を調査審議する審

議会を設置するために、条例の制定を行なうものであります。また、附則において、環境

審議会委員の報酬を規定しております。よって、議案第７５号は、適切な措置がなされて

いると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ここにご報告申

し上げ、委員長報告を終わります。以上。 
○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 
○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

  ［討論なし］ 
○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
議案第７５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７５号砥部町環境審議会条例は、

委員長報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３  議案第７６号 砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を 

改正する条例 
           （総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志） 日程第３議案第７６号砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。総務文教常任委員長の報告を求め

ます。玉井総務文教常任委員長。 
総務文教常任委員長（玉井啓補） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におきま

して、総務文教常任委員会に付託されました、議案第７６号砥部町人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例の一部を改正する条例について、審査の結果をご報告申し上げます。 
 この条例は、今年第１回砥部町議会定例会において制定されたところであります。地方

公務員法第７条第４項の規定において、公平委員会の事務は他の地方公共団体の人事委員

会に委託できることとされており、砥部町においても愛媛県に委託しているところであり

ます。同法第８条第２項においては、人事委員会に報告義務と報告事項が定められており、

砥部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条及び第５条はこの条文と規定内

容が重複するため、今回削る改正を行うものであります。よって、議案第７６号は、適切

な措置がなされていると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、こ

こにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 
○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

  ［討論なし］ 
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○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
議案第７６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７６号砥部町人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４  議案第７７号 損害賠償の額を定めることについて 

（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志） 日程第４議案第７７号損害賠償の額を定めることについてを議題と

します。本案について委員長の報告を求めます。玉井総務文教常任委員長。 
総務文教常任委員長（玉井啓補） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におきま

して、総務文教常任委員会に付託されました、議案第７７号損害賠償の額を定めることに

ついて、審査の結果をご報告申し上げます。今回の損害賠償は、平成１７年５月１８日午

後１時ごろ勤労青少年ホーム講習室の窓が強風のため開き、割れた窓ガラスが落下し、駐

車場に停めてあった車両２台に損害を与えたもので、地方自治法第９６条第１項第１３号

により施設破損事故による損害賠償の額を定めたものであります。よって、議案第７７号

は、適切な措置がなされていると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しました

ので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 
○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

  ［討論なし］ 
○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
議案第７７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７７号損害賠償の額を定めるこ

とについては、委員長報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第５ 議案第７８号 平成１７年度砥部町一般会計補正予算（第１号） 
日程第６ 議案第７９号 平成１７年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

（所管常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（田室博志） 日程第５議案第７８号及び日程第６議案第７９号の平成１７年度補

正予算に関する２件を一括議題とします。本案について、委員長の報告を求めます。西村

厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（西村良彰） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におきまし



 81

て、厚生常任委員会に付託されました、議案第７８号及び議案第７９号について、審査の

結果をご報告申し上げます。議案第７８号平成１７年度砥部町一般会計補正予算（第１号）

のうち当委員会に所管する項目については、社会福祉総務費では、町遺族会等への補助金

５３万１千円を、障害者福祉費では、ふれあい手話教室事業費４２万円、要約筆記奉仕員

養成事業費１６万円、手話奉仕員養成事業費１５万３千円、身体障害者及び障害児への補

装具給付事業費１９５万円、児童居宅生活支援費支給事業費１５０万円、障害者福祉活動

補助金５６万５千円を、老人福祉費では、介護予防地域活動支援事業費補助金４万円、長

寿者記念品贈呈事業費増額１５９万７千円、とべ温泉行きバス運営事業費増額５２万６千

円、シルバー人材センター運営事業費補助金６０万円、一部事務組合負担金３００万円の

減額を、老人福祉施設費では、管理委託料５３４万円の減額、国民年金費では、年金法改

正による電算システム変更委託料１３８万６千円を、老人保健総務費では、老人保健特別

会計への繰出金増額１，３１４万３千円を、社会福祉施設改修事業費では、改修工事費８

００万円を、女性活動推進費では、総務費の生活福祉推進費よりの組替による女性塾活動

費１６万４千円を、児童福祉総務費では、子育てつどいの広場消耗品１０万円、宮内小放

課後児童クラブ保育室工事費等３５０万円を、保育所費では、臨時雇賃金１５４万４千円、

広田保育所の傷害保険料１７万４千円、児童館費では、児童劇等委託料１３万円を、母子

衛生費では、母子連携会議費４万６千円、新生児訪問臨時雇賃金９万２千円を、健康づく

り推進費では、健康づくり推進員の増加に伴い報償費３万円増額などを、それぞれ計上し

ております。議案第７９号平成１７年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第１号）につ

いては、１６年度の医療費等の清算に伴い社会保険診療報酬支払基金への償還金が発生し

たため、１，３１４万３千円の補正をするものであり、財源は、負担区分に基づき一般会

計からの繰入金で賄っております。以上、議案第７８号及び議案第７９号の２議案につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長

報告を終わります。 
○議長（田室博志） 三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におき

まして、産業建設常任委員会に付託されました、議案第７８号平成１７年度砥部町一般会

計補正予算（第１号）について、審査の結果をご報告申し上げます。当委員会に所管する

項目については、総務費の生活福祉推進費では、上野区公園遊具移設及び高尾田南組緑地

公園フェンス取替えの補助金３７万４千円、集会所整備事業費で、さかえ区外７ヵ所の集

会所整備事業費補助金６４０万１千円を、衛生費の環境衛生費では、環境審議会委員の報

酬５２万５千円、環境基本計画書印刷費６６万６千円、環境基本計画アンケート郵送料２

０万８千円、環境基本計画書策定業務委託料６９３万円、玉谷専用水道水道管布設替工事

費２９万８千円、浄化槽設置費補助金２８万２千円を、塵介処理費では、美化センター機

器交換部品代及び交換手数料１，６４４万６千円、美化センター修繕料１６４万４千円、

千里埋立処分場浸出液処理施設修繕料１４９万８千円を、簡易下水道維持費では、頭ノ向

町管理汚水マンホール修繕料２４万円を、労働費では、砥部地区勤労者協議会補助金２０

万円を、農林水産業費の農業振興費では、農業振興諸費１７万６千円、青年農業者協議会

育成事業費４０万円、生活研究グループ育成事業費３万５千円、あいネットワーク育成事

業費１万円、農業用廃プラスチック適正処理事業費４０万円、有害鳥獣対策事業費２８３
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万円、農業近代化資金利子補給費９千円、広田地区の産業祭り事業費１６６万円を、農地

費では、国営造成施設管理体制整備促進費１１０万６千円、補助版リーザ運用業務委託料

２２万７千円、農道通谷線維持管理委託料４９万４千円、松山南部地区農免農道計画変更

負担金４４万５千円、町単土地改良事業２１件の補助金３８０万円、県単土地改良事業費

４００万円、資金借り換えによる県営砥部地区かんがい排水事業負担金１，５６９万５千

円の減額を、果樹産地等総合整備事業費では、補助金２８１万円を、中山間地域等直接支

払推進事業費では、システム使用料３２万円を、林業費では、グリーンキーパー補助金１

千万円を、水産費では、水産動植物増殖費補助金１５万円を、商工費の商工業振興費では、

商工業関係団体への補助金８１１万円、振興事業費１９万６千円を、砥部焼振興費では、

砥部焼のしおり印刷代４６万２千円、工芸品展示会事業費補助金２７万円を、観光費では、

陶街道五十三次事業費５０５万３千円、旅費８万円を、陶芸創作館費では、臨時雇賃金１

００万８千円、作品郵送料１１２万５千円、作業室増設工事設計監理委託料５０万円を、

農村工芸体験館費では、陶芸指導謝礼８万７千円を、土木費の道路橋梁総務費では、道路

台帳整備委託料２３１万円、道路維持費では、維持工事２件・舗装補修工事５件の工事請

負費４，０５０万円を、広田９地区の道路維持管理補助金１８０万円を、道路新設改良費

では、町道久保田深田線測量調査設計委託料２７０万円、宮内西代線建設工事費１，１０

０万円を、砂防費では、原町Ｃ地区及び大南地区のがけ崩れ防災対策事業費４８８万円を、

都市計画費では、都市計画総括図印刷代５１万５千円を、住宅費では、公営住宅大南団地

整備事業費２億５，１３２万１千円を、その他、財源組替を行っているがいずれも、必要

経費の補正をするものであります。よって、議案第７８号については、いずれも適切な補

正がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定をしました。なお、建設課から、

全国で話題となっているガードレールの金属片問題について、本町では６月３日、４日と

町道の調査をした結果、６ヵ所で７個発見されたとの報告がありました。また、水道課か

らは、 近の水状況について報告があり、また、第三セクターの問題について活発な意見

が交わされましたことを、ご報告を申し上げまして、委員長報告を終わります。以上。 
○議長（田室博志） 玉井総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（玉井啓補） ご報告申し上げます。去る６月６日の本会議におき

まして、総務文教常任委員会に付託されました、議案第７８号平成１７年度砥部町一般会

計補正予算（第１号）について、審査の結果をご報告申し上げます。当委員会に所管する

項目については、議会費では各常任委員会等の研修旅費等３９４万３千円を、総務費の一

般管理費では地域審議会委員及び個人情報保護審議会委員報酬３０万円を、広田支所ファ

イリング用品代等３３万３千円を、例規データーシステム使用料等２８万２千円を、情報

管理費では旧広田村電算システム運用管理業務費用等１，０５３万６千円を、防災諸費で

は、広田地区防災行政無線修繕費３０万２千円、県防災行政無線管理負担金１８万１千円

を、国際交流事業費では海外研修事業費補助金等１４４万３千円を、地域活性化事業費で

は企画課所管による美と技の祭典費用１９８万２千円を、庁内ＬＡＮ整備事業費では、本

庁と広田支所等出先機関との一体的な行政事務推進のため、整備及び監理委託料５，８２

９万７千円、パソコン等購入費３５５万４千円を、徴税費の税務総務費では土地情報シス

テム・データ整備委託料７９万８千円を、監査委員費では監査委員の研修旅費１２万円を、

消防費の常備消防費では、砥部出張所の高規格救急自動車への買い替えに係る負担金１，
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００５万２千円、非常備消防費では緊急情報一斉伝達サービスにかかる費用５５万５千円、

消防施設費では消防団用ホース購入費３１万５千円を、教育費の教育総務費では、教育委

員の研修旅費２５万円、中学校教科書選定委員の報酬３万６千円を、小学校費では、砥部

地区３小学校体育館の耐震診断業務委託料等７５９万３千円、宮内小学校体育倉庫新築及

び旧校舎撤去工事費等１，７１５万３千円、６小学校の管理備品費１０２万１千円、砥部

地区３小学校の教育振興備品購入費２１０万円、確かな学力定着向上調査研究事業費２０

万円、命の大切さを学ぶ体験活動推進事業費２４万円を、中学校費では、砥部中学校の校

舎・体育館耐震診断業務委託料等１，７１０万７千円、砥部中学校教育振興備品購入費１

５０万円を、幼稚園費では、臨時雇い賃金や宮内幼稚園の排水管改修・防水工事等１５８

万５千円を、社会教育総務費では、広田地区小・中学校の子育て学習支援事業委託料８万

円、青少年ホーム利用者協議会補助金４０万円を、公民館費では、中央公民館改修工事設

計委託料３２５万８千円、外国青年招致事業費７０万６千円、生涯学習公民館活動事業費

１０９万９千円を、文化会館費では、会館自主事業委託料７２４万５千円を、図書館費で

は、図書等の購入費６５０万円を、保健体育総務費では、町民体育大会の費用６３万３千

円を、体育施設費では岩谷口プール監視員賃金１６万２千円、田ノ浦町民広場防球ネット

修繕料１０万円を、総合公園体育施設費では、防犯設備保守委託料１５万８千円、バレー

ボール支柱購入費２９万４千円を、学校給食管理費では、食缶の購入費５０万２千円、焼

物機及び汚水処理装置の修理費１１４万１千円を、その他財源組替や減額補正があります

が、いずれも必要経費の補正をするものであります。歳入については、地方交付税６千万

円、負担金１３０万４千円、国庫支出金１億８，２０２万３千円、県支出金７２万６千円、

繰入金３６１万円、繰越金１億３，８６２万７千円、諸収入４３５万５千円、町債１億４，

３７０万円となっております。債務負担行為については、旧広田村における電算管理費用

が上げられています。よって、議案第７８号については、原案のとおり可決すべきものと

決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（田室博志） 報告が終わりましたので、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 
  ［質疑なし］ 
○議長（田室博志） 質疑なしと認めます。 
討論、採決については１件ずつ行います。 
議案第７８号平成１７年度砥部町一般会計補正予算（第１号）について討論を行います。 

討論はありませんか。 
  [討論なし] 
○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
議案第７８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７８号平成１７年度砥部町一般

会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第７９号平成１７年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第１号）について、討論

を行います。討論はありませんか。 
  [討論なし] 
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○議長（田室博志） 討論なしと認めます。 
議案第７９号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は、可決です。委員長報告

のとおり決定することに異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議案第７９号平成１７年度砥部町老人

保健特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
ここでしばらく休憩をいたします。休憩時間を利用して、全員協議会を開催します。 

 
午後 ２時００分 休憩 
午後 ２時３２分 再開 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第７ 砥部町農業委員会委員の推薦について 

（推薦、採決） 
○議長（田室博志） 日程第７砥部町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。 
おはかりします。議会推薦の農業委員は、白形洋君、相原利雄君。以上の方を推薦したい

と思います。ご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議会推薦の農業委員は、白形洋君、相

原利雄君。以上の方を推薦することに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第８ 議員派遣の件について 

（報告、採決） 
○議長（田室博志） 日程第８議員派遣の件についてを議題とします。 
おはかりします。議員派遣については、砥部町議会会議規則第１１９条の規定により、

議員派遣の件のとおり派遣したいと思います。これに異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって議員派遣の件については、派遣するこ

とに決定しました。 
 おはかりします。厚生常任委員長・産業建設常任委員長から、所管事項の調査研究につ

いて、閉会中の委員会研修の申し出がありました。委員会研修について説明を求めます。

西村厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（西村良彰） 厚生常任委員会の研修日程が決まりましたので、ご報告

申し上げます。健康づくりなどの調査研究のため、８月１７日から１９日の間、茨城県太

洋村他で委員会研修を実施する予定であります。これのご承認をよろしくお願いいたしま

す。 
○議長（田室博志） 三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（三谷喜好） 産業建設常任委員会の研修日程が決まりましたので

ご報告申し上げます。焼物振興とまちづくりについての調査研究のため６月２７日から２
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９日の間、愛知県瀬戸市で委員会研修を実施する予定であります。なお、農業施設等の視

察ももっか交渉中でございますので、先方の都合もありますので、いろいろと交渉中でご

ざいます。これのご承認をよろしくお願いいたします。終わり。 
○議長（田室博志） 厚生常任委員長・産業建設常任委員長から申し出のとおり、閉会中

に委員会研修を実施することにご異議ありませんか。 
  ［「異議なし」の声あり］ 
○議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって、厚生常任委員長・産業建設常任委員

長から申し出のとおり、閉会中の委員会研修を実施することに決定しました。 
 おはかりします。各委員長より、閉会中の継続調査の申し出がありましたので、次期定

例会の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項については議会

運営委員会に、常任委員会の所管事務等の調査事項については所管の常任委員会に、特別

委員会の調査事項については特別委員会に、それぞれ付託し、閉会中の継続調査とするこ

とにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
  [「異議なし」の声あり] 
議長（田室博志） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 
 これで本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長のごあいさつを

お願いします。 
○町長 閉会にあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。議員の皆様には、６日の本会

議に始まり各常任委員会におきまして、連日に渡り終始熱心にご審議をいただきましたこ

と心から感謝を申し上げます。全議案を議決、承認くださいましたことに対しまして、重

ねてお礼を申し上げます。承認いただきました予算につきましては、町民の皆様の福祉の

増進のために、高いコスト意識を持って大切に執行をさせていただきます。会期中、議員

の皆様からご指摘やご提案いただきましたことは、今後の町政運営に反映するよう努めて

まいる所存でございますので、一層のご指導、ご鞭撻をお願いいたします。いよいよ梅雨

の季節を向かえ、暑さも厳しさを増してきます。議員の皆様には、お体をご自愛の上、町

政の進展、地域の発展に一層ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、ご挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（田室博志） 以上をもって、平成１７年第２回砥部町議会定例会を閉会します。 
 

午後 ２時３８分 閉会 
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地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明す

るためにここに署名する。 
 
          砥部町議会議長 
 
               議員 
 
               議員 
 
 


